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「エコポリス板橋」環境都市宣言 

 

豊かな自然 澄んだ空気 静かでやすらぎのある暮らしは 私

たちすべての区民の願いです 

板橋区には みどりと水の豊かな自然やいきいきとしたまちな

みなど 誇れる環境が残されています 

しかし 近年の盛んな都市活動は かつての良好な環境を徐々

に失わせ さらに地球環境をも悪化させています 

環境にやさしい暮らし方や事業活動を進めながら かけがえの

ない地球環境を子孫に引き継いでいくことが 私たちに課せられ

た責務です 

私たち板橋区民は 真に快適な環境を創造するために 人と環

境が共生する都市「エコポリス板橋」の実現を目指していくこと 

をここに宣言します 

 

１ 私たちは 毎日の生活が地球環境に影響を及ぼしていること

を認識し 地球市民として行動します 

２ 私たちは リサイクルの推進やエネルギーの節約に努め 地

球の資源を大切にします 

３ 私たちは みどりや水 空気を大切に守り 様々な生物が共

に生きていける環境づくりに努めます 

 

平成五年四月一日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

板橋区の環境課題は、これまでの大気汚染や水質汚濁などにより悪化してきましたが、区民・

事業者・区が一体となって地域の環境改善に取り組むことで、着実な成果を生み出してきました。 

しかし、近年では地球温暖化による気候災害の激甚化、海洋プラスチックごみの増加、生物多

様性の喪失など、環境問題は複雑化・深刻化の一途をたどっています。このような状況を受けて、

我が国は 2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、脱炭素社会の実現に向けた

取り組みを開始しました。 

板橋区においても、2022 年１月に「ゼロカーボンシティいたばし 2050」を表明し、2050 年ま

でに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指して施策を推進しています。その一環として、

2024年４月からはプラスチック資源回収に新たに取り組み、環境負荷の軽減に努めています。世

界気象機関の報告によれば、2024年の地球平均気温は過去最高を更新し、1970年代以降の継続的

な上昇傾向が加速しており、工業化以前比で 1.5℃を上回る水準に達しています。こうした厳し

い現実は、気候変動への緊急対応の必要性を如実に示しています。 

差し迫った環境問題への対応には、区民・事業者・区がそれぞれ「自分事」として認識し、協

働することが不可欠です。私たち一人ひとりが環境問題への関心を高め、継続的に学習を深めな

がら、日常生活や業務の中で環境への配慮を実践することが求められます。同時に、区民・事業

者・区が連携・協働する体制を強化し、組織的・継続的に環境改善に取り組んでいくことが重要

です。 

これまで区民・事業者の皆様の献身的なご協力により、環境美化活動や環境保全活動を通じて、

区内の環境改善が実現されてきました。本環境白書は、板橋区の環境現状と環境保全施策の実績

を報告するとともに、区民の皆様とのパートナーシップ構築と個々の環境行動の促進を目指し、

必要な情報を提供するものです。 

今後、より充実した環境白書へと発展させるため、皆様からのご意見やご要望をお聞かせいた

だければ幸いです。最後に、板橋区の環境保全への取り組みに対し、一層のご理解とご支援を心

よりお願い申し上げます。 

 

2026（令和 8）年 3月   板橋区資源環境部 
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《板橋区環境白書の役割》 

板橋区では、環境基本計画（第一次）が策定された１９９９（平成１１）年度より、板橋区の

環境全般についてまとめた「板橋区環境白書」を発行しています。環境白書では、環境基本計画

に基づいて取り組まれた環境施策の進捗状況や区の環境の現状などを、計画の構成に沿って公表

しています。 

●本書第２部以降の構成● 

 

（※P○○）は、巻末の用語解説に掲

載しています。 

（関連 P○○）は、本書内で関連す

るページとなります。 

「１ 板橋区の現状」では、活動指標

や参考データを踏まえて、基本目標

に対する板橋区の全体像について紹

介します。 

 

第２部では、環境基本計画の基本目

標ごとに、「１ 板橋区の現状」と「２ 

環境施策の活動状況」を紹介します。 

 

「２ 環境施策の活動状況」では、

各環境施策の取組概要を基本計画

に沿って紹介します。 

 

各環境施策の活動指標に関連する

SDGs アイコンを掲載しています。 

 

 

各環境施策に関連のある活動指標

を、Ｐ６～Ｐ７に掲載されている一

覧表から抜粋して掲載しています。 

 
各環境施策に関連のあるホームペ

ージアドレスを掲載しリンクを貼

っています。詳細や最新情報はリン

ク先ホームページでご確認くださ

い。 
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第１部 環境基本計画の推進 

１ 「板橋区環境基本計画」２０２５について 

２００９（平成２１）年３月に策定した板

橋区環境基本計画（※Ｐ９３）（第二次計画）

以降、東日本大震災に伴うエネルギー需給の

ひっ迫による省エネルギーへの取組や再生可

能エネルギー導入の加速化、人口減少社会へ

の移行など、行政を取り巻く環境が大きく変

化してきました。さらに、水素エネルギーの

活用など新技術の発展、国際社会における新

しい地球温暖化対策の枠組みへの合意など、

状況は刻々と変化し続けています。 

第二次計画の期間満了（２０１５（平成２

７）年度）にあたり、このような状況変化へ

の対応を図り、板橋区における環境保全の取

組をより効果的に進めていくため、２０１６

（平成２８）～２０２５（令和７）年度を計

画期間とする新たな環境基本計画として、

「板橋区環境基本計画２０２５」を２０１６

（平成２８）年３月に策定しました。 

本計画は“環境像”＝概ね１０年後のめざ

すべき環境の姿（図１-１-１）を設定すると

ともに、環境像のもと、個別分野ごとの環境

課題に対応した６つの基本目標を設定してい

ます（図１-１-２）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 環境基本計画の推進 

人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋” 

区の環境の将来像＝１０年後の姿 

武蔵野の面影を残す徳丸・赤塚の樹林地、広大な河川敷を有する荒川や美しい桜並木に彩られ

る石神井川など、緑と水やきれいな空気に囲まれ、生物の多様性が保全されるなど、自然環境

との共生が進んでいます。 

またスマートシティに向けてＩＣＴ（情報通信技術）（※Ｐ９５）など最先端の技術が整備さ

れ、エネルギーを効率的に生みだし使用するライフスタイルが定着するとともに、水素や再生

可能エネルギーなどの有効な資源の活用が進み、環境や防災面で持続可能な脱炭素社会※を実現

するまちづくりが進んでいます。 

さらには、区民一人ひとりや事業所のごみ減量・リサイクルなど環境に対する意識が高く、世

代や職業、地域の枠を越えて、地域全体が連携して活動が進み、資源循環型社会が実現してい

ます。 

「未来」 
板橋の宝である子どもたちや豊かな暮

らし、そして緑や水などの豊かな自然

環境など、持続可能な発展を象徴して

います。未来を担う子どもたちが環境

と共存・調和しながら将来にわたり持

続的に快適な都市環境を実現すること

が大切です。 

 

「人」 
身近な環境を守り、育て、よりよい環

境をつくっていくためには、人（個

人、事業者、地域など）の意識を環境

にシフトし、実際に行動に移していき

ながら、様々な人が協働して進めてい

くことがとても大切です。 

 

「エコポリス板橋」 
１９９３（平成５）年４月、環境都市宣言

を行い、人と環境が共生する都市“エコポ

リス板橋（※Ｐ９３）”の実現をめざすま

ちづくりを進めています。 

「スマートシティ」 
あらゆる社会インフラにICTなどの先端技術

を活用してスマート化し、安心安全、便利

で無駄のない暮らしや経済活動の実現をめ

ざすかしこいまちづくりを進めていくこと

が大切です。 

 

「緑」 
身近に緑や水などの豊かな

自然があるまちづくりを進

め、安心安全でやすらぎの

ある環境をつくっていくこ

とが大切です。 

図１-１-１ 「板橋区環境基本計画２０２５」が掲げる環境像 

※ 「板橋区基本計画2025」のアクションプログラムである「いたばしNo1実現プラン2025」の策定により、施

策名における「低炭素社会」は「脱炭素社会（※P94）」へと変更されたことに伴い、「低炭素社会」は

「脱炭素社会」と読み替えることとします。 
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第１部 環境基本計画の推進 

 

  

※ 出典：板橋区環境基本計画2025（2016（平成28）年3月策定） 

※ 環境基本計画2025策定当時の基本目標1は「低炭素社会の実現」ですが、「板橋区基本計画2025」のアク

ションプログラムである「いたばしNo1実現プラン2025」の策定により、施策名における「低炭

素社会」は「脱炭素社会」へと変更されたことに伴い、本白書では「低炭素」は「脱炭素」と読

み替えることとします。 

５-① 環境教育の推進、環境保
全活動を担う人材の育成 

 
５-② わかりやすい環境情報の 
      発信 

４-① 大気汚染や騒音などの 
      ない生活環境の保全 
 
４-② 潤いのある景観や美しい 
      街並みの保全  

３-① 板橋らしい良好な緑や 
      水環境の保全・創出 
  
３-② 自然とのふれあい促進や 
      自然の恵みの享受 

２-① 板橋かたつむり運動の 
      推進 
  
２-② 適正で効率的なごみ収集 
      ・処理体制の構築・運用 

１-① 区民・事業者における 
      省エネ・再エネの推進 
  
１-② 建物や交通などインフラ 
      の脱炭素化の促進 
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図１-１-２ 「板橋区環境基本計画２０２５」の体系 
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第１部 環境基本計画の推進 

２ 計画の推進と進行管理 

（１）進行管理の体制 

「板橋区環境基本計画２０２５」（以下

「現行計画」といいます。）を実効性のある

ものとしていくため、計画の進行管理を行い

ます。 

計画の進行管理は、学識経験者などで構成

された区の付属機関である「板橋区資源環境

審議会」及び庁内検討組織である「『エコポ

リス板橋』推進本部」により行います。また、

環境保全活動に関する区民や事業者への普及

啓発や区との連絡調整のため、区民や事業者

などによる「エコポリス板橋環境行動会議」

と連携しながら計画を推進していきます。 

進行管理の体制と各組織の役割は以下のと

おりです（図１-１-３）。 

（２）現行計画の進行管理 

計画の進行管理を適切に行うためには、計

画の達成度を評価するための指標の設定が重

要となります。 

現行計画では、主に６つの基本目標に対す

る達成状況を評価する「環境指標」と、環境

施策の活動状況を把握する「活動指標」の２

種類を設定しています。 

環境指標は、環境保全に資する取組を実施

した結果、区民などにもたらされた影響を数

値化したもので、原則としてアウトカム指標

（成果指標）を用いています。一方、活動指

標は、取組の具体的な活動量（「何をどの程

度提供したか」など）を定量的に示したもの

で、原則としてアウトプット指標（活動指標）

を用いています。 

また、どちらの指標にも、その数値の増減

が良い方向に向かっているのか、又は悪い方

向に向かっているのかを判断する基準として

「めざす方向性」を示しています。（数値の

増減で良し悪しを評価することができないも

のについては「－」で示しています。）現行

計画では、これらの指標の数値変化などをも

とにして進行管理を行っていきます。 

図１-１-３ 現行計画の進行管理体制 
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① 「環境指標」による進捗管理 

２０２５（令和６）年度における環境指標

の実績と進捗状況は以下のとおりです。なお、

「進捗度」については、実績値が目標値に達

しているものは「達成」、基準年値と比較し

て実績値がこのままのペースで推移した場合

に進捗率が１００％以上になるものを「順

調」、基準年値と比較して改善はしているも

のの、このままのペースで推移した場合に１

００％に届かないものを「漸進」、基準年値

と比較して０％以下になるものを「停滞」と

しました。

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
目標値 

令和7年度 
実績値 

令和５年度 
実績値 

令和６年度 
進捗率 

進捗度 
※11 

 基本目標１：脱炭素社会の実現                    

区内エネルギー消費量※1 
（熱量換算） 

― ― ― 20,545 TJ※4 19,997 TJ※5 ― ― 

区内温室効果ガス排出量 2,318kt-CO2※2   1,623kt-CO2※3 1,955 kt-CO2※4 1,880kt-CO2※5 63.0％ 漸進 

 
基本目標２：循環型社会の実現 
区民一人当たりの一日の 

ごみ排出量 
689 g※6  598 g※7 598 g 579 g 100％ 達成 

リサイクル率 21.5 ％※6  28.0 ％※7 21.8 %  25.0 % 53.8 % 漸進 

 
基本目標３：自然環境と生物多様性の保全     

区全体の植生被覆率※8 18.3 ％  21 ％ －※9  18.57％※9  10.0％ 漸進 

公園率 5.9 ％  6.1 ％ 5.9 ％  5.9 ％ 0％ 停滞 

石神井川における生物化学的
酸素要求量（BOD75%値） 0.7 mg/L － 1.0 mg/L以下 1.3 mg/L 0.9 mg/L 66.7％ 達成 

白子川における生物化学的酸
素要求量（BOD75%値） 3.8 mg/L  2.0 mg/L以下 2.2 mg/L 2.2 mg/L 88.9％ 順調 

 
基本目標４：快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

微小粒子状物質(PM2.5)の基
準値Ｂレベル以上の日数 25 日  23 日  0 日  0 日 

100％ 
以上 達成 

騒音に係る環境基準の達成率 79 ％   85 ％ 77.4 ％ 88.0 ％ 100％ 達成 

 
基本目標５：「環境力」の高い人材の育成 

人材育成に関わる環境講座参
加者数 199 人  400 人 243 人 224 人 12.4％ 漸進 

外部人材を活用した環境学習
実施校(園)の割合 76.1 ％   100 ％   62.2 ％   64.2 ％ 0％未満 停滞 

環境教育プログラム利用校
(園)の割合 74.4 ％  100 ％  83.8 ％  83.5 ％ 35.5％ 漸進 

エコ生活(アクション９)の実
施状況 75.0 ％   100 ％ 82.7 ％ 82.0 ％ 28.0％ 漸進 

 
基本目標６：パートナーシップが支えるまちの実現 
全区民参加型環境保全キャン
ペーン参加者数 25,674 人  31,500 人  18,388人※10  17,823人※10 ― ― 

エコポリスセンター事業への
ボランティア等参加者数 990 人   1,300 人 622 人 963 人 0％未満 停滞 

環境登録団体数 27 団体  37 団体  23 団体  20 団体 0％未満 停滞 

環境学習講師派遣人数 363 人  500 人 329 人 379 人 11.7％ 漸進 

※1：「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の令和2年度までの指標のため、実績のみ参考

値として掲載した。 

※2：「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）2025」の基準年値（平成25年度）  

※3：「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）2025」の目標値（令和7年度） 

※4：令和3年度（オール東京62市区町村共同事業「特別区のエネルギー消費量」より） 
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※5：令和4年度（オール東京62市区町村共同事業「特別区の温室効果ガス排出量」より） 

※6：「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」の基準年値（平成27年度） 

※7：「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」の目標値（令和7年度） 

※8：植生被覆率＝植生指数が一定以上を示している植生（緑）に覆われている箇所。本値は自動抽出に

よる値であり、目視によるノイズ除去を施していない結果であるため、後工程で明らかになる緑被

調査の結果は植生被覆調査の結果と大きく異なる可能性がある。 

※9：植生被覆率は5年ごとの調査（参考 令和元年度実績は18.1%） 

※10：キャンペーンの一つである打ち水キャンペーンについては、従来行っていた一堂に集まって行う

手法から個人で個別に行う方針としたため、参加者数の把握が困難なことから指標の実績はその他

キャンペーン（春・秋の板橋クリーン作戦、ポイ捨て防止キャンペーン）の参加者数を参考値とし

て掲載した。 

※11：計画最終年度の目標達成に向けた進捗状況 
達成 実績値が目標値に達しているもの 

順調 基準年値と比較して実績値がこのままのペースで推移した場合に、進捗率が100％以上になるもの 

基本目標１の「区内温室効果ガス排出量」については、「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

2025」において、基準年値を平成25年度とし目標値を令和7年度の12年間で設定しているため、1年間でお

よそ8.33％数値が改善したものを「順調」とし、今回は令和4年度の評価となるため9年目の74.9％を上回

れば「順調」とした。基本目標2については、「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」の計画期間が平成30

年度から始まる8年間で令和6年度は7年目にあたるため、進捗率は87.5％以上になるものを「順調」とし

た。 

漸進 基準年値と比較して改善はしているものの、このままのペースで推移した場合に100％に届かないもの 

停滞 基準年値と比較して0％以下になるもの 
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②活動指標による進行管理 

２０２５（令和６）年度における活動指標

の実績と進捗状況は以下のとおりです。なお、

「進捗度」については、基準年値に対して実

績値が５％以上増加（「めざす方向性」が下

向き矢印の場合は減少）したものを「進展」、

５％以上減少（同増加）したものを「後退」、

増減が５％未満のものを「横ばい」としまし

た。 

指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす 

方向性 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和６年度 
進捗度 

基
本
目
標
１ 

 

 

 ➤環境施策１－①：区民・事業者における省エネ・再エネの推進 

区内の住宅用太陽光発電システム導入発電容量 4,611kW ― ―※1 ―※1 ― 

区公共施設における緑のカーテン実施施設数 180 施設  160 施設 157 施設 後退 

環境マネジメントシステム新規構築事業所数 14 事業所  2 事業者 2 事業者 後退 

新エネルギー・省エネルギー機器設置補助件数 347 件  ―※2 ―※2 ― 

  ➤環境施策１－②：建物や交通などインフラの低炭素化の促進 

「板橋区建築物等における省エネルギー・環
境配慮に関する指針」に基づく省エネ建築物
受付件数 

57 件 
 
 

37 件 36 件 後退 

街灯の更新 ― 基  1,193 基 1,959 基 ― 

区役所で使用している自動車の低公害車率 74 ％  70.8 ％ 71.5 ％ 横ばい 

自転車道整備延長距離（累計） 4,670ｍ  6,960ｍ 14,467ｍ 進展 

基
本
目
標
２ 

 

 ➤環境施策２－①：板橋かたつむり運動の推進 

ごみ減量に関する出前講座の実施回数 43 回   44回  44回 横ばい 

資源回収品目数 11 品目    12品目   13品目 進展 

リサイクル推進員研修会参加者数 433 人    187人   262人 後退 

小型家電の資源売却量※3 544,570 kg    431,117 kg   425,119 kg 後退 

いたばしエコ・ショップ（ゴールド）認定数 ― ― ―※4 ―※4 ― 

 

 ➤環境施策２－②：適正で効率的なごみ収集・処理体制の構築・運用 

家庭ごみの排出量（可燃・不燃・粗大ごみ） 110,742 t   101,016 t  94,160 t 進展 

事業系ごみの排出量（可燃持ち込みごみ） 29,520 t  28,306 t 27,814 t 進展 

資源の回収量 13,869 t ―  13,768 t  18,036 t ― 

高齢者・障がい者などに対する戸別収集件数 783 件   908 件  927 件 進展 

集団回収登録団体数 883 団体  896 団体 897 団体 横ばい 

基
本
目
標
３ 

 

 ➤環境施策３－①：板橋らしい良好な緑や水環境の保全・創出 

緑化指導に基づく緑化箇所数 90 件  135 件 281 件 進展 

緑化指導に基づく緑化面積 59,617 m2  11,606 m2 28,546 m2 後退 

地域がつくる公園制度導入公園数 27 公園   27公園  26公園 横ばい 

花づくり活動登録グループ数 83グループ  83 グループ 85 グループ 横ばい 

保存樹木指定本数 1,842 本  1,651 本 1,610 本 後退 

雨水流出抑制量 4,119 m3  10,502 m3 ※5 3,476 m3 ※6 後退 

※1：※2の事業終了に伴い評価対象外  ※2：令和3年3月末にて事業終了  

※3：小型家電の資源売却については、金属価格の変動の影響を受けるため、基準年値・実績値ともに「資源回

収量」を掲載した。 

※4：平成30年3月末にて事業終了 ※5：令和4年度実績値 ※6：令和5年度実績値 
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指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす 

方向性 

実績値 

令和５年度 

実績値 

令和６年度 
進捗度 

基
本
目
標
３ 

 

                     ➤環境施 ➤環境施策３－②：自然とのふれあい促進や自然の恵みの享受   

グリーンフェスタ参加者数 8,073 人   1,994 人 2,964 人 後退 

緑のガイドツアー参加者数 102 人  125 人 81 人 後退 

熱帯環境植物館来館者数 103,925 人  134,317 人 154,394 人 進展 

エコポリスセンター「環境観察員」登録者数 57 人  63 人 65 人 進展 

区民農園応募者数 3,144 世帯   2,476 世帯  2,473 世帯 後退 

基
本
目
標
４ 

 

 ➤環境施策４－①：大気汚染や騒音などのない生活環境の保全 

公害苦情件数 251 件   255 件 217 件 進展 

公害相談件数 2,182 件 ― 489 件 260 件 ― 

公害関係法令に基づく改善指導件数 201 件 ― 219 件 108 件 ― 

「板橋区大気情報公開システム」アクセス件数 458,533 件  0件※7 ― ― 

環境調査に関する情報のＸ（旧ツイッター）発信数 25 件  136 件 104 件 進展 

 

 ➤環境施策４－②：潤いのある景観や美しい街並みの保全 

景観形成重点地区指定数 4 地区    5 地区  5 地区 進展 

「板橋クリーン作戦」参加者数 18,721 人 ― 17,203人 16,558人 ― 

「板橋クリーン作戦」におけるごみ回収量 6,600 袋 ― 5,597袋 5,886袋 ― 

路上禁煙地区(8地区)内の定点におけるたばこのポ
イ捨て月平均本数 1,300 本/月※8 

 
 647 本/月 630 本/月 進展 

基
本
目
標
５ 

  ➤環境施策５－①：環境教育の推進、環境保全活動を担う人材の育成 

 

環境講座・教室開催回数 677 回   730 回 491 回 後退 

環境講座参加者数（人材育成に関わる講座を除く） 22,898 人  16,916 人 17,524 人 後退 

環境学習講師派遣人数 363 人  329 人 379 人 横ばい 

環境学習施設の入館者数 270,195 人  298,269 人 345,262 人 進展 

環境講座受講前後の知識・考え方の変化 63 ％※9  83.7 ％ 84.6 ％ 進展 

 

 ➤環境施策５－②：わかりやすい環境情報の発信 

区から発信する環境情報の更新回数 356 件  1,279 件 1,125 件 進展 

環境イベント等開催回数 244 回  196 回 194 回 後退 

環境イベント等参加者数 96,949 人  26,784 人 27,401 人 後退 

基
本
目
標
６ 

 

 ➤環境施策６－①：環境保全活動への参加や協働を進める仕組みづくり 

ボランティアなどの協力を受入れたエコポリスセン
ター事業数 183 件 

 
 175 件 158 件 後退 

自主講座支援回数 2 回  1 回 0 回 後退 

喫煙マナーアップ推進員人数 157 人  48 人 45 人 後退 

集団回収登録団体数【再掲】 883 団体  896 団体 897 団体 横ばい 

地域がつくる公園制度導入公園数【再掲】 27 公園  27 公園 26 公園 横ばい 

花づくり活動登録グループ数【再掲】 83グループ  83グループ 85グループ 横ばい 

※7 ：「板橋区大気情報公開システム」は令和4年度で事業終了 

※8 ：平成27年４月～平成28年1月までの10か月間の平均値 ※9：平成28年度実績値 
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第１部 環境基本計画の推進 

○基本目標ごとの総括 

 

基本目標１：脱炭素社会の実現  

区内の温室効果ガスの排出量は、継続して減

少となっています。 

社会全体では、ゼロカーボンの実現に向けて

継続した取組が必要となっている中で、新たな

ニーズに対応しつつ、今後も区民・事業者・区

の一体となった取組を推進していきます。 

（関連ページ：P12） 

 

基本目標２：循環型社会の実現  

ごみの減量は、順調に推移しています。区民

一人当たりの一日のごみ排出量は、ごみ減量や

食品ロスの削減への区民意識の定着を背景に、

令和７年度の目標を達成しました。令和６（２

０２４）年度から区内全域に拡大したプラスチ

ック再資源化事業を推進し、さらなるごみの減

量とリサイクルの推進を図っていきます。 

（関連ページ：P27） 

 

基本目標３：自然環境と生物多様性の保全  

 都市化が進む中で、区内の緑の量に大きな変

化はありませんが、植生被覆率に代わる「緑被

率」の実績値においては、公有地の樹木の剪定、

民有地の樹木と農地の減少により低下してきて

います。また、石神井川をはじめとした河川の

水質確保を図るほか、公園をはじめとした緑の

保全を図っていきます。 

（関連ページ：P39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４：快適で健康に暮らせる生活環境の実現  

環境性能に優れた自動車の普及を背景に、大

気環境、自動車騒音の改善が進んでいます。公

害に関する苦情・相談に対しては、きめ細やか

な対応を行い、必要に応じて公害の発生源に対

する指導を行うなど、良好な生活環境の確保に

努めていきます。 

（関連ページ：P52） 

 

基本目標５：「環境力」の高い人材の育成  

環境教育プログラムは、実施校が増加し、定

着が広がっている状況にあります。さらに幅広

い観点から、環境教育プログラムの充実に取り

組んでいきます。 

（関連ページ：P75） 

 

 

 

基本目標６：ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟが支えるまちの実現  

区内では、環境教育の担い手として多くの

環境登録団体が活動していますが、近年は登

録団体の減少や構成員の高齢化が進んでいま

す。団体や大学等との連携を深め、ボランテ

ィアとして関わる機会を広げ、環境のまちづ

くりを支える人材育成を図っていきます。 

（関連ページ：P83） 
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第１部 環境基本計画の推進 

３ 板橋区の環境とＳＤＧｓ 

２０１５（平成２７）年９月に国連本部で

開催された「国連持続可能な開発サミット」

で「我々の世界を変革する：持続可能な開発

のための２０３０アジェンダ」が採択されま

した。ここで掲げられた２０３０（令和１２）

年を年限とする国際目標が持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ）（※Ｐ９６）です。持続可能

な世界を実現するための１７のゴールと、そ

れらを達成するための具体的な１６９のター

ゲットから構成されています。 

板橋区で取り組む環境関連事業においても、

ＳＤＧｓの目標達成に寄与しており、その一

例をご紹介します。 

                                                    

■緑のカーテン 

 

 

■宅配ボックス助成事業   

 

区では2022（令和４）年度から、感染症対策や温

室効果ガス排出量の削減などのため、戸建てや集合

住宅を対象に宅配ボックスの設置を行う際の経費の

一部を助成しています。 

板橋区で全国に先駆けて始まった「緑のカーテ

ン」は、小中学校をはじめとした区内施設で「環

境」教育の「生きた教材」として活用されるとと

もに、冷房使用抑制やヒートアイランド現象の緩

和に貢献しています。 

（関連 P14「緑のカーテン」） 

区の庁舎・施設に誰もが利用できるウォーター

サーバーを設置し、使い捨てのペットボトルを減

らす取組を行っています。2024（令和６）年度に

は、設置場所が区内22か所となり、プラスチック

・スマートを推進しています。 

■ウォーターサーバー 
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第１部 環境基本計画の推進 

 

板橋区環境基本計画２０２５でめざす６つ

の基本目標を達成し、持続可能なまちを実現

するためには、これらのうちのどれか一つを

追求するのではなく、全てをバランス良く実

施していくことが重要です。 

本書第２部以降で紹介する取組は、それぞ

れが単に一つの「環境」問題を克服するため

だけのものではなく、「経済」「教育」「社

会」などの幅広い分野とも密接に関わり、相

乗効果を生み出す可能性を含んでいます。 

 

基本目標実現に向けて、“環境問題を克服

する”ことが、同時に“地域の活性化”“環

境教育の充実”“協働による社会活動推進”

などにもつながっていくことを各主体が認識

し、相互に連携しながら取組を推進すること

が重要となります。 

このように、板橋区環境基本計画２０２５

における基本目標実現に向けたアプローチは、

ＳＤＧｓとの親和性が高く、ＳＤＧｓの目標

達成に寄与しているといえます。

 

 

 ■プラスチックの資源回収 

2024（令和6）年4月からプラスチックを「資源」

として回収しています。 

プラスチックを資源化して有効活用することで、

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減

や、最終処分場の延命を図り、環境への負担軽減、

ゼロカーボンいたばし2050及びSDGsの理念への貢献

を図ります。 

EV バイク等を活用した新たなサービスのビジネ

スモデルを構築し、今後の EV バイク等の普及に関

連する諸施策の推進の一助とするため、都などと

連携し EV バイクバッテリー交換のためのステーシ

ョンを設置しています。 

 

■ＥＶバイク等促進事業 
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基本目標１ 脱炭素社会の実現 

１ 板橋区の現状 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

◼ 活動指標 

指標名 
基準年値 
平成25年度 

めざす 
方向性 

目標値 
令和7年度 

実績値 
令和3年度 

実績値 
令和4年度 

進捗率 進捗度 

区内エネルギー消費量 

（熱量換算）※1 
ー ― ー 20,545TJ※4 19,997 TJ※5 ― ― 

区内温室効果ガス排出量 2,318kt-CO2※2  
 

1,623kt-CO2
※3 1,955kt-CO2※4 1,880kt-CO2※5 63.0％ 漸進 

※1 板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の令和2年度までの指標のため評価対象外 

※2 板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）2025の基準年値(平成26年度) 

※3 板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）2025を新たに策定したため、目標値を更新 

※4 令和3年度オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の「温室効果ガス排出量」より算出 

※5 令和4年度オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の「温室効果ガス排出量」より算出 

 

 

◼ 参考データ  

第２部 環境保全の取組 

図２-１-２ 区内温室効果ガス排出量の推移 図２-１-１ 区内エネルギー消費量の推移 

（基準年値） （基準年値） 

関連するホームページ 

（みどり東京・温暖化防止プロジェクト） http://all62.jp/ 

 区内の温室効果ガス（※Ｐ９３）排出量は、社会全体でコロナ禍からの経済活動の回復により

増加となった一昨年度と比較して、前年度は減少となっています（３.８％減：成果指標「漸

進」）。 

 「区民・事業者における省エネ・再エネの推進」については、「いたばし環境アクションポイ

ント事業」の実施により、省エネ行動の定着が進みつつあります。事業活動においても省エネ行

動を支援する施策の活用を進めるとともに、事業者のニーズにマッチした施策を検討していきま

す。 

 「建物や交通などインフラの脱炭素化の推進」については、区施設への再生可能エネルギー１

００％電力の導入を計画的に進めており、今後も電力由来によるＣＯ₂排出量の削減に向け導入

施設を拡大していきます。また、ＬＥＤ街灯への更新も計画的に進めており、引き続きエネルギ

ー使用量の削減及び光による魅力創出にも貢献するＬＥＤ街灯への更新を推進していきます。 

今後は、街灯だけでなく、区施設における既存照明のＬＥＤ化も推進し、ＣＯ₂排出量やエネル

ギー使用量を削減していきます。 
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２ 環境施策の活動状況 

（１）区民・事業者における省エネ・再エネの推進 

いたばし環境アクションポイント事業 

新エネルギー・省エネルギー機器設置補助事

業の終了に伴い、２０２１（令和３）年度より

区内の温室効果ガス排出量の削減を目的として、

区民及び事業者への意識改革・行動変容を促す

「いたばし環境アクションポイント事業」を実

施しています。「いたばし環境アクションポイ

ント事業」への参加者数は年々増加しており、

区民や事業所の意識改革・行動変容が図られて

います。ただし、２０２４（令和６）年度は追

加的な削減余地が徐々に狭まってきているため、

ＣＯ2削減量は減少しています。 

本事業は、ゼロカーボンシティ実現に向け、

エネルギー使用量（電気・ガス）の削減や、

環境配慮行動に取り組んだ者に、その実績に

応じてポイント（区内共通商品券等と交換可

能）を付与する事業であり、区内のエネルギ

ー使用量を抑え、温室効果ガス排出量の削減

を図るだけでなく、地域経済の活性化にも寄

与します。今後も区民・事業者の省エネルギ

ー・環境配慮に対する意識改革・行動変容を

促進していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部門 2023（令和 5）年度 2024（令和 6）年度 

参加者数 ＣＯ₂削減量 参加者数 ＣＯ₂削減量 

家庭部門 583者 122（t-CO2） 696者 89（t-CO2） 

事業所部門 4者 -1（t-CO2） 9者 2（t-CO2） 

計 587者 
121（t-CO2） 

0.12(kt-CO2) 
705者 

91（t-CO2） 

0.09(kt-CO2)  

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和4年度 
実績値 

令和5年度 
進捗度 

区内の住宅用太陽光発電システム

導入発電容量※1 
4,611kW ― ―※1 ―※1 ― 

新エネルギー・省エネルギー機器

設置補助件数※2 
347 件 ― ―※2 ―※2 ― 

 関連する活動指標 

表２-１-１ いたばし環境アクションポイント事業実績（令和６年度） 

※1 ※2の事業終了に伴い評価対象外 

※2 令和3年3月末にて事業終了 
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緑のカーテンの普及 

緑のカーテン（※Ｐ９５）とは、窓の外や

建物の壁面を覆う自然のカーテンで、夏場の

強い日差しを和らげ、冷房の使用を抑えるこ

とができるとされています。区では公共施設

における緑のカーテンの取組を推進しており、

２０２４（令和６）年度は、区内小中学校７

３校、保育園３５か所、地域センター及びホ

ール１３か所等、計１５７か所の区施設にお

いて実施しました。 

板橋区の緑のカーテンは、２００３（平成

１５）年度に地元の方々の協力のもと、板橋

第七小学校で始まり、その後、区の施設はも

とより多くの区民の方々の参画を得て、区内

全域に広がっていきました。 

２００６（平成１８）年度には、「緑のカ

ーテンを町ぐるみで広げよう」、「緑のカー

テンコンテスト」が始まりました。「緑のカ

ーテンを町ぐるみで広げよう」は、緑のカー

テンの育成方法やワンポイントアドバイス、

講習会やコンテストなどの情報を提供し、緑

のカーテンに取り組みやすい環境を作る登録

制度で、２０２４（令和６）年度末現在、１

４９件の個人登録があります。また、「緑の

カーテンコンテスト」は、カーテンの育成に

関する成功例や工夫例などの情報共有を目的

として実施しています。２０２１（令和３）

年度には、名称を「緑のカーテンアートコン

テスト」に変更し、緑のカーテンに関する絵

日記、絵画や絵手紙等の作品を、年齢を問わ

ず募集しています。「緑のカーテンアートコ

ンテスト」について２０２４（令和６）年度

は、絵日記部門１１３作品、フリースタイル

部門３４９作品の応募があり、２２作品が受

賞しました。 

今後も、各公共施設のニーズを把握し、適

切に育成支援（資材提供）をしていくととも

に、緑のカーテンの普及啓発を行っていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

区公共施設における緑のカー

テン実施施設数 
180 施設 

 
160 施設 157 施設 後退 

■緑のカーテン（板橋区役所本庁舎） 

  《クールビズ・ウォームビズ》 
板橋区では、２００５（平成１７）年度から「クールビ

ズ」「ウォームビズ」に取り組んでおり、２０２４（令和

６）年度は「クールビズ」を５月１日～１０月３１日に、

「ウォームビズ」を１１月１日～３月３１日に実施しまし

た。 

「クールビズ」は夏を涼しく過ごすためのビジネススタイ

ルで、冷房使用時の室温は２８℃を目安として、ノーネクタ

イ・ノー上着を基本としています。「ウォームビズ」は、暖

かくて働きやすいビジネススタイルで、暖房使用時の室温は

２０℃を目安として、寒いときには着るという自然なスタイ

ルです。 
 

関連する活動指標 

関連するホームページ 

（緑のカーテン） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

kankyo/curtain/index.html 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/curtain/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/curtain/index.html


第２部 環境保全の取組 基本目標１ 脱炭素社会の実現    

- 15 - 

板橋区環境マネジメントシステム 

組織がその運営や経営の中で自主的に環境

保全に関する取組を進めるにあたり、環境に

関する方針や目標を自ら設定し、これらの達

成に向けて取り組んでいくための組織内の体

制・手続き等の仕組みを「環境マネジメント

システム」（※Ｐ９３）といいます。そして、

国際標準化機構（ＩＳＯ）が定めた環境マネ

ジメントシステムに関する国際規格がＩＳＯ

１４００１（※Ｐ９５）です。 

板橋区は、１９９９（平成１１）年２月１

７日にＩＳＯ１４００１の認証を取得し、２

０２４（令和６）年１１月１８日の認証休止

までの２５年間の運用により、区全体に環境

配慮の基盤を確立することができました。現

在、認証に基づくＥＭＳで培った知識や経験

を礎に、脱炭素社会の実現に向けて、より効

果的・効率的に取り組める区独自の環境マネ

ジメントシステムへの再構築作業を行ってい

ます。 

① 環境目標の２０２４（令和６）年度実

施結果について 

(Ⅰ)環境保全項目（環境を良好にしていくこと

を促進する事業） 

いたばし環境アクションポイント事業によ

るCO２削減量は、目標値を超える削減を達成

することができませんでした。この事業は区

民等への意識改革・行動変容を促す環境効果

が大きい取組となるため、引き続き、参加者

数の増加を図っていきます。 

照明のＬＥＤ化については、街灯は１９５

９基、公園灯は５０基、学校施設は２７エリ

ア実施し、照明サービスの向上や、エネルギ

ー効率の改善に取り組んでいます。 

自転車駐車場の改修は３か所実施し、交通

インフラの脱炭素化を促進しています。 

公園の改修は２か所、公園・公衆トイレの

改築は５か所実施し、ユニバーサルデザイン

による誰もが快適に利用できる環境を整備し

ています。 

(Ⅱ)環境負荷項目（環境への負荷を低減させてい

く事業） 

区施設への再生可能エネルギー１００％電

力導入拡大の効果もあり、温室効果ガスの排

出量は順調に削減しています。 

一方で、電気の使用量は２０２３（令和５）

年度より削減したものの、ガスの使用量は、

気温上昇を背景にやや増加しています。内部

環境監査や自己点検リスト、エネルギー管理

ツールを活用し、引き続き、エネルギー使用

量の削減を図っていきます。 

紙の使用量については、２０２４（令和６）

年度から、電子起案で処理ができる対象の拡

大などから減少しています。目標値に向けて、

引き続き、全庁的にペーパーレス化に取り組

んでいきます。 

自動車燃料の使用量は、２０２４（令和６）

年度から、プラスチックの資源回収が開始さ

れたため、増加していますが、上水道の使用

量については、順調に削減しています。 

区施設の廃棄物の排出量については、産業

廃棄物は減少した一方で、一般廃棄物はやや

増加しました。引き続き、分別の徹底を含め、

廃棄物の削減に努めていきます。 

※詳細は「② 環境保全・負荷項目詳細」参照 
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② 環境保全・負荷項目詳細 

(Ⅰ)環境保全項目（環境を良好にしていくことを促進する事業）の実施結果 

数値目標が立てられている環境目標の結果について、２０２４（令和６）年度の実績をまとめ

ました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《グリーン購入》 
グリーン購入（※Ｐ９３）とは、商品の購入やサービスの提供を受ける際に、まず必要性を十分に考えたう

え、価格や品質、利便性、デザインだけではなく、環境への影響も重視し、環境に与える負荷ができるだけ少な

い製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することです。 

板橋区では、板橋区環境マネジメントの中で環境方針を定めており、その一つに「計画的に環境への負荷を減

らしていく」ことを掲げています。その一環として、グリーン購入を推進しており、基本原則は①物品を購入す

る際は、必要性及び必要量を十分に考慮したうえで選択すること②資源の採取から廃棄にいたるまでの製品ライ

フサイクルにおける多様な環境への負荷を考慮すること③環境への負荷低減に関し、積極的に取り組んでいる事

業者を優先的に選択すること、としています。 

グリーン購入は、環境への負荷を減らすために誰もが今すぐ取り組むことができます。また、環境への負荷だ

けではなく、製品によってはエネルギーの消費削減になるほか、部品交換などによる長期使用が可能な製品や、

使用後に資源としてリサイクルが可能な製品を選択する 

ことは、廃棄物の削減につながります。 

主な環境ラベル▶ 

項目

区民・事業者における省

エネ・再エネの推進

いたばし環境アク

ションポイント事業

資源環境部（環境

政策課）
CO2削減量130t CO2削減量91t 漸進

街灯の更新
土木部（工事設計

課）
1914基

1959基

(CO2削減量114t)
順調

公園灯の更新
土木部（みどりと

公園課）
70基

50基

(CO2削減量13t)
漸進

学校施設の整備

（LED化改修）

教育委員会（新し

い学校づくり課）

27エリア

(給食室エリア：10校

教室エリア：10校

体育館エリア：7校)

27エリア

(給食室エリア：10校

教室エリア：10校

体育館エリア：7校)

(CO2削減量264t)

順調

自転車駐車場の改修
土木部（土木計

画・交通安全課）

設計　3か所

改修　3か所

設計　3か所

改修　3か所
順調

公園の改修
土木部（みどりと

公園課）

設計　2か所

改修　２か所

設計　2か所

改修　２か所
順調

公園・公衆トイレの

改築

土木部（みどりと

公園課）

設計　４か所

改築　5か所

設計　４か所

改築　5か所
順調

実行部門
令和6年度

目標値

令和6年度

実績値

進捗度

目標≦実績：順調

目標＞実績：漸進

実績なし：停滞

基本目標・環境施策

脱炭素社

会の実現 建物や交通などインフ

ラの脱炭素化の促進

自然環境

と生物多

様性の保

全及び公

園の整備

公園等の整備

環境目標
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(Ⅱ)環境負荷項目（環境への負荷を低減させていく事業）の実施結果 

数値目標が立てられている環境目標の結果について、２０２４（令和６）年度の実績をまとめ

ました。２０１３（平成２５）年度を基準とし、２０２５（令和７）年度までに達成すべき目標

を設定しています。 

 

 

③ その他 

２０２４（令和６）年度実施結果をもとに、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギ

ーへの転換等に関する法律（省エネ法）」に基づく「定期報告書」及び「都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例（東京都環境確保条例）」に基づく「地球温暖化対策報告書」を作成し、

国及び東京都に提出しています。 

  
関連するホームページ 

（板橋区環境マネジメントシステム） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

kankyo/management/system/index.html 

 

a b c d e

基準年値

(平成25年度)

目標

(令和７年度

までに)

目標値

=a+a×b

令和5年度

実績値

令和6年度

実績値

進捗率

=ｆ/ｂ

進捗度

進捗率が

50%以上：順調

0~50%：漸進

0%未満：停滞

単位：ｔ-CO2 29,540 -36.0% 18,906 21,467 18,137 107.2% 順調

使用量

単位：GJ
614,589 -10.0% 553,130 583,229 590,913 38.5% 漸進

電気
使用量

単位：千kWh
46,663 -13.0% 40,597 44,870 44,861 29.7% 漸進

都市ガス
使用量

単位：千㎥
3,362 -1.0% 3,328 4,320 4,493 0%未満 停滞

会議室等の

ペーパーレス化

使用量

単位：千枚
15,620 -35.0% 10,153 14,765 13,589 37.2% 漸進

使用量

単位：GJ
12,527 -10.0% 11,274 10,671 13,106

ガソリン 使用量 単位：L 106,473 － － 88,864 106,867 0.4%

軽油 使用量 単位：L 127,037 － － 155,514 209,590 65.0%

LPG 使用量 単位：kg 11,717 － － 0 0 －

天然ガス 使用量 単位：㎥ 79,512 － － 46,714 40,952 -48.5%

使用量

単位：千㎥
1,217 -27.0% 888 979 958 78.8% 順調

排出量

単位：ｔ
368 -16.0% 309 354 243 212.3% 順調

排出量

単位：ｔ
2,240 -4.0% 2,150 2,176 2,217 25.4% 漸進

※1：省エネ法改正で、電気の一次エネルギー換算係数が変更され、電気使用量のエネルギー換算値が減少した

※2：本庁舎のA4、B4用紙の実績（各課の複合機および印刷室の印刷機）

※3：集計ツール不具合等により２か月分が集計できなかったため、10か月の実績値×12/10で算出

令和５年度

実績

令和6年度

実績

進捗率

=e/ｂ
進捗度

建築副産物の

リサイクル推進
100.0% 100.0% 100%以上 順調

熱帯材型枠の

使用抑制
100.0% 100.0% 100%以上 順調

※4：改築・大規模改修工事で発生したコンクリート塊、木材、アスファルト・コンクリート塊

環境目標 目標

特定建設資材廃棄物※4の再資源

率
99%

認証されていない熱帯材型枠を

使用しない
100%

省資源・リサイ

クルの推進

上水道 -21.3%

産業廃棄物 -34.0%

一般廃棄物 -1.0%

自動車の使用抑

制・合理化

自動車燃料の

エネルギー
4.6%

0％未満 停滞
参

考

参

考

コピー用紙 -13.0%

環境目標

ｆ 進捗状況

基準年値

との比較

=(e-a)/a

温室効果ガス排出量

※電気は調整後排出係数
-38.6%

省エネルギーの

推進

エネルギー

(自動車以外)
-3.9%

-3.9%

33.6%

※3

※1

※2

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/system/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/system/index.html
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/managem

ent/iea/index.html（板橋エコアクション（IEA）） 

企業の環境マネジメントシステム構築・維持支援 

２０２４（令和６）年度は、環境マネジメ

ントシステムに継続的に取り組む事業所はあ

るものの、新規登録事業所数は２０２３（令

和５）年度と横ばいとなっています。 

区内の中小規模事業所を対象に、環境負荷

低減のため「環境マネジメントシステム」

（「ＩＳＯ１４００１」、「エコアクション

２１」、「板橋エコアクション」）を導入し

ていただくための取組を推進しています。板

橋エコアクションは板橋区独自の環境マネジ

メントシステムで、ＩＳＯ１４００１やエコ

アクション２１導入のきっかけとして取り組

んでいただいています。これらの制度では、

中小規模事業所の実情に応じて環境マネジメ

ントシステムの活用を効果的に行い、二酸化

炭素の排出量を継続的に削減しています。ま

た、国や都で実施している「省エネルギー診

断」の推進にも取り組んでいます。 

 板橋エコアクション 

板橋エコアクションでは、(Ⅰ)エネルギー

使用量等の把握、(Ⅱ)環境に配慮した活動

（エコアクション）を実践していきます。板

橋エコアクションに取り組むことで、事業活

動に伴うエネルギー使用量等を把握し、各社

の実態にあった負荷低減策を講じることがで

きます。その結果、省エネルギー及び経営の

効率化という経済的メリットと、環境に対す

る意識の向上が期待されます。板橋エコアク

ションでは活動のきっかけとなるようにエコ

アクション項目を用意し、目的に応じた組み

合わせができるようになっています。

  

 

 

 

 
 

 板橋環境管理研究会 

「板橋環境管理研究会」では、２０２４（令和

６）年度に、区の施策や補助金情報等を掲載した

環境管理ニュースを７回発行し、区内の事業者を

対象とした地球温暖化対策や省エネルギー対策な

どの研修会を４回実施しました。 

当研究会は、２００１（平成１３）年６月、

「板橋公害防止管理者研究会」の名称・規約等を

改正し新たに発足しました。板橋公害防止管理者

研究会は、１９７８（昭和５３）年４月に（社）

板橋産業連合会の内部組織として発足し、板橋区

内の工場・事業場の公害防止管理者や環境保全担

当者の自主研究組織として、区と連携しながら活

動してきました。新たに発足した「板橋環境管理

研究会」は、従来の「板橋公害防止管理者研究

会」の活動に加え、地域や地球環境問題に寄与す

るとともに、環境マネジメントシステムの構築・

支援をするなど新たな活動を展開しています。 

標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和5年度 
実績値 

令和6年度 
進捗度 

環境マネジメントシステム

新規構築事業所数 
14 事業所  2 事業者 2 事業者 後退 

※ 2024（令和6）年度は、ISO14001・エコアクション21とも新規認証は各1事業所 

 

 関連する 

活動指標 

関連するホームページ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/on

danka/kenshu/index.html（環境管理研修会） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ma

nagement/1005779.html（環境管理ニュース） 

https://itabashisanren.org/labo-profile/labo-

seminar/（（一社）板橋産業連合会） 

■環境管理研究会研修会の様子 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/iea/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/iea/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/kenshu/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/kenshu/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/1005779.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/management/1005779.html
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai

/kougai/1006028.html（検定済機材の貸出） 

 騒音・振動測定講習会 

板橋区は「板橋環境管理研究会」との共催

で騒音・振動の測定に関する講習会を年に１

度開催しています。２０２４（令和６）年度

は１０月９日に開催しました。この講習会は、

工場・事業所が環境マネジメントシステムの

構築・維持に必要な騒音・振動の測定技術の

習得を中心に行います。講習を修了すると、

修了証及び測定機器の貸出しカードが交付さ

れ、検定・検査済みの騒音計、振動計、記録

計の貸出しを受けることができます。

 

 

 

環境に配慮した商店街活動への支援 

板橋区では、環境負荷の低減に取り組む商

店街に対し、東京都とともに必要な費用の補

助を行っています。 

 商店街街路灯の水銀灯からＬＥＤ灯への切り替え  

多くの区内商店街が、商店街街灯を従来の

水銀灯からＬＥＤ灯に切り替えています。 

ＬＥＤ灯の特徴としては、 

(Ⅰ) 消費電力の低減や長寿命化等の維持経

費の削減になること 

(Ⅱ) 有害廃棄物の削減になること 

(Ⅲ) ＣＯ₂の削減による地球温暖化対策で社

会貢献に役立つこと 

などが挙げられ、環境に優しい商店街をめざ

しています。２０２４（令和６）年３月末時

点で９８．１％の商店街が実施しています。 

 商店街街路灯ＬＥＤランプの省エネルギー推進 

２０２２（令和４）年度以降、区内商店街

で商店街街路灯のＬＥＤランプを交換する場

合は、消費電力を１５％以上削減し、発光効

率を１５％以上向上する製品への交換に努め

ています。また、 

(Ⅰ) ソーラーパネル等の設置 

(Ⅱ) 街路灯消費電力の１００％分以上を再

エネ電力へ切替え 

(Ⅲ) 環境価値証書の購入 

のいずれかにも取り組んでいます。 

 

 

 

  

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006028.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006028.html
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関連するホームページ 

（板橋区役所本庁舎ほか区有施設への再生可

能エネルギー１００％電力の導入について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bo

usai/kankyo/ondanka/1033531.html 

関連する

活動指標 
関連するホームページ 

（板橋区建築物等における省エネルギー

・環境配慮に関する指針） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai

/kankyo/ondanka/1005861.html 

（２）建物や交通などインフラの脱炭素化の推進
 

 

 

本庁舎及び区施設への再生可能エネルギー100％電力の導入 

区の再生可能エネルギーへの切り替えによ

るＣＯ₂排出量の削減効果(相当量)は、２０２

３（令和５）年度は計５.９[ｋｔ-ＣＯ₂/年] 

（赤塚支所などの区民施設１６施設の切り替

え導入を含む）、２０２４（令和６）年度は

計１１.７[ｋｔ-ＣＯ₂/年]（学校施設：区内

小中学校６１校の切り替え導入を含む）とな

りました。 

区は、温室効果ガスを排出しない太陽光・

太陽熱、風力、水力、バイオマス、地熱など

自然界に存在し永続的に利用できる、再生可

能エネルギーへの導入を進めています。本事

業は、区の公共施設等で使用する電力を「計

画的に再生可能エネルギー１００％電力」の

契約に切り替えることによって、電力由来の

ＣＯ₂排出量(相当量)を削減するものです。 

令和７年度は、体育館や図書館などの施設

（計１４施設）の切り替え導入を行います。

 

 

 

 

 

板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針 

「板橋区建築物等における省エネルギー・

環境配慮に関する指針」に基づく省エネ建築

物受付件数は、大規模建築物指導要綱の対象

と相関関係（大規模建築物を対象としている

ため）があります。受付件数は、２０２４

（令和６）年度は３６件でした。 

区は、事業者が板橋区で大規模建築物に該

当する事業を行う場合に、板橋区建築物等に

おける省エネルギー・環境配慮に関する指針

に基づく協議及び省エネルギー・環境配慮に

関する計画書の作成及び提出を求めています。

指針が定める計画書には、建築物等が建築さ

れる際に、環境に配慮した省エネルギー、省

資源、資源循環型の設計や、環境に配慮した

脱炭素建築物が整備に貢献する事項を提示し

ています。 

計画書の作成を通じて建築物等に対する環

境配慮について理解を促し、脱炭素型社会の

まちづくりの促進を引き続き進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和5年度 
実績値 

令和6年度 
進捗度 

「板橋区建築物等における省エネ
ルギー・環境配慮に関する指針」
に基づく省エネ建築物受付件数 

57 件 
 

 
37件 36件 後退 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/1033531.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/1033531.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/1005861.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/ondanka/1005861.html
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関連するホームページ 

（板橋区街灯） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

douro/gairotou/1049159.html 

関連する 

活動指標 

ＬＥＤ街灯 

 街灯の更新 

区では、２０１６（平成２８）年度から街

灯のＬＥＤ化に取り組んでおり、２０２４

（令和６）年度は１,９５９基を更新し、Ｌ

ＥＤ化率は９３.４％になっています。 

 ＬＥＤの特徴 

ＬＥＤは、従来の水銀ランプや蛍光ランプ

に比べて、少ない電気量(１／３～１／５程

度)で同じ明るさが得られます。寿命も従来

の３〜５倍程度と長く、ランプ切れの頻度が

減少します。水銀を使わないＬＥＤは、水銀

による環境汚染を防ぐことにもつながります。 

 ＬＥＤ更新の効果 

省エネ性能の高いＬＥＤへの交換によって、

２０２４（令和６）年度は二酸化炭素の排出

量が概算で年間１１４ｔ削減されました。 

 

  

 

 

    

板橋区の自動車公害対策 

① 低公害車の率先導入 

２０２４（令和６）年度の区で使用している

自動車の低公害車率は７１.０５％であり、概ね

横ばいで推移しています。 

板橋区の低公害車（※Ｐ９４）導入は、１９

８８（昭和６３）年度にメタノール自動車１台

を導入したのが始まりです。２０２５（令和７）

年３月３１日現在、板橋区使用車１１４台中８

１台の低公害車を導入しています。その内訳は、

天然ガス自動車１台、電気自動車７台、ハイブ

リッド自動車（※Ｐ９４）２６台、指定低公害

車（※Ｐ９３）４７台となっています。区は、

庁有車を導入する場合、原則として低公害車又

は指定低公害車を導入することとし、低公害車

を率先導入しています。 

なお、１９９９（平成１１）年度からメタノー

ル車の製造を中止したため、現在はメタノール

車の普及啓発は実施していません。 

今後は、使用中の自動車入替えの際、原則、低

公害車とすることにより、低公害車導入を進め

ていきます。 

② 冬季の自動車排出ガス対策 

大気汚染の原因物質である窒素酸化物（※Ｐ９

４）などは首都圏において約７割が自動車から

排出され、寒冷な空気に覆われる冬季にその濃

度が高まる傾向にあります。そこで、１１月か

ら１月までの３か月間は区内事業者や区民の皆

様に自動車使用を控えるよう呼びかけています。

板橋区で使用している車の使用についても水曜

日はノーカーデーの強化期間として自動車使用

を控えており、今後も全庁的に周知し、ＣＯ₂排

出削減を進めていきます。 

③ アイドリングストップの啓発 

アイドリングとは、駐車又は停車した車がエン

ジンをかけたままにしている状態をいいます。

アイドリングは、地球温暖化の原因となる二酸

化炭素の排出や無駄な燃料の消費となるだけで

はなく、近隣住民への騒音問題にもなっていま

す。 

「エコポリス板橋クリーン条例」（関連Ｐ８５）

の中では、駐車又は停車する場合には不要なア

イドリングを停止しなければならないと規定し

ています。区では、アイドリングで困っている

区民の皆様や駐車場管理者にアイドリングスト

ップ啓発看板を無料で配付することで、アイド

リングに対する啓発活動を行っています。 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

街灯の更新 ― 基  1,193 基 1,959 基 ― 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/douro/gairotou/1049159.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/douro/gairotou/1049159.html
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関連するホームページ 

（自転車活用推進計画について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/anz

en/jiensha/1036528/index.html 

 

関連する 

活動指標 

関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/10527

46.html（自動車公害に対する取組） 

④ カーシェアリングの普及促進 

カーシェアリングとは、１台の自動車を複

数の人が共同で利用することをいいます。自

動車を共同で利用すると社会全体の自動車の

台数が減り、交通渋滞の解消、自動車の排気

ガスの削減がなされ、環境改善につながるも

のとして期待されています。 

区では、カーシェアリングの普及を図るた

めに情報提供を行っており、特に低公害車の

利用を推奨しています。（関連Ｐ２５「区有

地を活用した電気自動車のカーシェアリング

事業」） 

  

 

 

                         

  

 

 

 

自転車通行空間整備事業 

 「板橋区自転車活用推進計画」 

２０２５（令和６）年度は区道７.５ｋｍ

の自転車通行空間整備を行いました。 

板橋区では、２０２２（令和４）年２月、

自転車や電動小型モビリティの将来性を踏ま

えた利活用のあり方について、概ね２０年後

を見据えた施策を展開する「板橋区自転車活

用推進計画」を策定しました。 

 この計画では、基本理念に「安心・安全 

スマートなサイクルライフの実現」を掲げ、

この実現に向け、ハード対策、ソフト対策、

人づくりに着目した３つの基本方針を定めて

います。 

なかでも、ハード対策の一つである、区内

を面的に連続したネットワークで結ぶ「自転

車ネットワーク路線※」を整備することで、

歩行者・自転車・自動車がともに安心・安全

で快適に移動できる交通環境の向上をめざし

ます。 

今後も、この計画に位置づけられた自転車

ネットワーク路線をもとに自転車通行空間の

整備を進めていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

区役所で使用している自動車

の低公害車率※ 
74 ％  70.8 ％ 71.05 ％ 横ばい 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和５年度 

実績値 
令和６年度 

進捗度 

自転車道整備延長距離(累計) 4,670ｍ  6,960ｍ 14,467ｍ 進展 

《板橋区自転車⁺（プラス）シェアリング》 

だれにとっても外出しやすい環境創出をめざし、区有地を含む区内各所にモビリティポートを設置

し、利用促進及び安全利用啓発を行っています。自転車だけでなく、新たな移動モビリティを実装す

ることで、駅やバス停から居住地へのラストワンマイル連携など、シームレスな移動・ストレスフリ

ーな移動ができるよう、２０２５（令和７）年現在、区内では「ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ」と「Ｌ

ＵＵＰ」の２事業者が事業展開をしています。 

関連するホームページ：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/anzen/jiensha/1014700.html 

 

※「自転車は車道走行・左側通行が原則」の基本認識のもと、『自転車が安心・安全で快適に走行できる通行

空間を連続的に整備する路線』のことです。 

 

関連する 

活動指標 

※ 低公害車とは、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車及び九都県市低公害車

指定制度に基づく指定を受けたもの 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/anzen/jiensha/1036528/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/anzen/jiensha/1036528/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/anzen/jiensha/1014700.html
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３ 関連計画・事業 

板橋区地球温暖化対策実行計画 

 板橋区地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１

条に基づき、区の事務及び事業に関し、「地

方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの

排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化

のための措置に関する計画（地方公共団体実

行計画）」の第八次計画として、「板橋区地

球温暖化対策実行計画（事務事業編）２０２

５」を策定しています。 

 

(Ⅰ) 計画期間：２０２２（令和４）年度～２０２５（令和７）年度 

(Ⅱ) 削減目標：２０２５（令和７）年度までに２０１３（平成２５）年度比で３６％削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

区内の地球温暖化対策に関する基本的な考

え方のほか、区民・事業者・区が各々の役割

に応じて取り組むべき対策と進行管理の方法

を示し、パリ協定やSDGsの採択後における世

界の潮流を踏まえ、区内の温室効果ガス排出

量削減の取組を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とします。 

 

(Ⅰ) 計画期間：２０２１（令和３）年度～２０２５（令和７）年度 

(Ⅱ) 削減目標：２０２５（令和７）年度までに２０１３（平成２５）年度比で３０％削減 

 
 

 

 

 

 

 

 2013（平成25）年度 

（基準年度） 

2024（令和6）年度 基準年度比 

温室効果ガス総排出量 29.54 29.55  0.03% 増加 

調整後排出係数で評価した場合 18.14 38.6% 減少 

 2013（平成25）年度 

（基準年度） 

2021（令和3）年度 2022（令和4）年度 基準年度比 

温室効果ガス総排出量 2,318 1,955 1,880 18.8% 減少 

（単位：kt-CO2） 

※ 電気事業者別排出係数（R7.3.18環境省・経済産業省公表）による「調整後排出係数による評価値」と、過年度算定 

の推移を確認する「未調整係数を適用した場合の算定値」を併記している。 

（単位：kt-CO2） 
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他自治体・海外とのパートナーシップ（ＩＣＬＥＩ） 

区では１９９４（平成６）年に、「持続可

能性をめざす自治体協議会－ＩＣＬＥＩ（※

Ｐ９５）」に加盟し、世界の環境先進自治体

や研究機関などから情報を得ることや、ＩＣ

ＬＥＩを通じて区の環境施策などの情報を発

信することで、環境への取組を的確かつ効果

的に進めています。 

近年の主な活動としては、２０１８（平成

３０）年度に、タラノア対話（※Ｐ９４）を

紹介する国のポータルサイトに、これまでの

板橋区の取組を投稿したところ、環境省など

から要請を受け、ポーランド・カトヴィツェ

で開催された「国連気候変動枠組条約第２４

回締約国会議（ＣＯＰ２４）」（※Ｐ９５）

に坂本区長が登壇し、世界に向けて大きく板

橋区の環境への取組を発信しました。 

 

２０１９（令和元）年度には、気候変動対

策を含む持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に

取り組み、持続可能な社会の実現に向けた枠

組みである長野宣言に賛同しました。 

これからも、区の環境施策の取組を世界に

発信し、国内外からの評価、意見などを得る

ことで、“環境の板橋”に磨きをかけ、環境

における新たな板橋ブランドを構築していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区におけるスマートシティへの取組 

 「板橋区スマートシティ推進方針」 

区民・事業者を含めた多様な主体における

様々な分野の施策・事業において、スマート

シティ（※Ｐ９４）の考え方に基づいた取組

が推進されることを目的として、２０１７

（平成２９）年３月に「板橋区スマートシテ

ィ推進方針」を策定しました。この推進方針

は、６つの方向性と、それを支える手段を示

しています。これに基づき、区の特性を踏ま

え、既成市街地の再生と地域価値の向上を図

るプロジェクトを生み出し、環境、防災・減

災、健康・福祉、教育・保育などの側面を包

括した「板橋区らしいスマートシティ」の実

現につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■板橋区スマートシティのめざす概ね10年後の将来

像とそれを支える3つの着眼点 
■6つの方向性とそれを支える手段 

■ＣＯＰ２４でスピーチする坂本区長 
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 板橋区らしいスマートシティの実現に向けた取組 

スマートシティに関連する主な取組について紹介します。

 

(Ⅰ)一般家庭への取組 

(a) 宅配ボックス導入助成事業 

(２０２２(令和４)年９月～) 

宅配での再配達を抑制させ、物流における

温室効果ガス排出削減のため、宅配ボックス

の設置について経費を一部助成し、宅配ボッ

クスの導入の支援を行いました。 

 

(Ⅱ)公共施設における取組 

(a) 行政財産の有効活用（屋根貸し）による 

太陽光発電事業【リサイクルプラザ】 

(２０１４(平成２６)年度～) 

 

(b) 区有地を活用した電気自動車のカーシェ

アリング事業 

(２０２０(令和２)年度～) 

２０２０（令和２）年１２月、区有地であ

る板橋二丁目６８-１を事業者に有償で貸し

出し、電気自動車等のカーシェアリング事業

を民間事業者が展開しました。また、環境政

策課で借り上げている庁用車を１台分削減し、

その代替車として、必要な時に必要なだけ当

該電気自動車を借り上げ、環境負荷の低減、

区民が電気自動車を実際に利用するきっかけ

を提供することを目的に実施してきました。 

２０２０（令和２）年度から２０２３（令

和５）年度の３年間で、月間の利用回数も増

加していき、シェアリングサービスも板橋区

民の生活に定着しました。 

このことにより２０２４（令和６）年２月

から、台数を２台から４台に増台し、より行

動変容を促す環境づくりをすることとし、カ

ーシェアリングステーションも板橋二丁目６

８-１からＧＳパーク板橋区役所前（板橋二

丁目６１-６）へ場所を移しました。 

 

 

  

■太陽光発電システムの設置が完了し

たリサイクルプラザの屋上の様子 

■カーシェアリング用の電気自動車 

■宅配ボックス設置イメージ 
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関連するホームページ 

（スマートシティ各事業の詳細など） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/

index.html 

(c) ＥＶバイクバッテリーシェア推進事業 

(２０２１(令和３)年度１２月～２０２１(令和３)年

度３月) 

都などと連携し、ＥＶバイクのバッテリー

シェア実証実験を実施することで、交換可能

なバッテリーを用いたＥＶバイク利用者間バ

ッテリーシェアリングにおける課題の検証等

を行うとともに、今後のＥＶバイク普及に関

連する諸施策の検討の一助とした事業です。

板橋区では、板橋区役所本庁舎駐車場などに、

バッテリーの交換スポットを設置しました。 

 

 

 

(d) ＥＶバイク等利活用促進事業 

(２０２２(令和４)年度～) 

２０２１（令和３）年度に実施した「ＥＶ

バイクバッテリーシェア推進事業」の結果と

課題に基づき、ＥＶバイク等を活用した新た

なサービスのビジネスモデルを構築し、今後

のＥＶバイク等の普及に関連する諸施策の推

進の一助とするため、都などと連携し高島平

温水プール駐車場、ＧＳパーク板橋区役所前

（旧保健所駐車場）、グリーンカレッジホー

ル駐輪場の一画にＥＶバイクバッテリー交換

のためのステーションを設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■区役所から出発するＥＶバイク 

■区役所で行った出発式 

■バッテリー交換ステーション 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/index.html
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基本目標２ 循環型社会の実現 

１ 板橋区の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 活動指標 

指標名 
基準年値 

平成27年度 
めざす 
方向性 

目標値 
令和7年度 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗率 進捗度 

区民一人当たりの一日の 

ごみ排出量※1 
689 g※3 

 
598 g※4 598 g 579 g 100％ 順調 

リサイクル率※2 21.5 ％※3 
 

28.0 ％※4 21.8 % 25.0 % 53.8 % 漸進 

※1 この指標は、1 年間のごみ・資源排出量の合計から、区内人口（10 月 1 日現在）及び 1 年間の日数を割り返し算出したものと

なります。 

※2 この指標は、発生した不用物のうち、どれくらいリサイクルされたかを示す指標として、以下の方法により算出しています。 

※3 「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」の基準年値（2015（平成27）年度） 

※4 「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」の目標値（2025（令和7）年度） 

 

 

 
 
 

 

◼ 参考データ 

図２-２-２ リサイクル率 

（基準年値） 

 区民一人当たりの一日のごみ排出量は大きく減少し、目標値である５９８ｇを達成することが

できました。 

また、循環型都市をめざして、ごみとなるものをできる限り減らし、再資源化可能なものは資

源として循環させる取組を進めるために２０２４（令和６）年４月から可燃ごみとして回収して

いたプラスチックを資源として回収する取組を実施したため、リサイクル率が上昇しました。 

今後、これまでの価値観やライフスタイルを見直し、ごみの発生を抑制して、資源を有効に再

利用することで、環境への負荷が少ない循環型社会へと転換していくことが必要とされています。

そのため、区民の３Ｒ行動（リデュース・リユース・リサイクル）を定着させていくとともに、ご

みの発生抑制・資源循環の取組を進めます。 

また、区内全域に拡大したプラスチック再資源化事業等、資源循環施策を推進し、さらなるご

みの減量とリサイクル率の向上を図っていきます。 

 

行政による資源化量＋集団回収量＋オフィスリサイクル回収量※ 

＋商店街リサイクル回収量※＋不燃ごみ処理資源化施設等における資源化量 

行政による収集ごみ量＋行政による資源回収量＋集団回収量 

＋オフィスリサイクル回収量※＋商店街リサイクル回収量※ 

リサイクル率 ＝ ×100 

※  

（年度） 

（ｇ） （％） 

（年度） （基準年値） 

図２-２-１ 区民一人当たりの一日のごみ排出量 
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関連するホームページ 

「板橋かたつむり運動」を実施しています 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsu

duki/gomi/katatsumuri/1001823.html 
 

２ 環境施策の活動状況 

（１）板橋かたつむり運動の推進 
 

板橋かたつむり運動 

これまで私たちは、大量生産・大量消費・大

量廃棄という生活を営んできました。しかし、

それは同時に地球温暖化、資源の枯渇、環境汚

染といった深刻な問題を生み出し、ごみの増

加に伴う最終処分場の不足という重大な課題

にも直面しています。大量に出されるごみを

適正に処理するだけではこうした問題は解決

できません。これまでの価値観やライフスタ

イルを見直し、ごみの発生を抑制して、資源を

有効に再利用することで、環境への負荷が少

ない循環型社会（※Ｐ９４）へと転換していく

ことが必要とされています。 

 

板橋区は「東京都板橋区廃棄物の発生抑制、

再利用の促進及び適正な処理に関する条例」

を制定し、さらに一般廃棄物処理基本計画（関

連Ｐ３７）を策定して、持続的発展が可能な社

会を構築するために、３Ｒ（リデュース、リユ

ース、リサイクル）（※Ｐ９６）を前提にして

熱回収・適正処分の推進による清掃・リサイク

ル事業に取り組んできました。２０１１（平成

２３）年４月からは３Ｒの考え方をさらに発

展、拡大させた「かたつむりのおやくそく」を

合言葉に、区民の生活習慣をごみの減量やリ

サイクルに結びつける「板橋かたつむり運動」

を実施しています。

 

区民・事業者とのパートナーシップ 

ごみ減量キャラクター 

「かたつむりん」 

再使用 

リユース 

 

使用済製品

や部品を繰

り返し使う 

再生利用 

リサイクル 

 

再使用できな

い資源を回収

し、原材料と

して再生利用

する 

熱回収 

 

再生利用で

きないもの

は焼却時に

発生する熱

を回収し、エ

ネルギーと

して利用す

る 

適正処分 

 

処分しなけれ

ばならないも

のは、環境への

影響が最小限

ですむように

配慮し、適正に

処理する 

発生抑制 

リデュース 

 

ごみの発生

を減らす 

図２-２-３ ごみの処理・リサイクルの流れ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/katatsumuri/1001823.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/katatsumuri/1001823.html


第２部 環境保全の取組 基本目標２ 循環型社会の実現   

- 29 - 

関連するホームページ 

（生ごみ減量・食品ロス削減） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/te

tsuduki/gomi/loss/index.html 

 

関連する活動指標 

関連する活動指標 

２０２４（令和６）年度のリサイクル推進員

研修会の参加者数は２６２人と２０２３（令

和５）年度と比較し増加しましたが、概ね減少

傾向にあります。参加者のアンケート内容を

踏まえて研修内容を充実させ、引き続き参加

者数の増加に努めていきます。 

循環型社会を構築するには、区民・事業者と

区とのパートナーシップに基づいた取組が必

要です。区内各地区では、エコポリス板橋地区

環境行動委員会（※Ｐ９３）が設立され、地域

での清掃活動をはじめ、区民を主体とした取

組が行われています。また、ごみ減量・リサイ

クルに熱意のある区内に在住、在勤又は在学

している満１８歳以上の者のうち、町会・自治

会長等から推薦された者と公募により選出さ

れた者（５０５名）をリサイクル推進員として

委嘱しています。推進員には定期的に研修を

受講いただき、情報提供及び情報交換ととも

に、地域のリサイクルリーダーとして、区や地

区環境行動委員会と協働して活動に取り組ん

でいただいています。

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

リサイクル推進員研修会参加者数 433 人   187 人  262人 後退 

 

 

発生抑制 

 清掃・リサイクル出前講座 

２０２４（令和６）年度のごみ減量に関する

出前講座の実施回数は４４回と概ね横ばいで

推移しています。 

ごみの減量やリサイクルに関する正しい知 

識を習得するためには、子どものころから

の環境学習が大切です。そのため、区内の保育

園や幼稚園、小学校等に区の職員が出向き、ご

み減量・リサイクルをテーマにした出前講座

を行っています。

 

 

 生ごみの減量・食品ロスの削減 

家庭から出る生ごみの量は、燃えるごみの

約３０％を占め、そのうち約８０％が水分と

いわれています。生ごみに含まれる水分は運

搬の際に余分なエネルギーを消費し、焼却時

には炉内の温度を下げてしまう等の弊害を生

じます。 

区では、家庭から出る生ごみの排出量を削

減するため、食品ロス削減等のＰＲを積極的

に行っています。生ごみからたい肥づくり講

習会やフードドライブ等の実施により、生ご

み減量・資源化に努めています。

 

  

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和5年度 
実績値 

令和6年度 
進捗度 

ごみ減量に関する出前講座の実施回数 43 回  44 回  44回 横ばい 

■ 食品ロス削減国民運動ロゴマーク 

愛称「ろすのん」 

今後の対策：研修内容や実施方法を見直し、引き続き参加者数の増加に努めていきます。 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/loss/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/loss/index.html
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関連するホームページ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/pl

aza/index.html（区HPリサイクルプラザのご案内） 

https://itapla.com/（リサイクルプラザHP） 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルプラザ 

区内で回収されたびん・缶を選別・圧縮する「処理ゾーン」

とリサイクルを啓発する「プラザゾーン」があります。 

「プラザゾーン」では、びん・缶の処理の様子を見学するこ

とができます。また、家庭で不用になった家具を販売するほか、

多目的室の貸し出し、リサイクルを推進するための様々な展示

やイベントなどを行っています。また、荒川河川敷を利用する

方のためのコインロッカーやシャワー室があり、区民の方に広

く利用していただける施設をめざしています。 

 
■ リサイクルプラザ 

《食品ロス削減に向けた取組》 
本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食品ロス」と言い、日本における「食品

ロス」の量は年間４６４万ｔ（２０２３（令和５）年農林水産・環境省推計値）にも及びます。 

また、ＳＤＧｓの目標「１２：つくる責任 つかう責任」のターゲット１２.３（※Ｐ９４）で

は、「２０３０年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減さ

せ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。」と述べられ

ています。 

食べ物を大切にする気持ちや「MOTTAINAI
も っ た い な い

」の再認識につなげ、区民の皆様や事業者の方々と区

が一体となって食品ロスの削減をめざした、板橋区における取組をご紹介します。 

 

① いたばしみんなの食べきりチャレンジ運動 
１２月から１月を「食べきりチャレンジ月間」とし、小盛 

メニューや量り売りなどの食品ロスを減らす取組をして 

いる飲食店・小売店等の協力を得て、店舗と利用者が共に食 

べきることに取り組んでいきます。 

 

② フードドライブ 
フードドライブとは、家庭で使いきれない食品や飲料を持ち寄り、フー

ドバンクなどを通じ、広く地域の福祉団体や施設などに提供する活動で

す。板橋区では、食品ロスの削減と食品の有効活用を図るため、２０１６

（平成２８）年度からフードドライブを開始し、提供いただいた缶詰やイ

ンスタント・レトルト食品、調味料や菓子、米などは、フードバンク団体

などにより、食品や飲料を必要としている団体や個人へ届けられていま

す。 

２０２０（令和２）年度からは区内１８地域センターにおいて、２０

２２（令和４）年度からは子ども家庭総合支援センターや区内の一部店舗

において常時、食品を預かることができるようになりました。 

これにより２０２４（令和６）年度は常設窓口にて３,３７６ｋｇの食

品や飲料をご提供いただきました。 

 

③ いたばし食べきりレシピコンテスト 
区は家庭における食品ロス削減のため、食べきれなかった料理や余りがちな食材、野菜の皮や芯を 

活用したオリジナルレシピの募集を行い、優秀作品を決めるコンテストを開催しました。 

 

 

■ フードドライブ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/plaza/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/plaza/index.html
https://itapla.com/
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（２）適正で効率的なごみ収集・処理体制の構築・運用 

 

 

清掃リサイクル事業の運営 

 事業形態 

(Ⅰ) 収集・運搬 

特別区各区が実施しています。 

(Ⅱ) ごみの中間処理、し尿の処分 

２３区が共同で設立した東京二十三区清掃

一部事務組合が処理を行っています。 

(Ⅲ) 最終処分 

東京都が設置・管理する東京港内の中央防

波堤外側埋立処分場及び新海面処分場を使用

しています。 

 清掃一部事務組合の設置 

燃やすごみ（以下「可燃ごみ」という。）の

中間処理及び燃やさないごみ（以下「不燃ごみ」

という。）・粗大ごみの中間処理並びにし尿の

処分を特別区が共同して行うために、地方自

治法第２８４条の規定に基づいて「東京二十

三区清掃一部事務組合」を設置しています。 

 清掃協議会の設置 

廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締

結に関する事務の管理執行及び付随する連絡

調整事務を行うため、各特別区及び清掃一部

事務組合は地方自治法第２５２条の２の規定

に基づいて「東京二十三区清掃協議会」を設置

しています。２０１３（平成２５）年度には、

事務の効率化を図るため、２３区から一般廃

棄物処理業の許可等の事務が移管されました。

ごみ出しルールの徹底 

 指導業務の充実 

区では、ごみ出しルールの周知徹底を図る

ため、各地域で区民や事業者との対話を中心

にした「ふれあい指導」を積極的に展開してい

ます。集積所に出されたごみを調査し、分別が

不徹底であるものや、事業系ごみで有料ごみ

は特別区各区、           は東京ニ十三区清掃一部事務組合、            は東京都が運営 
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図２-２-４ 現在の清掃事業の運営形態 
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関連するホームページ 

（資源物持ち去り対策について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsu

duki/gomi/shigen/1001864.html 

 

関連するホームページ 

（大規模建築物について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/

seiso/1001906.html 

関連するホームページ 

（集積所の美化等について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsu

duki/gomi/seiso/1001904.html 

処理券が未貼付又は料金不足のものなどにつ

いて、排出者を調査し、各家庭・事業所等を訪

問して直接説明及び指導をしています。 

単身者や外国人世帯の多い集合住宅では、

ごみ出しルールが周知されていないことなど

から分別の不徹底が見られる場合があるため、

管理人と連携した周知や戸別に英語・中国語・

韓国語のチラシを配付するなどの対応を行っ

ています。 

また、適正排出されていない場合は、収集車

の待ち時間を活用して、ごみの正しい分け方・

出し方等を説明し、ごみ出しルールの徹底に

努めています。 

 

 

 

 商店街戸別収集事業 

２００３（平成１５）年２月から、商店街の

美観の向上、廃棄物の分別の徹底、カラス対策

の推進、有料ごみ処理券の貼付率の向上等を

目的とした、商店街戸別収集を実施し、排出者

の意識の向上を図っています。 

 大規模建築物等への排出指導 

階数３以上かつ戸数10以上の集合住宅、及

び敷地面積１,０００㎡以上若しくは延べ面

積２,０００㎡以上の事業用建築物に対して、

廃棄物保管場所等の設置を指導しています。 

また、事業用途部分が１,０００㎡以上の事

業用大規模建築物については、廃棄物管理責

任者の選任と再利用計画書の作成・提出を義

務づけ、廃棄物の減量と適正な処理を求めて

います。さらに、事業用建築物への立入調査や

廃棄物管理責任者を対象とした講習会を行い、

廃棄物の減量及びリサイクルの徹底を図るこ

とにより、事業系ごみの排出量（可燃持ち込み

ごみ）の減量に努めています。 

 

 

 

 資源物持ち去り対策について 

２０１５（平成２７）年４月に施行された

「板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及

び適正な処理に関する条例」では、資源の種類

及び集積所の定義の明確化を図り、排出され

た資源の持ち去りを規制する改正を行い、持

ち去り者に対する罰則規定を新設しました。 

また、取り締まりを行うことで実効性を担

保していくために、青色パトロールカーを利

用した継続的なパトロールを実施しています。 

 

 

 

ごみ収集 

２０２４（令和６）年度の家庭ごみ及び事業

系ごみの排出量は概ね減少傾向にあります。 

板橋区を含め２３区では、以前は廃プラス

チックを焼却に適さないごみとして、不燃ご

みとして収集し、ほとんどが最終処分場に埋

め立てられてきました。現在の最終処分場で

ある中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処

分場は、東京港内に残された最後の埋立処分

場であり、一日でも長く使用できるようにし

なければなりません。 

 

そのため２００８（平成２０）年度から、廃

プラスチックを可能な限りリサイクルしたう

えで、なお、ごみとして排出される廃プラスチ

ックを不燃ごみから可燃ごみに変更し、清掃

工場で焼却を行い熱エネルギーとして回収す

る「サーマルリサイクル」を始めました。直接

埋め立てを行わずに焼却し埋立処分量を削減

することで、最終処分場の延命化を図ってい

ましたが、２０２４（令和６）年度からは、可

燃ごみとしていたプラスチックを資源として

回収し、さらなるごみの削減を進めています。 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/shigen/1001864.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/shigen/1001864.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001906.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001906.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001904.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001904.html
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関連する活動指標 

関連する活動指標 

また、板橋区では２０１７（平成２９）年度

より不燃ごみの全量を民間の資源化施設に搬

入し、資源化に取り組んでいます。 

 収集回数 

区では「可燃ごみ」週３回、「不燃ごみ」月

２回の収集を行っています。 

また、区民の利便性を考慮し、「粗大ごみを

毎日区内全域で収集しています。 

 収集量 

区が収集するごみの量は、次の図に示され

るとおり、概ね減少傾向にありますが、この要

因としては、資源分別回収の普及等が考えら

れます。なお、２０２０（令和２）年度はコロ

ナ禍の影響で増加したものの、２０２１年度

（令和３）年度以降は減少しています。

 
 

 

 

 高齢者・障がい者世帯の戸別回収 

２０２４（令和６）年度の高齢者・障がい

者などに対する戸別収集件数は、概ね増加傾

向にあります。 

区は、ごみを集積所へ持ち出すことが困難

な一人暮らしの高齢者や障がい者等の世帯

に対して、ごみの戸別収集を実施しています。 

ごみが何日間も排出されていないなど、戸

別収集の際に異変があると認められる場合に

は、緊急連絡先に連絡するなど、安否の確認も

行っています。また、事前面接などの時に希望

する方には、収集の際に「広報いたばし」を配

付しています。 
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（t/年）

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和5年度 
実績値 

令和6年度 
進捗度 

家庭ごみの排出量（可燃・不燃・粗大ごみ） 110,742 t  101,016 t  94,160 t 進展 

事業系ごみの排出量（可燃持ち込みごみ） 29,520 t  28,306 t  27,814 t 進展 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

高齢者・障がい者などに対する戸別収集件数 783 件  908 件  927 件 進展 

関連するホームページ 

（高齢者・障がい者世帯のごみ戸別収集） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsu

duki/gomi/seiso/1001905.html 

 

図２-２-５ 収集ごみ量の推移 

今後の対策：コロナ禍の影響もあり、「家庭ごみの排出量」「事業系ごみの排出量」は減少

傾向で推移していますが、今後もごみ減量についての啓発等の充実を図っていきます。 

（年度） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001905.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/seiso/1001905.html
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関連するホームページ 

（資源とごみの正しい分け方・出し方） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduk

i/gomi/shigen/1001856.html 

 

関連する活動指標 

資源回収 

 集積所回収 

２０２４（令和６）年度の資源回収量は区内

全域でプラスチックの回収を実施したため概

ね増加傾向に推移しています。 

現在、区内全域のごみ集積所（２０２５（令

和７）年４月１日現在、約２６,１００か所）

において、週１回古紙、びん、缶、ペットボト

ル、プラスチックの資源回収を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 拠点回収 

２０２４（令和６）年度拠点回収量は概ね横

ばいで推移しています。 

区では、区民の皆さんがいつでも資源を出

せる方法として、地域センターなどの区内の

公共施設を中心に紙パック・乾電池・食品用ト

レイ・プラスチック製ボトル容器・廃食用油・

古布・古着・ハブラシを回収するボックスを設

置しています。 
※ 紙パック・乾電池・食品用トレイ・プラスチック製ボトル

容器については令和７年３月末で廃止しました。 

 

また、２０１３（平成２５）年度からは使用

済小型家電（※Ｐ９４）の回収を開始しました。

使用済小型家電は「都市鉱山」ともいわれ、そ

の中には鉄や銅、金や銀などの貴金属、「レア

メタル」といわれる希少金属など、様々な鉱物

が含まれています。このような資源をリサイ

クルし有効に活用するための取組として、２

０１４（平成２６）年１月より、区内に回収ボ

ックス（２０２５（令和７）年４月１日現在、

１３か所）を設置して拠点回収を実施してい

ます。 

回収の対象は、最大辺が３０㎝未満で、回

収ボックスの投入口（３０㎝×１５㎝）に投

入可能な小型家電とし、回収後は国の認定事

業者に引き渡し、法に基づいた適切な処理を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

資源の回収量 13,869 t ― 13,768 t  18,036 t ― 

資源回収品目数※1 11 品目   12 品目   13 品目 進展 

小型家電の資源売却量※1※2 544,570 kg   431,117 kg   425,119 kg 後退 

※ 商店街・オフィスリサイクルは令和４年度で終了 

関連するホームページ 

（拠点回収） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tet

suduki/gomi/kyoten/index.html 

今後の対策：費用の面や区民の利便性の点から、資源回収品目を増やすことは、なお検討

が必要です。現状では、資源回収品目を増やすことより、資源回収・拠点回収による回収

量の増加に努めていきます。 

図２-２-６ 資源回収量の推移 

※1 「資源回収品目数」「小型家電の資源売却量」は環境施策1「板橋かたつむり運動の推進」の指標であるが、

「資源回収」に関する取組としてまとめて表記する 

※2 「小型家電の資源売却量」は、逆有償（排出側が処理側に代金を支払うこと）が発生しているため、基準年

値・実績値ともに「資源回収量」とする 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/shigen/1001856.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/shigen/1001856.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/kyoten/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/kyoten/index.html
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ごみの処理 

下図に板橋区のごみの流れを示します。区

内で発生したごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみに分かれ、それぞれ種類に応じた適正

な処理がなされています。 

 可燃ごみ 

可燃ごみは、清掃工場で焼却処理していま

す。焼却処理によって生じた焼却灰は、セメン

ト原料化や徐冷スラグ化（※Ｐ９４）（図２-

２-７注釈参照）し、建設・土木資材等として

利用されています。また、焼却処理により発生

する熱エネルギーを利用して、熱供給や発電

を行います。 

板橋区の大部分の可燃ごみを焼却処理する

板橋清掃工場では、工場から排出されるダイ

オキシン類を削減するためのプラント更新工

事が実施され、２００２（平成１４）年１１月

から稼働を再開しています。また、区の可燃ご

みはこのほか、近隣の清掃工場で焼却処理さ

れ、この焼却灰と、板橋清掃工場で焼却処理後

に生じた焼却灰は、プラント更新時に新たに

併設された灰溶融施設でスラグ化されてきま

した。しかしながら、２０１１（平成２３）年

の東日本大震災以降の電力需要のひっ迫等に

鑑み、２０１６（平成２８）年度から、板橋清

掃工場の灰溶融施設は休止となったため、焼

却灰の一部はセメント原料化され、新たな有

効利用が始められました。また、２０１８（平

成３０）年度からは、徐冷スラグ化の取組も開

始しています。 

 不燃ごみ 

不燃ごみは、２０１７（平成２９）年度より

不燃ごみの全量を民間の資源化施設に搬入し、

資源化しています。 

 粗大ごみ 

粗大ごみは、粗大ごみ破砕処理施設で破砕

減容化され、鉄を資源として回収した後、可燃

物は清掃工場へ逆送され焼却し、不燃物・焼却

不適物は埋立処分されています。 

なお、２０１４（平成２６）年度より西台中

継所に搬入した粗大ごみのうち、小型家電を

小型家電リサイクル法に基づく認定事業者の

資源化施設に搬入し、資源化しています。

  

図２-２-７ 板橋区のごみの流れ 

※ 可燃ごみを焼却すると、焼却灰と飛灰が発生します。焼却灰と飛灰は、ともに埋立処分していますが、限りある埋立処分場

を長く使用していくため、平成25年度からセメント原料化の取組を進めています。また、平成30年度からは徐冷スラグ化の取

組も開始しています。 

 セメント原料化とは、焼却灰を民間のセメント工場へ自動車・鉄道貨物・船舶で運搬し、ポルトランドセメント（P95）の原

料の一つである粘土の代替原料として使用するものです。 

 除冷スラグ化とは、焼却灰と飛灰をセメント原料化と同様に民間の施設まで運搬し、溶融処理した後にゆっくりと冷却（徐冷）

させ、石状のスラグをつくり、道路工事の材料などで使用するものです。 

板橋清掃工場ほか 可燃ごみ 
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関連するホームページ 

（集団回収） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsudu

ki/gomi/kaishi/1001910.html 

《プラスチックごみ問題》 

２０２０（令和２）年７月１日からレジ袋等のプラスチック製買物

袋の有料化がスタートし、２０２１（令和３）年６月には「プラスチ

ックに係る資源循環の促進等に関する法律」が公布、２０２２年（令

和４年）４月に施行されました。その背景の１つには、世界的なプラ

スチックごみの海洋流出問題があります。 

プラスチックは安価で扱いやすく、衛生的であることから様々な製品に使用されるほか、容器包装

や梱包材としても広く使われています。その一方で、プラスチックのほとんどは再利用されず、使い

捨てとなっています。日本においても、年間約９,４００万トンのプラスチック廃棄物が排出され、そ

のうち２～６万トンが河川や海洋などといった環境に漏出していると考えられています。 

このように回収されずに河川を通じて海に流れ込む「海洋プラスチックごみ」は長期にわたり海に

残存し、このままでは２０５０（令和３２）年までに魚の重量を上回ることが予測されるなど、地球

規模での環境汚染が懸念されています。また、近年、マイクロプラスチック（一般に５ｍｍ以下の微

細なプラスチック類）による海洋生態系への影響が懸念されています。 

環境省では、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、消費者・自治体・企業などのあらゆ

る主体が、それぞれの立場でできる取組を進めることを後押しするための「プラスチックスマート」

キャンペーンを実施しています。 
 

《循環経済（サーキュラーエコノミー）》 

大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、健全な物質循環を阻害する

ほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の破壊など様々な環境問

題にも密接に関係しています。資源・エネルギーや食糧需要の増大や廃棄物発生量の増加が世界全体

で深刻化しており、一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する「循環経済」へ

の移行をめざすことが世界の潮流となっています。 

循環経済とは、従来の３Ｒの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用し

ながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資

源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等をめざすものです。また、循環経済への移行は、企業の事業活

動の持続可能性を高めるため、ポストコロナ時代における新たな競争力の源泉となる可能性を秘めて

おり、現に新たなビジネスモデルの台頭が国内外で進んでいます。（環境省ホームページより） 

 

区民・事業者主体のリサイクル 

 集団回収 

２０２４（令和６）年度の集団回収登録団体

数は８９７団体と、概ね横ばいで推移していま

す。 

集団回収とは、住民の皆さんが10世帯以上集 

まって団体をつくり、家庭から出る古紙や古布 

などの資源を日時や場所を決めて集め、民間の

資源回収業者に引き渡す自主的な資源回収活動

です。団体には町会・自治会、学校ＰＴＡ、集

合住宅の管理組合など様々な形態があります。 

区では、集団回収団体に対して資源の回収量

に応じた報奨金を支給するなど、集団回収活動

を支援しています。 

集団回収の実施を通して、区民の皆さんのご

み・資源の分別に対する意識が高まり、効率よ

く良質な資源が集められるとともに、集団回収

活動を通して協力しあうことで、地域の皆さん

の交流が深まります。今後も引き続き、集団回

収事業の継続を支援していきます。 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

集団回収登録団体数 883 団体  896 団体 897 団体 横ばい 

関連する 

活動指標 

（環境省ホームページより引用） 

今後の対策：登録団体数に大きな変化はなく、古紙相場の下落に伴う収益悪化により回収業者が撤退して

いるため、今後も回収の効率化や制度の充実を図り、事業継続を支援していきます。 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/kaishi/1001910.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/kaishi/1001910.html
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関連するホームページ 

（事業系ごみ・浄化槽） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/te

tsuduki/gomi/jigyou/index.html 

関連するホームページ 

（板橋区一般廃棄物処理基本計画） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/104

5124/1001925.html 

 

 商店街・オフィスリサイクル ※令和5年3月31日で終了

板橋区オフィスリサイクルシステム及び板

橋区商店街リサイクルシステムは、板橋区資

源リサイクル事業協同組合が運営しており、

中小規模の事業者が参加しやすいように構築

された事業系古紙回収システムであるため、

区はこの事業を側面から支援しました。 

 

オフィスリサイクルでは、事業所から出る

上質紙（OA用紙等）、新聞、シュレッダー処理

紙、段ボール、雑誌などを、専用回収袋や紙テ

ープにより、週1回、決まった曜日に回収しま

した。 

商店街リサイクルでは、商店街単位で定期

的に段ボールを回収しました。

 

 

 

３ 関連計画 

一般廃棄物処理基本計画 

区では、２０１８（平成３０）年３月に「板

橋区一般廃棄物処理基本計画２０２５」を策

定しました。 

この計画は、２０１２（平成２４）年３月に

策定された前計画の進捗状況を評価・検証し、

ごみ減量やリサイクルの取組をさらに推進し

ていくため、廃棄物施策の再構築と強化を図

ったものです。 

基本理念「人と環境が共生する循環型都市

『エコポリス板橋』を実現する」、２つの達成

目標、６つの基本方針については、前計画を踏

襲しています。 

区民１人１日あたりの資源・ごみ量及びリ

サイクル率の数値目標については、新たに目

標を設定しました。 

また、基本方針等を達成するために、５つの

個別計画を掲げています。

 

 数値目標 

項目 2021（令和3）年度 2025（令和7）年度 

区民１人１日あたりの資源・ごみ量 626ｇ 598ｇ 

リサイクル率 26% 28% 

 

 重点施策 

(Ⅰ) 情報発信・普及啓発計画 

(Ⅱ) 発生抑制計画 

(Ⅲ) 再生利用促進計画 

(Ⅳ) 収集運搬計画 

(Ⅴ) 適正処理・処分計画 

 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/jigyou/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/jigyou/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/1045124/1001925.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/1045124/1001925.html
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◇ ２０２４（令和６）年度の種類別資源化量・回収量（換算単位は、１０００未満四捨五入） 

 

 

※ 種類別数値（資源化量）は、それぞれ回収後に水分や異物などを取り除いた量であり、これらを合計した数値と図2-2-6に掲

載しているグラフの数値とは一致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  アルミ缶        162トン     350ml(16g)缶換算       10,125,000本 

  スチール缶        23トン     190ml(30g)缶換算        767,000本 

リターナブルびん(※P95)  ―トン     ビール大びん(610g)換算        ―本 

  新聞紙        2,594トン     立ち木(50㎏/本)換算        52,000本 

                     ※古紙１トンは樹齢20～30年の立ち木20本に相当 

  雑誌         2,827トン     立ち木換算            57,000本 

  段ボール       4,443トン     立ち木換算            89,000本 

  紙パック         3トン     立ち木換算              60本 

古布          198トン     Ｔシャツ(130g)換算      1,523,000枚 

＜集団回収量＞ 

  アルミ缶          981トン      350ml(16g)缶換算       61,299,000本 

  スチール缶       457トン      190ml(30g）缶換算       15,220,000本 

  リターナブルびん    160トン      ビール大びん(610g)換算      262,000本 

（※P95） 

  ワンウェイびん    3,562トン      120mlドリンクびん(145g)換算  24,562,000本 

  新聞紙         768トン      立ち木換算            15,000本 

                         ※古紙１トンは樹齢20～30年の立ち木20本に相当 

  雑誌         1,382トン      立ち木換算            28,000本 

  段ボール       3,161トン      立ち木換算            63,000本 

 雑がみ(紙パック、紙箱、紙袋、ＯＡ用紙) 

             147トン      立ち木換算             3,000本 

  紙パック(拠点回収分)   30トン      １㍑パック(30枚 １kg)換算    900,000枚 

  乾電池          50トン      単一乾電池(100g)換算       500,000個 

  ペットボトル     2,561トン      500mlボトル(26g)換算     98,485,000本 

  プラスチック     3,477トン 

 古布・古着       152トン      Ｔシャツ（130g）換算      1,169,000枚 

  廃食用油         6トン 

 使用済小型家電      9トン 

 不燃ごみ資源化    2,431トン 

＜資源回収・拠点回収・不燃ごみ資源化量＞ 
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基本目標３ 自然環境と生物多様性の保全 

１ 板橋区の現状 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

◼ 活動指標 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

目標値 
令和7年度 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗率 進捗度 

区全体の植生被覆率※1 18.3 ％ 
 

21 ％ －  18.57％  － － 

公園率※2 5.9 ％ 
 

6.1 ％ 5.9 ％  5.9 ％ 0％ 停滞 

石神井川における生物化

学的酸素要求量 

（BOD75%値）※3 
0.7 mg/L － 1.0 mg/L以下 1.3mg/L 0.9 mg/L 66.7％ 達成 

白子川における生物化学

的酸素要求量 

（BOD75%値）※3 
3.8 mg/L  2.0 mg/L以下 2.2mg/L 2.2 mg/L 88.9％ 順調 

※1 植生被覆率とは、航空写真撮影時に植生に被覆されている範囲が区域面積に占める割合です。植生の区分はせず、画像処理の

みで抽出されたものを植生とします。 

※2 公園率とは、区面積に対する都市公園の占める割合です。都市公園面積には区立公園、都立公園を含みます。 

※3 BOD（生物化学的酸素要求量：Biochemical Oxygen Demand）とは、微生物が水中の有機物（汚れ）を分解するために必要とす

る酸素の量で、水質汚濁の重要な指標の一つです。BODの数値が高いほど、水中に存在する有機物の量が多いことを意味し水質

汚濁の程度が大きいことになります。また、BOD75%値とは、年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ

0.75×n番目(nは１年間を通じて測定した総検体数)のデータ値となります。(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整

数番目の値をとります。 

環境基本法に定められた環境基準（BOD75%値）は、石神井川が3mg/Ｌ以下、白子川が5mg/Ｌ以下となっています。BODの値は、

降雨により雨水や下水が流入することにより影響を受ける傾向にあります。  

板橋区には、荒川の豊かな自然や石神井川等の潤い、武蔵野台地と低地の間の岸線の豊かな

樹林地や湧水をはじめ、憩いの場となる公園など豊かなみどりや水環境があります。 

公園率は、大きな変化はありませんが、都市部の貴重なみどりの資源として、広大な河川敷

を有する荒川や身近な憩いを与える石神井川などの水の資源とともに、保全に努めています。 

２０２４（令和６）年度は、河川や池の水質汚濁の状況を調査したところ各河川とも年に数

回、環境基準を超過している項目が散見されました。これは、天候による影響や上流調整池か

らの放水による影響が由来するものと捉えられます。 

自然との共生では、鳥獣等の相談業務を始め、カラス被害対策や、外来生物であるハクビシ

ン・アライグマの被害対策を行いました。また、河川の生物を調査するほか、区内に生息する

生き物の写真や情報を区民等から収集し、ホームページなどで公開しました。 

その他、雨水を有効利用し、流出抑制や水循環に配慮した生活様式を普及することを目的と

して、雨水貯留タンクの設置費の補助事業を実施しました。 
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◼ 参考データ

 

  

（年度） H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

石神井川 0.7 1.5 1.5 1.2 1.2 1.8 0.9 0.8 0.9 1.3 0.9 

白子川 3.8 3.7 3.8 3.2 3.0 3.4 2.7 2.8 2.7 2.2 2.2 

表２-３-１ 石神井川及び白子川のＢＯＤ７５％値の推移（mg/L） 

図２-３-１ 区全体の植生被覆率の推移 

図２-３-３ 石神井川のＢＯＤ７５％値の推移 図２-３-４ 白子川のＢＯＤ７５％値の推移 

関連するホームページ 

（水質調査について） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053636/100

6051.html 
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関連するホームページ 

（緑の基本計画 【いたばしグリーンプラン2025】を策

定しました） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/ryokuka/keikaku/1006682.html 

 

図２-３-２ 公園率の目標値 

（いたばしグリーンプラン２０２５ 

（緑の基本計画）より） 
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https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053636/1006051.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053636/1006051.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/ryokuka/keikaku/1006682.html
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２ 環境施策の活動状況 
（１）板橋区らしい良好な緑や水環境の保全・創出 

 

貴重な緑の保全 

 保存樹木等の指定 

２０２３（令和５）年度は保存樹木の新規

指定はあるものの、枯損等のほか、相続等に

起因する都市化が進み、指定数は減少傾向に

あります。樹林地及び大径木は、都市の自然

性と緑の骨格を支える大切な財産です。この

ため、残された樹林地等を保存樹林・竹林・

樹木として指定し、維持管理にかかる費用の

一部を助成するなど、経費の負担を軽減して、

所有者による保全を推進しています。 

また、生垣は街の安全性と景観の向上に役

立っています。延長20m以上の良好な生垣を

保存生垣に指定し、管理費を助成するなど、

生垣の保全を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 樹林地等の保全 

区民共有の財産である樹林地のうち区が管

理する３７か所について、その価値を最大限

引き出すための方針と手法等の方向性を示し

た「板橋区樹林地管理方針」を２０２３（令

和５）年３月に策定しました。このうち６か

所について、めざすべき樹林地の将来像と、

これを実現させるための具体的な維持管理手

法を示す「（仮称）板橋区樹林地管理計画」

を２０２５（令和７）年度末に策定予定です。

これにより、目的に応じた適正な維持管理を

実施するとともに、より良い緑を将来に引き

継いでいきます。 

 

 

 

③ 特別緑地保全地区の指定 

特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に

定められた制度です。都市における良好な自

然環境となる緑地において、建築行為など一

定の行為の制限などにより現状凍結的に保全

することで、豊かな緑を将来に継承すること

を目的としています。区では、２００９（平

成２１）年度に「成増特別緑地保全地区」

（成増四丁目前新田の森・０.１ｈａ）、２０

１１（平成２３）年度に「成増第二特別緑地

保全地区」（成増四丁目緑地・０.４１ｈａ）、

２０２４（令和６）年度に「大門特別緑地保

全地区」（大門東の森公園・０.１６ｈａ）を

指定しました。指定した公園・緑地内には、

ケヤキ、クヌギ、イヌシデ等、幹回り１２０

ｃｍ以上の大径木が多く含まれています。 

2025（令和7）年3月31日現在 

保存樹林指定面積 30,462.57 ㎡ 

保存竹林指定面積 853.99 ㎡ 

保存樹木指定本数 1,610 本 

保存生垣指定延長 3,004.15 ｍ 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

保存樹木指定本数 1,842 本  1,651 本 1,610 本 後退 

関連する 

活動指標 

今後の対策：ＳＮＳや広報を活用し保存樹木等制度の啓発に努めていきます。 

表２-３-２ 保存樹林等の指定数 
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関連する 

活動指標 

 

 

 

緑化指導による緑化 

 区では２０２３（令和５）年度から緑化指

導の対象を拡大したことで、緑化指導に基づ

く緑化箇所数及び緑化面積（屋上緑化を除く）

が、過年度より増大しています。 

「板橋区緑化の推進に関する条例」に基づ

き、開発行為や建築計画に対し、緑化計画の

届出を義務付けています（事業面積１５０平

方メートル未満かつ当該土地が都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第９条で定め

る用途地域において商業地域若しくは近隣商

業地域に属する場合を除く）。 

緑化計画は、事業地の規模等に応じて緑地

確保を図るもので、この制度によって年間１

ヘクタールに及ぶ緑地が確保され、区の緑化

施策として大変大きな役割を果たしています。 

また、緑化指導制度については量から質へ

の転換を図ると共に、緑に対する多様な価値

の創造に応えることができるよう、２０２３

（令和５）年度に全面改定を行いました。今

後とも、更なる緑化の推進を図っていきます。

 

  

  

《板橋区の森》 
栃木県日光市には、板橋区と同市(旧栗山村)との“みどりと文化の交流協定”を記念して寄贈

された約１３ｈａの「板橋区の森」があります。 

「板橋区の森」は国(林野庁)との「分収造林契

約」に基づく森林で、１９９０年（平成２）年か

ら７４年間、板橋区が森林の育成を行うことによ

り、木材として得た収益を国と区で分収するもの

です。育林の期間は長期間にわたりますが、ＣＯ₂

の吸収源である森林の手入れ、育成を行うことで

都市部での経済活動によるＣＯ₂の排出の一定量を

相殺するカーボンオフセットの考え方から、区か

ら離れた場所での森林の保全にも取り組んでいま

す。 

また、２０００（平成１２）年に発足した板橋

森林ボランティアが「板橋区の森」の適正な管理

や、区立公園での林床管理作業なども継続的に実

施しています。 

年度 件数 
地上部緑化 

面積（㎡） 

屋上緑化（※

P93） 

面積（㎡） 

高木植栽 

本数

（本） 

中木植栽 

本数（本） 

低木植栽 

株数（株） 

R4 87 9,658 682 1,289 4,270 30,075 

R5 135 10,924 682 1,402 5,268 34,349 

R6 281 28,208 338 2,489 4,455 75,679 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

緑化指導に基づく緑化箇所数 90 件  135 件  281 件 進展 

緑化指導に基づく緑化面積 59,617 m2  11,606 m2  28,546 m2 後退 

今後の対策：緑化指導制度の内容の充実を図っていきます。 

■ 板橋区の森（栃木県日光市） 

表２-３-３ 緑化指導による緑化完了実績 
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関連する 

活動指標 

公園 

２０２４（令和６）年度の、地域がつくる

公園制度導入公園数及び花づくり活動登録グ

ループの数は、現況ほぼ横ばいとなっていま

すが、引き続き既活動グループへの新規参加

者の促進活動を図り、事業を継続できる仕組

みを構築していきます。 

公園の配置にあたっては、公園不足地域の

解消をめざした用地取得、造成整備を行って

います。公園は都市の骨格となる都市施設の

一つであり、憩いの場であるとともに、レク

リエーション、防災、環境、景観形成など、

様々な役割を持っています。 

 公園の現況 

 

 

 

 

 

 

 

② 公園の整備状況（５か年） 

２０２０（令和２）年度から５か年で山中児童遊園、高

島平七丁目公園など８か所の大規模改修を行いました。 

 

③ 公園における地域連携 

公園の清掃、除草や花づくりなどの美化活動について、

区民の方々との協働による維持管理を進めています。 

現在５０か所の公園で、地域住民により組織された公

園愛護協力会への清掃委託を行っています。また、ボラン

ティアによる公園管理活動に対して区が必要経費相当の支

援を行う「地域がつくる公園制度」や、公園花壇での「花

づくりグループ」の輪も着実に広がっています（２０２５

（令和７）年３月現在、地域がつくる公園制度２６公園、

花づくりグループ支援事業８５グループが活動中）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区内全域 区立公園 都立公園 

公園数総計 
（箇所） 

346 
342 

（うち 3箇所は緑地） 
4 

公園面積総計 
（千㎡） 

1,898 
1,422 

（緑地 678） 
475 

公園率（％） 5.89 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

地域がつくる公園制度導入公

園数 
27公園  27公園  26公園 横ばい 

花づくり活動登録グループ数 83グループ  83グループ 85グループ 横ばい 

 

※ 公園率【区面積に対する都市公園面積（都市公園を含む）の占める割合】 

表２-３-４ 公園の現況（２０２５（令和７）年４月１日現在） 

■ 地域がつくる公園活動 

今後の対策：「地域がつくる公園制度導入公園数」：公園改修等を契機に、地域に声をかけ新規団体

を募っています。今後の対策として、新設・改修時の地域への声かけのほか、区HPや区SNSを活用し、

既活動団体への新規参加者の促進活動を図り、事業を継続していける仕組みを構築していきます。 

「花づくり活動登録グループ数」：公園での花づくりを希望する新規の活動グループは毎年あるもの

の、高齢化等により活動終了等のグループもあります。今後の対策として、新設・改修時の地域への

声かけのほか、区HPや区SNSを活用し、既活動グループへの新規参加者の促進活動を図り、事業を継続

していける仕組みを構築していきます。 

■ 地域がつくる公園活動 

■ 花づくり活動 
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水環境の保全と活用 

 区内の水辺の環境 

武蔵野台地の北端に位置する板橋区は、武

蔵野台地と荒川低地とに分かれ、その境は２

０ｍ余りの崖で、起伏に富んだ地形が形づく

られています。自然の水辺は、暮らしに潤い

を与えるばかりでなく、ヒートアイランド現

象の緩和、被災時の水として大切な地域の財

産です。しかし、近年の開発により畑や緑地

が減り、コンクリートやアスファルトの地表 

面が増え続けることで、河川の水量が減少し、

さらに湧水の中には枯渇してしまったものも

あります。 

現存する自然の水辺は右図に示す荒川、新

河岸川、白子川及び石神井川の４河川と浮間

ヶ池、赤塚溜池、見次公園池の３池、確認さ

れた湧水地３０地点（２０２３（令和５）年

度調査）です。 

  

《板橋こども動物園》 
東板橋公園（板橋３-５０-１）内にあるこども動物園

は、１９７５（昭和５０）年に設立し５０年近くとなり

ます。施設の老朽化に伴う改修工事を経て、令和２年１

２月８日にリニューアルオープンしました。環境負荷低

減に向けた取組として、草屋根・壁面緑化を行い、断熱

効果を高めることで室温を一定に保ち、冷暖房機器の使

用抑制が期待されます。高所を好むヤギの性質を活かし

た仕掛けもあり、草屋根に登るヤギを見ることもできま

す。その他、キッズルームやおむつ交換スペースなどの

施設機能を充実させ、さらに動物とふれあえる体験型プ

ログラムも用意しており、小さなお子様・障がいのある

方・ご高齢の方々にお楽しみいただけます。 

《赤塚植物園》 
１９８１年（昭和５６年）１０月に開園した赤塚植物園（赤塚５-１７-１４）は本園、万葉・

薬用園及び農業園の３つのエリアで構成されています。本園は、約１ｈａの敷地内に樹木見本園

として多くの樹種が植えられています。万葉・薬用園に

は、万葉集に詠まれた植物や薬用植物が植えられていま

す。農業園は令和２年５月に増設されたエリアで、主に

こどもたちが農作業の体験を行う畑や、鑑賞用の畑（ポ

タジェ）、果樹園などがあります。普段なかなか観るこ

とのできない野菜の花や、作物や果実が実っている様子

を観察できる野菜植物園としての機能を有し、「観て・

育てて・収穫する」をテーマとして、農に親しみふれあ

える施設となります。 

白子川 

荒川 

浮間池 

見次公園池 

赤塚溜池 

石神井川 

新河岸川 

図２-３-５ 区内の河川、池、湧水地点 
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 板橋区の湧水 

 区では、良好な環境を次の世代に継承してい

くために、「板橋区地下水及び湧水を保全する

条例」を制定し活動を行っています。この一環

として次の３地域を湧水保全地域として、保全

活動の重要拠点としています。 

(Ⅰ) 不動の滝と周辺地域 

板橋区赤塚八丁目付近【約９ｈａ】 

（２００８（平成２０）年３月３１日指定） 

(Ⅱ) 志村城山公園と周辺地域 

板橋区志村二丁目付近【約８ｈａ】 

（２００８（平成２０）年３月３１日指定） 

(Ⅲ) 赤塚城址及び区立赤塚植物園周辺地域 

板橋区赤塚三、五丁目付近【約３８ｈａ】 

（２０１０（平成２２）年４月１日指定） 

 

 

 

 自然水循環の回復と活用 

２０２２（令和４）年度の雨水流出抑制量

は２０２１（令和３）年度より微減しました

が、継続して抑制することができています。 

自然の水循環（※Ｐ９５）を回復するには、

雨水浸透ます（※Ｐ９３）の設置が効果的で

す。雨水浸透ますは、通常設置する溜めます

（雨ます）の代わりに使用するもので、底が

なく、回りに穴が開いていて、雨を地下に浸

透させます。また、大雨で浸透しきれない場

合は下水道に入る仕組みになっています。屋

根雨水だけを浸透させる雨水浸透ますは、地

下水汚染や目詰まりのおそれがほとんどあり

ません。 

板橋区の台地は、土質が関東ローム層で、

浸透効果の大きな地域です。区では、既存の

個人住宅向けに区の費用負担で雨水浸透ます

を設置していましたが、２０１２（平成２４）

年度からは雨水浸透ます設置費用の一部を助

成する制度に変

更しました。区

へ申請のあった

雨水浸透ますの

設置実績は、２０２４（令和６）年度末時点

で３,０５２基となります。きれいな雨をそ

のまま下水に放流せず、地下浸透させて大切

な水資源を守ることが大切です。 

また区では、雨水利用の普及を推進してい

ます。雨水貯留タンクは、雨どいと接続する

ことにより屋根に降った雨をいったんタンク

に貯めて、その雨水を庭の散水や植木の水や

り、トイレの洗浄などに活用する設備です。

災害時にも雑用水として水を確保することが

できます。雨水の有効利用を図り、水の自然

な循環を回復するためには、雨水貯留タンク

の設置は有効な手段です。 

さらに、区では、降雨による水害の防止・

軽減及び都市環境の向上を図るため、５００

平方メートル以上の敷地に建築物等が建設さ

れるときに、浸透桝・浸透地下埋管・透水性

舗装・貯留施設等の設置を指導しています。 

 

■ 雨水浸透ます ■ 雨水貯留タンク 

関連するホームページ 

（板橋区の水環境） 

https://www.city.itabashi.t

okyo.jp/bousai/kougai/taiki

/1006061.html 

 

■ 不動の滝 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006061.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006061.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006061.html
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005923.html

（雨水貯留槽（雨水タンク）購入費助成制度のごあんない） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikaku/gaiyou/10

06354.html（開発行為・宅地造成・雨水流出抑制・区画整理すべき区域） 

関連するホームページ 

（水質調査について） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai

/kougai/taiki/1053636/1006051.html 

関連する 

活動指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚濁・湧水保全 

 水質汚濁の状況 

(Ⅰ)河川・池の水質の状況 

区内を流れる荒川、新河岸川、白子川、石

神井川の４河川及び区内にある浮間ヶ池、赤

塚溜池、見次公園池の３池において、水質調

査を行っています。毎月行う調査は、透視度、

水素イオン濃度（ｐＨ）、生物化学的酸素要

求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯ

Ｄ）、溶存酸素量（ＤＯ）、浮遊物質量（Ｓ

Ｓ）、全窒素、全リン、大腸菌数の９項目を

測定しています。また、年に２回、流域ごと

に総合調査を行い、重金属類（砒素・鉛等）、

全シアン、トリクロロエチレン、塩化物イオ

ン､アンモニア性窒素、流量等を測定してい

ます。 

 

 

 

２０２４（令和６）年度の河川の調査結果

について、一部の調査地点では溶存酸素や大

腸菌数等で、環境基準値を満たしていない項

目がありました。 

なお、重金属類やトリクロロエチレンなど

は、全て環境基準値を下回りました。 

池の水質調査において特徴的な点はBOD値

が河川の値より高い傾向がありますが、これ

は、池は閉鎖性水域であることや、釣り人に

エサなどを投入されることにより、良好な水

辺環境を維持するのが困難になってきたため

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 ～H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 計 
雨水貯留タ
ンク設置数
（補助数） 

146 17 18 15 17 12 16 16 16 10 17 300 

指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす方

向性 

実績値 

令和4年度 

実績値 

令和5年度※ 
進捗度 

雨水流出抑制量 4,119 m3  10,502 m2 3,476 m2 進展 

表２-３-５ 雨水貯留タンク設置基数（単位：基） 

今後の対策: 東京都豪雨対策基本方針に基づき、さらに流域対策を促進していきます。 

※ 2024（令和6）年度時点で得られる最新の実績値 

※ 透視度、水素イオン濃度など水質調査測定項目の概要についてP96（「用語解説」）を参照 

図２-３-６ 河川のＢＯＤ７５％値経年変化（年平均） 図２-３-７ 池のＢＯＤ７５％値経年変化（年平均） 
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https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005923.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005923.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikaku/gaiyou/1006354.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikaku/gaiyou/1006354.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053636/1006051.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1053636/1006051.html
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関連するホームページ 

（水環境を守るために） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/b

ousai/kougai/taiki/1006047.html 

 (Ⅱ)地下水水質の状況 

２０２４（令和６）年度は区内８地点の井

戸水について重金属、シアン、有機塩素系化

合物など１１項目について調査しました。そ

の結果、カドミウムが１地点、硝酸性窒素及

び亜硝酸性窒素が４地点で環境基準値を上ま

わりました。 

東京都の地下水調査では、板橋区内２地点

で２０項目について概況調査をした結果、Ｐ

ＦＯＳ及びＰＦＯＡが１地点で指針値（暫定）

を上まわりました。なお、汚染地域における

６地点の定期モニタリング調査では硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素等が１地点で環境基準値

を超えていますが、これらの地下水は飲用に

は使用されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「板橋区地下水及び湧水を保全する条例」    

の取組 

板橋区は、人と環境が共生する都市「エコ

ポリス板橋」を実現し、良好な環境を次の世

代に継承していくために、区民や事業者等と

連携して健全な水環境を取り戻し、区民共有

の貴重な資源である地下水及び湧水（※Ｐ９

５）を保全するため「地下水湧水保全条例」

を制定し、２００７年（平成１９）年４月か

ら施行しました。 

条例では、地盤沈下が落ち着いている現状

の維持と湧水の保全を目的に、 

(ａ)今まで規制ができなかった既設井戸に対 

しての揚水制限 

(ｂ)多量に揚水する大口地下水利用者に対し 

て水位及び地盤沈下測定・報告の義務化 

(ｃ)新たに一定規模（自動車２０台以上）の 

駐車場を設置する場合に雨水浸透施設の 

設置 

(ｄ)湧水保全地域の指定と保全のための助 

成などを盛り込みました。 

 

 

自然との共生 

① アライグマ・ハクビシンの被害と対策 

区内全域でハクビシンの目撃情報が増えて

いますが、見かけただけであれば心配いりま

せん。しかし、ハクビシンやアライグマは、

建物の天井裏や床下に住み着いたり、庭の果

樹を食い荒らしたりすることがあります。 

区では、そのような被害が生じている場合、

捕獲のために箱わなを設置しています。２０

２４（令和６）年度は、箱わなの設置４９件、

捕獲数１５頭でした。 

                                  

 

 

 

 

■ｐＨメーターによる分析 

関連するホームページ 

（ハクビシンの被害） 

https://www.city.itabashi.toky

o.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002

229.html 

（提供）東京都環境局 

■ハクビシン 

 

■アライグマ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006047.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006047.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html
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② カラス被害と対策

東京都全域でのカラスの生息数は、表2-3-6 

のとおりです。区ではカラス問題解決のためご

み対策を進めるとともに、並行してカラスの捕

獲事業を行っています。 

２０２４（令和６）年度のカラスに関する相

談件数は表２-３-７のとおりで、カラスの繁殖

期である４月から６月にかけて相談が多く寄せ

られています。 

繁殖期のカラスによる人への威嚇・攻撃の被害

がある場合には、個人宅の巣の撤去や巣から落

下したヒナの回収などの対応をしており、２０

２４（令和６）年度は、巣の撤去２件、落下ヒ

ナの回収４件でした。 

 

 

 

 

 

 

③  白子川生物調査 

区内を流れる白子川の近年の水質は、下水

道の整備が進んだことにより、１９７５（昭

和５０）年代と比べると飛躍的に改善されて

います。 

２０２４（令和６）年度、白子川では１３

種類の魚類（ニホンウナギ、ドジョウ、ヌマ

チチブなど）と２４種類の水生動物(チリメ

ンカワニナ、シマイシビル、カワリヌマエビ

属、コオニヤンマなど)が確認されました。 

 

 

 

（年度） H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

生息数 

（100羽） 
119 87 86 88 116 110 130 87 83 72 

（月） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

巣・ヒナ 5 10 14 1 0 0 1 0 0 1 0 2 34 

攻撃・威嚇 1 8 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 

煩い・群れる 0 0 1 1 1 5 2 4 0 0 0 0 14 

ゴミ散らかし 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 9 

その他 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 

合計 8 20 28 7 2 6 5 5 1 2 1 3 88 

関連するホームページ 

（河川の生物調査） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bo

usai/kougai/taiki/1006066.html 

■ スズキ 

関連するホームページ 

（カラス相談窓口） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/t

etsuduki/pet/yasei/1002228.html 

 

表２-３-６ カラス生息数の推移（東京都）（単位：１００羽） 

表２-３-７ ２０２４（令和６）年度カラス月別相談件数（単位：件） 

■ コオニヤンマ ■ 二ホンウナギ ■ タモロコ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006066.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006066.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/yasei/1002228.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/yasei/1002228.html
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関連する 

活動指標 

（２）自然とのふれあい促進や自然の恵みの享受 
緑を楽しむライフスタイル 

① 緑のガイドツアーの開催 

区内の崖線沿いや水辺など、自然豊かなエリアを散策し、植物を中心とした解説を行う「緑の

ガイドツアー」を開催します。 

「緑のガイドツアー」は、季節に合わせた緑の見どころを選定し、コースガイドとして区民ボ

ランティアの皆さんが活躍しています。 

 

 

 

 

 

② グリーンフェスタの開催 

毎年春季に、緑を大切にする心を広く啓発していくことを目的として「グリーンフェスタ」を

開催しています。 

美しい新緑のもとでの緑に親しむイベントとして、多くの区民の皆さんに緑の大切さをPRして

いきます。 

 

 

 

 
 

 

農地の保全 

２０２４（令和６）年度の農業経営実態調

査によれば、同年８月１日現在の農地面積は

２０２３（令和５）年度の１６.６ｈａから

１５.７ｈａへと減少しました。農地面積は、

農業者の高齢化や後継者不足などにより減少

が続いていた中、２０１７（平成２９）年度

から２０２０（令和２）年度は横ばいで推移

しましたが、２０２１（令和３）年度より再

び減少へと転じました。 

こうした中、区は、「板橋区産業振興構想

２０２５」を策定し、農業を工業・商業と並

ぶ産業の一つと位置付け、農・商・工が相互

に刺激し、連携し合うことで従来の枠を越え

た新たな価値を生みだし、「活力ある農業と

大地の恵みを未来につなぎ、潤いのある区民

生活と都市空間を創造する」ことをめざして

います。特に、農家無くして農地保全はあり

得ないことから、将来、板橋区の農業を支え

る意欲を持った人材、農業技術を継承する人

材の育成・支援を重点的に進めていきます。

その第一歩として、２０１８（平成３０）年

度に「成増農業体験学校」を開校し、２０１

９（令和元）年度には、農業者の農作業の手

伝いや区の農業振興事業運営において活躍し

ていただく「援農ボランティア制度」を開始

しました。また、２０２２（令和４）年度に

は、農業者の耕作支援や区の農業振興事業の

支援ができる人材の育成を目的として、自ら

の手で農作物を作る技術を持った「農のサポ

ーター」を育成するため、成増農業体験学校

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

緑のガイドツアー参加者数 102 人  125 人 81 人 後退 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

グリーンフェスタ参加者数 8,073 人   1,994 人 2,964 人 後退 

関連する 

活動指標 

今後の対策：コースの見直しや担い手、参加者層の拡充に努めていきます。 

今後の対策：緑に関する企画内容を工夫し、様々な来場者が楽しめるように努めていきます。 
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関連する 

活動指標 

修了生など基礎的な農業スキルを持った方を

対象として、「農業スキル育成講習」を開始

しました。 

このほか区では、耕作が難しくなった区内

の農地などを借用し、その土地を農園として

区民に提供する区民農園を開設し、板橋区民

農園農芸指導員が技術指導にあたっています。 

２０２５（令和７）年４月１日現在、２６農

園（うち３農園は一般・団体併用）、面積に

して約３.５ｈａを区民農園として開設してお

り、区内在住の１,６２９世帯及び保育園な

ど１４団体が利用しています。 

区民農園は、区民が農作業を体験する機会

を提供するだけでなく、将来、後継者が耕作

しようとする場合には農地として所有者に返 

却することができ、農地や農業技術を後世に

継承する役割も担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱帯環境植物館 

令和６年度は、開館３０周年の記念年であ

り、ペナン植物園との友好提携３０周年記念

事業「マレーシア・ペナンフェア」や開館記

念イベント「ねったいかんフェスティバル」

等のイベントを実施し、入館者数は目標の１

３万人を超え、過去最高の人数となりました。 

「熱帯環境植物館（ねったいかん）」（高

島平８-２９-２）は、１９９４（平成６）年

９月に区民に熱帯の植物及び生物の鑑賞の機

会を提供し、自然環境保護に関する知識の普

及啓発を図るとともに余暇利用の増進に寄与

することを目的に開設されました。この熱帯

環境植物館は、世界の三大熱帯雨林の中から、

日本と密接な関係にある東南アジアの熱帯雨

林を立体的に再現したもので、潮間帯・熱帯

低地林・集落景観の3つの植生ゾーンに分か

れた温室を中心に、熱帯の高山帯の雲霧林を

再現した冷室、地階にはミニ水族館を設けて

います。熱帯や地球環境をテーマに、様々な

企画展示や講演会を行い、環境問題の啓発・

理解に努めています。

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

区民農園応募者数 3,144 世帯  2,476 世帯 2,473 世帯 後退 

 温室 

 ハイビスカス 

 熱帯低地林 

ゾーン 

 ミニ水族館 

今後の対策：年々区民農園区画が減少している中で、２０２４（令和６）年度は募集区画数１,６２０区画に対

して２,４５７件の応募者がおり、平均倍率も１.５２倍となりました。今後も需要（農園利用希望者数）と供

給（農園区画数）のバランスが合致するよう、引き続き自ら耕作することが難しくなった生産緑地を積極的に

借用するなど、区民農園用地の確保に努めます。 

■ 成増農業体験学校の受講風景 
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関連するホームページ 

（熱帯環境植物館） 
https://www.seibu-la.co.jp/nettaikan/ 

関連する 

活動指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性に関する基礎調査 

令和７年度の生物多様性基本法に基づく生物

多様性地域戦略の策定にあたり、板橋区内の生

物多様性の状況を把握するため、区内公園等１

２地点で生物多様性に関する基礎調査事業を実

施しました。

 

 

※底生動物：貝類、エビ、カニ、水生昆虫等 

 

 

エコポリスセンターかんきょう観察員 

エコポリスセンター（関連Ｐ７７）では、

毎年かんきょう観察員を募集し、区内の動植

物調査、自然観察会、自主的な環境調査活動

への支援等を実施することで、区民が環境に

ついて自ら学ぶ機会を提供しています。２０

２４（令和６）年度末現在、６５人の登録が

あり、自然観察会や野草等の調査会を実施し

ました。 

また、区民が環境について学んだ成果を報

告・発表する場を設けるとともに、事業成果

を広く伝えるための報告書を発行しています。 

今後も、かんきょう観察員の募集を行い、 

区民の環境について学ぶ機会を提供していき 

ます。

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす

方向性 

実績値 

令和5年度 

実績値 

令和6年度 
進捗度 

熱帯環境植物館来館者数 103,925 人  134,317 人 154,394 人 進展 

類別 植物 
昆虫

類 
鳥類 哺乳類 爬虫類 両生類 魚類 底生動物※ 計 

確認種数 

（種） 
774 311 60 8 6 3 9 28 1199 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

エコポリスセンター「環境観

察員」登録者数 
57 人  63 人 65 人 進展 

今後の対策：利用者のニーズを反映したイベントや情報発信を継続し行っていきま

す。 

関連する 

活動指標 

表２-３-７ 生物多様性に関する基礎調査結果 

関連するホームページ 

（エコポリスセンター「かんきょう観察」） 

https://itbs-ecopo.jp/event/learn

/kankyoukansatu/ 

https://www.seibu-la.co.jp/nettaikan/
https://itbs-ecopo.jp/event/learn/kankyoukansatu/
https://itbs-ecopo.jp/event/learn/kankyoukansatu/
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基本目標４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

１ 板橋区の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 活動指標 

指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす 

方向性 

目標値 

令和7年度 

実績値 

令和5年度 

実績値 

令和6年度 
進捗率 進捗度 

微小粒子状物質(PM2.5)の基準値Ｂ

レベル以上の日数※1 
25 日 

 
23 日  0 日  0 日 

100％ 
以上 達成 

騒音に係る環境基準の達成率※2 79 ％  
 

85 ％ 77.4 ％ 88.0 ％ 100% 達成 

※1 この指標は、板橋区が設定している微小粒子状物質（PM2.5）による健康被害に係る基準値注の発生日数となります。レベルに

より行動目安を設定しています。（注：詳細はP54「大気環境の保全・③測定結果の公表」又は下記ホームページ）  

※2 騒音規制法第18条に基づき、私たちが生活する中で広範な領域にわたり影響する騒音、主に道路交通による騒音を常時監視し、

行政として中長期的なスパンで対策・改善を図ることを目的としています。指標の算出方法は、幹線道路の騒音を定期的に測

定し、解析プログラムによって道路周辺の建物に対する道路騒音の影響を評価します。環境基準は道路の性状や道路からの距

離によって区分されています。 

◼ 参考データ 

 

 

 

 

関連するホームページ 

（自動車公害に対する取組） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/

1052746.html 

 

図２-４-１ ＰＭ２.５の基準値Bレベル以上 

（３５μg/m3超）の日数 

関連するホームページ 

（PM2.5による大気汚染について） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1

006043.html 
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図２-４-２ 騒音に係る環境基準の達成率 

表２-４-１ ２０２４（令和６）年度自動車騒音常時監

視結果 

板橋区の大気は、微小粒子状物質（ＰＭ２.５）による健康被害に係る基準値を超えた日数が

0日である年が継続しており、大気の状態は良好です。 

また、板橋区内の道路交通による騒音は、幹線道路の騒音を定期的に測定し、道路周辺の建

物に対する道路騒音の影響を評価することにより把握しています。騒音に係る環境基準の達成

率は近年、概ね横ばいで推移しており、昼間の達成率が高く、夜間の達成率が低い傾向にあり

ます。板橋区は国や東京都に対し、調査結果を提供していくことにより、道路交通騒音対策で

ある自動車単体の対策強化や交通量対策、道路構造の改善による環境基準の達成率の向上を行

っていきます。 

大気汚染や騒音等の対策の取組を進め、良好な生活環境を維持することで、区民生活等の基

盤を支え、快適で健康に暮らせる生活環境の実現をめざしていきます。 

年度 
年度 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006043.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006043.html
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２ 環境施策の活動状況 

（１）大気汚染や騒音などのない生活環境の保全 
 

大気環境の保全 

① 大気汚染の監視 

大気汚染状況を把握するため、 

１９７７（昭和５２）年から順次、

大気環境測定室を設置し、現在では

６測定室（７地点）の体制で、常時

測定を行っています（図２-４-２） 

。各測定室での測定項目は、表２-

４-２のとおりです。 

また、区内には東京都が設置する 

測定局（板橋区氷川町・中山道大和

町）もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

測
定
種
別

測
定
室

用
途
地
域

所　在　地

二
酸
化
硫
黄

オ
キ
シ
ダ
ン
ト

浮
遊
粒
子
状
物
質

窒
素
酸
化
物

一
酸
化
炭
素

微
小
粒
子
状
物
質

風
向
・
風
速

温
度
・
湿
度

測
定
開
始
年
度

赤塚溜池公園 一種低層 赤塚５－３５－２７（赤塚溜池公園内） ◎ ◎ ◎ Ｓ５３

舟渡小学校 工　　業 舟渡３－６－１５（舟渡小学校内） ◎ ◎ Ｓ５３

北野小学校 一種中高 徳丸３－２３－１（北野小学校内） ◎ ◎ ◎ Ｓ５２

上板橋小学校 一種中高 東山町４７－３（上板橋小学校内） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ５４

（都）板橋氷川 一種住居 氷川町１３－１（板橋第一小学校内） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ４４

上板橋小学校 近隣商業 東山町４８先（川越街道沿道） ◎ Ｓ５４

三　園 準 住 居 三園１－４７先（三園歩道橋下） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｈ４

相　生　町 近隣商業 板橋区相生町１６先 ◎ ◎ ◎ Ｈ２５

（都）大和 商　　業 大和町１４（地下鉄駅舎上） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ４７

一
般
環
境

道
路
沿
道

図２-４-２ 板橋区内幹線道路及び測定室 

表２-４-２ 板橋区大気環境測定室と測定項目（２０２５（令和７）年３月現在） 

※ 二酸化硫黄、オキシダントなど各測定項目の概要についてP96を参照 

※ 板橋氷川及び大和は、東京都が板橋区内に設置した測定局です。この資料集に掲載した板橋氷川及び大和のデータは、

東京都のデータを基に板橋区が集計したものです。 

東京都測定局

板橋区測定局

高
島

通
り

川
越

街
道

中山道

補
助

201

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

高

速

５

号

環状７号

新大宮バイパス

高速５号

環状６号( 山 手 通 )

環状８号

中山道

高 速 王 子 線

北区

練馬区

埼玉県

相生町
町

北野

赤塚

三園
舟渡

大和

板橋氷川

上板橋

（都）板橋氷川

（都）大和
上板橋小学校

相生町

北野小学校

赤塚溜池公園

三園
舟渡小学校

高速5号 

新大宮バイパス 中山道 

環状8号 

環状7号 

中山道 

高速王子線 

環状6号（山手線） 

練馬区 

北区 

埼玉県 
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《大和町交差点の大気汚染対策》 
大和町交差点は、国道１７号、環状７号線及び首都高速５号線が立体交差する３層構造の交差点で

す。沿道には中低層ビルが立ち並び、半閉鎖的な道路空間となっており、大気汚染状況調査では、二

酸化窒素（ＮＯ₂）や浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の濃度が全国のワースト上位に位置する沿道環境が著

しく悪い地点となっていました。 

１９９３（平成５）年に学識経験者等からなる「大和町交差点環境対策検討委員会」を設置し、１

９９７（平成９）年３月に環境対策案が提案されました。対策案のうち「土壌を用いた大気浄化等

案」について、１９９８（平成１０）から１９９９（平成１１）年度に公募実験を行い、さらに２０

０１（平成１３）から２００３（平成１５）年度にかけて土壌を用いた大気浄化の実験施設によるフ

ィールド実験を実施しました。 

２００５（平成１７）年３月には交差点の北西角地に空間を作り、広場・緑地等を整備して「ＹＵ

ＭＥパーク・大和町」と名付けました。また、２０１３（平成２５）年３月に南東角地を「本町街か

ど公園」として整備しました。オープンスペースをつくることにより、交差点内の空気の滞留が抑え

られ大気汚染物質の濃度が低減（ＮＯｘで約５０パーセント、ＮＯ₂で約２５パーセント）されまし

た。 

その他の環境対策として、歩車道境界の遮音パネルへの光触媒（※Ｐ９４）の塗布や、交差点中央

部への換気施設４基の設置などを実施しています。また、高活性炭素繊維（ＡＣＦ）を用いた大気浄

化技術について２０１１（平成２３）年度から２０１８（平成３０）にかけてフィールド実験を実施

しました。 

  

  

■土壌を用いた大気浄化実験施設 

 
■ＹＵＭＥパーク・大和町 

■本町街かど公園 

 

■光触媒（ガードパイプ） 

 

■光触媒（首都高速道路橋脚部） ■換気施設 

■ＡＣＦパネル 

※板橋区における自動車公害対策はP21（基本目標１・２環境施策の活動状況・

（２）建物や交通などインフラの脱炭素化の推進「板橋区の自動車公害対策」） 
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② 大気汚染の測定結果 

大気汚染測定結果は表２-４-３のとおりです。２０２４（令和６）年度は、光化学スモッグの

要因となるオキシダント（※Ｐ９６）を除いて全ての測定項目で環境基準を達成しました。 

 

 

 

 

③ 測定結果の公表 

板橋区の大気環境測定データは、「板橋区

大気情報公開システム」で公表してきました

が、２０２２（令和４）年度にシステムを終

了し、２０２３（令和５）年度から、区ホー

ムページの「大気測定結果について」に掲載

しています。 

また、板橋区では,ＰＭ２.５に関する濃度

レベルの独自基準（図２-４-３）を定め濃度

レベルがＡ及びＢになった場合に、区ホーム

ページ、板橋区公式Ｘ（旧ツイッター）等に

より濃度情報をお知らせしています。 

なお、２０１３（平成２５）年度に独自基

準を制定以降、Ａレベルになったことは一度

もありません（２０２４（令和６）年３月現

在）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － － × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － － × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ 〇 〇

上板橋小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － － － － － － - － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

○：環境基準以下　　×：環境基準を超えている　　－：測定無し

3 4 5 6

赤塚溜池公園

21 23 3 4 5 6 13 4 5 64 5 6 1 23 4 5 6 1 23 4 5 6 1 2

沿
道

(都)大和

三園

相生町

微小粒子状物質一酸化炭素二酸化硫黄オキシダント浮遊粒子状物質二酸化窒素

1 2

北野小学校

上板橋小学校

項目

(都)板橋氷川

環
境

測  定  室

舟渡小学校

表２-４-３ 環境基準達成状況 

図２-４-３ ＰＭ２.５濃度レベル基準 

※ 「板橋氷川」及び「大和」は、東京都の常時測定局 

※ 各測定項目や数値等詳細については、次ページ記載の区HP「環境データ集」もしくは「板橋区大気情報公開システム」

をご参照ください 

高

低

板橋区独自基準

Ａレベル

Ｂレベル

Ｃレベル

午前：85µg/m3超

午後：80µg/m3超

午前・午後とも

35µg/m3超

午前・午後とも

35µg/m3以下

区のお知らせ
・ホームページ
・ツイッター 等

国の注意喚起
指針相当

※ マイクログラム(μg)＝ 1 mg の1/1000

区のお知らせ 
・ホームページ 
・X(旧ツイッター)等 

※ マイクログラム(μg)=1mgの1/1000 
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006042.html（板橋区大気汚染情報） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1045812.html（大気測定結果について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 工場・事業場における大気汚染監視 

工場・事業場・建設作業における事業活動

に伴い発生する、硫黄酸化物（※Ｐ９３）や

窒素酸化物などのばい煙、アスベストなどの

粉じん等に関しては、大気汚染防止法と東京

都環境確保条例により規制・指導しています。

区では、石油系燃料に含まれる硫黄含有率の

規制指導のため、重油（※Ｐ９３）の一日最

大使用量が３００ℓ以上の工場・事業場を対

象に、重油の調査を行い、指導を実施してい

ます。２０２４（令和６）年度に調査を行っ

た工場・事業場は５箇所で、基準を超えた工

場・事業場はありませんでした。（アスベス

ト規制は次項参照）

 

アスベスト対策 

区は一定規模以上の解体等工事現場におい

て、表２－４－５のとおり立入検査を行って

おり、２０２４（令和６）年は８０２件の立

ち入りを行っています。アスベストの含有有

無等に関する掲示看板の設置・記載不備への

指導をはじめ、継続的な監視・指導を行って

います。 

大気汚染防止法・東京都環境確保条例によ

り、解体・改修を行う建築物等のアスベスト

（※Ｐ９３）含有建材の使用状況について、

解体等工事の受注者又は自主施工者には、事

前調査の実施等が義務付けられています。 

また、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、

保温材、耐火被覆材（以下「アスベスト含有

吹付け材等」という。）を使用した建築物等

の解体・改修時におけるアスベスト飛散防止

対策として、作業基準が定められています。 

２０２０（令和２）年６月には、規制対象

レベル 

行動の目安 

午前の結果 

（午前５時～午前７時の１時間値の平均値によ

って１局の午前中の数値を算出し、測定局２局

のうち、２番目に大きい数値） 

午後の結果 

（午前５時～正午の１時間値の平均値によって１局

の午前中の数値を算出し、測定局２局のうち最大

値） 

Ａ 

「85マイクログラム/㎥」超 「80マイクログラム/㎥」超 

日平均値が注意喚起のための暫定指針値である「70マイクログラム/㎥」を超える可能性があります。  

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。 呼吸器系や循環器系

疾患のある方、小児、高齢者等の方は、体調に応じて、より慎重に行動しましょう。 

Ｂ 

「85マイクログラム/㎥」以下 

 「35マイクログラム/㎥」超 

「80マイクログラム/㎥」以下 

 「35マイクログラム/㎥」超 

１時間値の平均値が環境基準である１日平均値「35マイクログラム/m3」を超えています。特に行動を

制約する必要はありませんが体調の変化に注意しましょう。 

Ｃ 

「35マイクログラム/㎥」以下 「35マイクログラム/㎥」以下 

１時間値の平均値が環境基準である１日平均値「35マイクログラム/m3」以下でした。体調の変化等に

注意しましょう。 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

「板橋区大気情報公開シ

ステム」アクセス件数 
458,533 件 

 

0件※ ― ― 

表2-4-4 PM2.5濃度レベル別行動の目安 

関連する 

活動指標 

※：「板橋区大気情報公開システム」は令和4年度で事業終了 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006042.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1045812.html
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006034.html 

（板橋区建築物の解体工事等に係る生活環境保全指導要綱） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006036.html 

（アスベスト分析調査補助金交付要綱） 

の拡大など改正大気汚染防止法が公布されま

した。改正法は、２０２１（令和３）年４月

１日から段階的に施行され、一定規模以上の

解体・改修工事は、石綿事前調査結果報告シ

ステムにより報告を行う必要があり、２０２

３（令和５）年１０月１日から、建物の事前

調査は必要な知識を有する有資格者等のみが

行えることとなり、一部の工作物の事前調査

についても令和８年１月１日から必要な知識

を有する有資格者等のみが行えることとなり

ました。 

区は、「板橋区建築物の解体等工事等に係

る生活環境保全指導要綱」を施行し、解体・

改造又は補修を伴う建設工事について、周辺

住民の工事内容の説明及び配慮を求めていま

す。（要綱の詳細は下記ホームページ参照） 

また、建築物等に使用されている吹付け材

又は保温材のアスベストの含有有無を調べた

い区民等に対し、分析調査費用の一部を助成

しています。（最高５万円を限度として分析

調査に要する額を助成します）。 

 区では立ち入りによる継続的な指導・監視

を行い、解体等工事現場におけるアスベストの

適切な処理を進めることにより、地域住民の安

全安心な生活環境の実現をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線対策 

区では、２０１１（平成２３）年６月か

ら板橋区役所正面玄関付近で空間放射線量

の測定を実施し、測定結果を区ホームペー

ジで公開しています。（３カ月ごとの平均

値は表２-４-６のとおり） 

２０１１（平成２３）年３月に発生した

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所

での事故発生後、大気中の放射線量等につ

いて、健康被害への心配の声が寄せられた

ことを受け、区民の安心をより確かなもの

とするため、放射線量の測定を実施してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 件数 

2024（令和６）年度 802 

2023（令和５）年度 674 

 
4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

2011（平成 23）年度 0.11※ 0.10 0.09 0.09 

2012（平成 24）年度 0.08 0.08 0.08 0.08 

2013（平成 25）年度 0.08 0.08 0.07 0.07 

2019（令和元）年度 0.07 0.07 0.07 0.07 

2020（令和２）年度 0.07 0.07 0.07 0.07 

2021（令和３）年度 0.07 0.07 0.07 0.05 

2022（令和４）年度 0.04 0.04 0.06 0.07 

2023（令和５）年度 0.07 0.07 0.07 0.06 

2024（令和６）年度 0.06 0.07 0.06 0.07 

表２-４-５ アスベストに関する立入検査

数 

表２-４-６ 空間放射線量測定結果 

※アスベスト除去費用に対する融資制度はP70（公害の未然防止⑥「公害防止資金のあっ旋等」） 

※ 平成23年6月の測定結果の平均値 

単位：μSv/h（マイクロシーベルト/時) 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006034.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006036.html
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関連するホームページ 

（放射線） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/index.html（放射線） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/1006123.html 

（測定機器の貸出） 

区が除染等の対応を行う基準は、地上1メ

ートルの高さで毎時１マイクロシーベルト

（子どもが使用する区施設にあっては、地上

１メートルの高さで毎時０.２３マイクロシ

ーベルト）としています。 

 

① 放射線測定機器（簡易型）の貸出 

区では、区民のみなさん自身で自宅などの

身近な場所の放射線量が測定できるよう、区

内在住の方や団体へ放射線量を測定する機器

（シンチレーション式サーベイメータ）を貸

出しています。 

 

 

騒音・振動対策 

① 道路交通騒音・振動 

区内の自動車公害の状況を全般的に把握するため、区内全域で一定期間ごとに移動調査を実施

しています。 

(Ⅰ) 常時測定結果 

測定局において騒音レベルを常時測定しており、常時測定結果の年度別時間帯別基準適合状況

は表２-４-７のとおりです。常時測定の経年推移はほぼ横ばいで、過去１０年で要請限度（※Ｐ

９５）を超えている地点はありません。なお、測定局においての騒音常時測定は令和５年度をも

って終了し、区内全域での移動調査に移行しました。 

 

(Ⅱ) 移動調査結果 

図２-４-５のとおり幹線道路を

中心とした８地点において騒音、

振動、交通量の移動調査を実施し

ています。２０２４（令和６）年

度の調査結果は表２-４-８のとお

りで、騒音は８地点中、昼間で８

地点、夜間で４地点が環境基準を

満たしました。また、昼間・夜間

ともに要請限度を超えた地点はな

く、振動が要請限度を超えた地点

はありませんでした。 

▶表２-４-７  自動車騒音経年変化 

図２-４-５ 自動車公害調査測定地点 

単位： dB 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
環境
基準

要請
限度

昼間 71 71 71 71 74 71 71 71 71 71 70以下 75以下

夜間 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 65以下 70以下

昼間 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 70以下 75以下

夜間 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 65以下 70以下

昼間 68 68 67 67 67 67 67 67 67 68 70以下 75以下

夜間 66 65 66 64 64 64 64 64 64 65 65以下 70以下

は環境基準オーバー は要請限度オーバー

上板橋測定室

三園測定室

相生町測定装置

※令和５年度をもって終了し 

区内全域での移動調査に移行 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/1006123.html
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(Ⅲ) 道路交通の騒音・振動対策 自動車騒音の単体規制 

環境施設帯（植樹帯、遮音

壁、歩道、自転車道等）の整

備、路面の補修や低騒音舗装等

の対策が考えられることから、

現在、主要な幹線道路である国

道（中山道、新大宮バイパス

等）や都道（環状七号線、環状

八号線、高島通り等）では、右

記のような対策がされていま

す。 

これら以外の沿道対策として

「幹線道路の沿道の整備に関す

る法律」が、道路交通騒音によ

る障害の防止と、沿道の合理的

な土地利用を図ることを目的と

して制定されています。 

  

昼間平均 夜間平均 環境基準 要請限度 昼間平均 夜間平均 要請限度

① 一般国道17号（中山道） 板橋二丁目67番地先 商業 68 65 47 46

➁ 都道447号線（補助204号） 舟渡三丁目6番地先 工業 69 66 48 40

③ 環状7号線（環七通り） 双葉町42番地先 近隣商業 69 67 51 50

④ 長後赤塚線（高島通り） 蓮根三丁目6番地先 準住居 70 67 48 44 昼65/夜60

⑤ 一般国道254号（川越街道） 大山町13番地先 商業 68 65 39 36

⑥ 環状6号線（山手通り） 熊野町25番地先 商業 68 66 51 51

⑦ 環状8号線（環八通り） 小豆沢四丁目29番地先 工業 69 65 44 40

⑧ 一般国道17号（新大宮バイパス） 赤塚七丁目25番地先 第一種住居 63 62 47 46 昼65/夜60

凡例

昼70/夜65 昼75/夜70

等価騒音レベル（dB） 等価振動レベル（dB）

昼70/夜65

昼70/夜65

地点№ 路線名 測定場所 用途地域

:（騒音）環境基準超過 :（騒音・振動）要請限度超過

■環境施設帯（写真は植樹帯） 

環境施設帯は、幹線道路の沿道の

生活環境保全のために設置されま

す。 

■低騒音舗装 

車が走行する際の接地音やエン

ジン音の路面反射を吸収・低減さ

せます。 

裏面吸音板 

■遮音壁 

遮音壁を設けることによって回り込

む音のエネルギーが小さくなります。 

■裏面吸音板 

裏面吸音板は、下からの音の反射

音を低減させる働きがあります。 

表２-４-８ ２０２４（令和６）年度自動車公害調査結果 



第２部 環境保全の取組 基本目標４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 
 

- 60 - 

② 鉄道騒音 

(Ⅰ) 鉄道騒音の概況 

区内には東武東上線、都営三田線、東京メト

ロ有楽町線及び副都心線、ＪＲ埼京線、東北・

上越・北陸新幹線が走っています。現在、在来

線に対する騒音の環境基準はなく、新幹線のみ

が定められています。 

(Ⅱ) 新幹線における騒音 

図２-４-６において、軌道から１２.５ｍ と

２５ｍ の地点で新幹線の騒音測定を毎年実施して

います。測定結果は表２-４-９のとおりです。２

０２４（令和６）年度は環境基準値（７５デシベ

ル）を上回っておらず、過去１０年間においても

環境基準は超過していません。 

 

 

 

 

 (Ⅲ) 在来線における騒音 

図２-４-７において在来線の騒音測定を実施して

います。当該地点における在来線に対する環境基準

は存在しませんが、参考に騒音を測定しています。

測定結果は表２-４-１０のとおりです。 

 

     

 

 

 

 

(Ⅳ)鉄道騒音・振動対策 新幹線における騒音対策 

新幹線騒音の主な騒音発生原因は、高速走

行することで発生する風切り音や駆動音など

が挙げられます。騒音対策として有効な方法

は、大きく分けて以下の2種類に分けられま

す 

 

 

 

 

 

(a) 発生した後の音を小さくする方法 

現在行われている対策は、騒音レールの

防震ゴムや防音壁などが挙げられます。 

(b) 発生源である新幹線から発生する音自体を

小さくする方法 

既存車両の改造や新型車両の開発などが

対策として挙げられます。 

軌道からの距離 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

12.5 m（参考） 70 65 66 64 65 64 67 65 73 72 

25.0 m 69 65 65 62 64 63 67 65 73 72 

軌道からの距離 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

昼（7～22時） 64 66 64 66 65 67 66 66 64 66 

夜（22～7時） 60 61 59 62 61 63 61 62 60 62 

表２-４-９ 新幹線騒音経年変化 

図２-４-６ 新幹線鉄道騒音調査地点 

調査地点：板橋区舟渡１丁目７番地先 

類型Ⅱ［環境基準 ７５ ｄＢ 以下］ 

※地図の出展：地理院地図 

▶図２-４-７ 在来線鉄道騒音調査地点 

調査地点：板橋区成増３丁目２６番地先 

測定対象：東武東上線 

※地図の出展：地理院地図 

表２-４-１０ 騒音測定結果（等価騒音レベル：ＬＡｅｑ） 

※軌道中心から12.5メートル離れた地点で測定しています。 
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※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実

施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

これまで区内を走行する新幹線騒音は環境

基準が満たされてきましたが、さらに近年、

従来走行していたＥ２系やＥ３系の新幹線よ

り走行音の小さなＥ５系やＥ７系、Ｅ８系と

いった新型車両が相次いで開発され、新型車

両の運行割合が増加したことで騒音レベルは

さらに小さくなりました。 

(Ⅴ)在来線における騒音対策 

在来線の主な騒音発生原因は車輪やレール

の継ぎ目による騒音、電車自体の駆動音など

が挙げられます。現在の騒音対策として車輪

の研磨、ロングレール化の促進、軌道の改良

などが行われています。 

在来線については、新線を建設する場合に

は等価騒音レベル（※Ｐ９４）で昼間（７時

から２２時まで）は６０デシベル以下、夜間

（２２時から翌日７時まで）は５５デシベル

以下とするとの指針が１９９５（平成７）年

１２月に環境省より出されています。 

③ 建設騒音・振動 

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生

する作業を、騒音規制法及び振動規制法では

「特定建設作業」、東京都環境確保条例では

「指定建設作業」と定めています。 

騒音規制法・振動規制法では、くい打機、

びょう打機、さく岩機、空気圧縮機などを使

用する作業や、バックホウ、ブルドーザーな

ど（低騒音型を除く）を使用する掘削作業等

を特定建設作業として規制基準や作業時間を

定めており、規制基準に違反した場合には、

改善勧告や改善命令を受けることになります。 

指定地域内において特定建設作業を行う場

合は、当該特定建設作業の開始の日の７日前

までに事前の届出が必要で、区では届出を受

理するときに、付近住民へ工事内容を説明す

ることや、工法を工夫し騒音・振動をできる

だけ減らすことなどを指導しています（表２

-４-１１、表２-４-１２）。 

また、東京都環境確保条例では、特定建設

作業以外の作業（穿孔機を使用するくい打作

業や掘削機械を使用する作業など）について

「指定建設作業」として騒音・振動の規制基

準や作業時間を定めています。届出は不要で

すが、規制基準に違反した場合には、改善勧

告や改善命令を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

④ 工場等の騒音・振動 

区では、騒音・振動の固定発生源に対し、

騒音規制法・振動規制法と東京都環境確保条

例により騒音・振動などの規制・指導をして

います。 

 

  

(Ⅰ) 工場・事業場  

騒音・振動などの監視及び調査を実施し、

発生源の究明や防止対策の改善指導などを行

っています。工場等の設置・変更の際には、

届出が必要です。   

作業の種類 届出件数 

1 くい打機等を使用する作業 2 

2 鋼球を使用して破壊する作業 0 

3 舗装版破砕機を使用する作業 0 
 4 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰを使用する作業 219 
 合      計 221(219) 

作業の種類 届出件数 

1 くい打機等を使用する作業 2 

2 びょう打機を使用する作業 0 

3 さく岩機を使用する作業 331 

4 空気圧縮機を使用する作業 14 

5 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等を設けて行う作業 0 
6 ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等を使用する作業 0 

合       計 347(343) 

関連するホームページ 

（特定建設作業届出様式） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/k
ankyo/todokede/1005937.html 

 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

kankyo/todokede/1005937.html 

 

表２-４-１２ 振動規制法による特定建設作業 

(２０２４（令和６）年度) 

 

作業の種類 
届出 
件数 

1 くい打機等を使用する作業 7 

2 鋼球を使用して破壊する作業 0 

3 舗装版破砕機を使用する作業 0 
 4 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰを使用する作業 183 
 合      計 190（189） 

 (2019（平成31）年度) 

表２-４-１１ 騒音規制法による特定建設作業 

(２０２４（令和６）年度) 

 

表2-4-9 騒音規制法による特定建設作業 

(2019（平成31）年度) 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
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(Ⅱ) 深夜営業騒音  

東京都環境確保条例では、住居地域におい

て、２３時から翌日の６時まで飲食店・喫茶

店、ガソリンスタンド、ボーリング場、バッ

ティングセンター、スイミングプール、ゴル

フ練習場などの営業や材料置場における搬入

搬出などの作業について、規制基準を超える

騒音を発生させることが禁止されています。  

また、都内全域において、２３時から翌日

の６時まで飲食店・喫茶店の営業におけるカ

ラオケ装置やステレオなどの音響機器は、原

則、使用が禁止されています。  

(Ⅲ) 特定工場等  

騒音規制法や振動規制法では、特定の機械

や施設を定め、その施設を有する工場や事業

場等を特定工場等として規制指導を実施して

います。２０２４（令和６）年度の特定工場

等の諸届受付件数は表２-４-１３のとおりで

す。 

(a) 騒音規制法  

騒音規制法では、著しい騒音を発生する金

属加工機械などを特定施設として定め、それ

を設置する工場や事業場を特定工場等として

規制対象としています。特定施設の設置・変

更の際には、届出が必要です。 

(b) 振動規制法  

振動規制法では、騒音規制法と同様の規制

をしています。振動を発生する特定施設・特

定工場等が対象になります。

 

 

 

 

悪臭対策 

 悪臭公害の現状 

悪臭公害は、騒音・振動と同様に感覚公害

と呼ばれる生活に密着した問題です。このた

め、悪臭公害は、近隣の工場・事業場による

局地的な被害として苦情が寄せられるのがほ

とんどです。悪臭の発生源としては、印刷業

・食料品製造業・窯業・土石製品製造業等の

工場・事業場や、ごみの焼却・建設工事の防

水工事などがあります。悪臭の苦情は、１９

９８（平成１０）年度には１２３件のうち焼

却による悪臭が約半分を占めていました

が、その後「エコポリス板橋クリーン条

例」（関連Ｐ８５）での焼却自粛指導、東

京都環境確保条例での焼却禁止指導によっ

て悪臭の苦情自体が減少傾向にあります。

（図２-４-８） 

 悪臭規制 

工場・事業場の悪臭に関しては、悪臭防止

法と東京都環境確保条例により、規制・指導

をしています。 

区では、悪臭発生工場等の重点調査を行う

とともに、三点比較式臭袋法による臭気指数

（※Ｐ９３）（２００２（平成１４）年度ま

では臭気濃度）調査を行い、処理設備の設置

や維持管理を指導しています。 

騒音規制法に基づく諸届件数 振動規制法に基づく諸届件数 

内 

訳 

 特定工場等の設置・変更届 

 特定工場等の使用全廃届 

 特定工場等の氏名変更届など 

  

15   

18 

34 

 

 

内 

訳 

 特定工場等の設置・変更届 

 特定工場等の使用全廃届 

 特定工場等の氏名変更届など 

 

12        

14 

21 

        合      計 67 合      計    47 

関連するホームページ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/100

5931.html（騒音・振動規制法特定工場届出様式） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/10060

26.html（騒音・振動について） 

表２-４-１３ 特定工場等の諸届受付件数（２０２４（令和６）年度） 

 

表2-4-11 特定工場等の諸届受付件数（2019（平成31）年度） 

0
20
40
60
80
100
120
140

（件）

（年度）

悪臭公害件数

図２-４-８ 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-9 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
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土壌汚染対策 

 土壌汚染対策の概要 

土壌は、環境の重要な要素であり、人をは

じめとする生物の生存の基盤として、また、

物質循環の維持の要として重要な役割を担っ

ており、食料生産機能や水質浄化・地下水涵

養機能など、多くの機能を備えています。土

壌汚染（※Ｐ９４）の原因となる有害物質は、

不適切な取扱による原材料の漏出などにより

土壌に直接混入する場合のほか、事業活動な

どによる水質汚濁や大気汚染を通じ二次的に

土壌を汚染する場合があります。市街地の土

壌汚染については、近年、工場跡地等への集

合住宅の建設や企業の環境管理意識の高揚等

によって、汚染が判明する事例が増加してい

ます。

 

 板橋区の土壌汚染対策実績 

板橋区では、１９７５（昭和５０）

年から工場跡地を中心に土壌汚染の調

査・対策を実施してきました。２００

１（平成１３）年に東京都環境確保条

例の土壌汚染対策規定が施行された以

降は、土壌汚染調査・対策の届出件数

が増加しており、１９９７（平成９）

年度から２０２４（令和６）年度の状

況は、図２-４-９のとおりです。２０

２４（令和６）年度は調査件数１７件に

対し９件（約５３％）が基準を超過し土

壌汚染対策を実施しています。 

 

ＰＣＢ対策 

板橋区では２０１９（令和元）年度に１９

７７（昭和５２）年度末までに竣工した施設、

街灯、公園灯のＰＣＢ含有について全数調査

を行い、確認された高濃度ＰＣＢを２０２２

（令和４）年度に処理しました。 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）

の適正な処理を推進するために「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法（ＰＣＢ特措法）」が、２００１

（平成１３）年に施行されました。       

ＰＣＢは１９５４（昭和２９）年から１９

７２（昭和４７）年まで国内製造され、高圧

トランスやコンデンサ、安定器等の絶縁油に

使用されていましたが、カネミ油症事件をき

っかけとして製造が禁止されています。特に

高濃度ＰＣＢ廃棄物はトランス、コンデンサ

は２０２１（令和３）年度末まで、安定器等、

汚染物は２０２２（令和４）年度末までの処

理期限が定められています。 

 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2  R3 R4 R5 R6 

悪臭測定事業場数 6 5 10 7 6 7 8 7 6 5 5 5 

文書改善指示 1 1 6 8 3 2 2 0 0 2 1 2 

関連するホームページ 

（土壌汚染の取組） 

 

https://www.city.itabashi.t

okyo.jp/bousai/kougai/kouga

i/1006038.html 

 

表２-４-１４ 悪臭発生工場等の重点調査結

果 

 

表2-4-18 悪臭発生工場等の重点調査結果 

 

表2-4-12 悪臭発生工場等の重点調査結果 

 

表2-4-18 悪臭発生工場等の重点調査結果 

※ 基準とは、平成15年度以前は東京都又は板橋区の定めた基準であり、

土壌汚染対策法の基準ではない。 

※ 各年度の件数は、土壌汚染調査開始の年度で算定している。 

 
※ 基準とは、平成15年度以前は東京都または板橋区の定めた基準であ

り、土壌汚染対策法の基準ではない。 

※ 各年度の件数は、土壌汚染調査開始の年度で算定している。 
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図２-４-９ 土壌汚染調査実績 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-9 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
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有害化学物質対策 

 大気汚染防止法及び東京都環境確保条例による規制 

(Ⅰ) 大気汚染防止法による規制 

(a)  有害物質 

有害物質は、物の燃焼等に伴い発生する物

質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずる恐れがある物質として定義され、ば

い煙発生施設に対して排出基準が定められて

います。 

(b)  有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質は、継続的に摂取される

場合には人の健康を損なう恐れがある物質で

大気汚染の原因となるものとして定義されて

います。 

 

 

(c)  指定物質 

有害大気汚染物質のうち、その排出又は飛

散を早急に抑制しなければならない物質を指

定物質として定義し、３物質について指定物

質抑制基準が定められています。また、この

３物質に、ジクロロメタンを加えた物質につ

いて有害化学物質の環境基準が定められてい

ます。区では、２０００（平成１２）年度か

ら板橋第八小学校屋上・北野小学校屋上・舟

渡小学校測定室の３か所でベンゼン・トリク

ロロエチレン・テトラクロロエチレンの調査

を開始しました。２００２（平成１４）年度

からはジクロロメタンを加え４物質の調査を

行っています。

 

調査地点＼項目 ベンゼン 
(μg/m3) 

トリクロロエチレ
ン 

(μg/m3) 

テトラクロロエチレ
ン 

(μg/m3) 

ジクロロメタン 
(μg/m3) 

板橋第八小学校屋上※ 0.31 0.40 0.11 1.5 

北野小学校屋上※ 0.39 0.59 0.09 1.8 

舟渡小学校測定室※ 0.26 0.92 0.16 2.1 

(都)板橋氷川局平均 0.70 0.81 0.15 3.7 

都区部一般局平均 0.73 0.91 0.19 2.3 

環境基準 3.00 130 200 150 
※の測定地点は、年2回の調査の平均値 

(Ⅱ) 東京都環境確保条例による規制 

有害ガスの規制基準値は２００１（平成１３）年４月に改正され、４２物質について定められ

ています。 

 化学物質の適正管理 

(Ⅰ) ＰＲＴＲ法による化学物質の適正管理 

ＰＲＴＲ法（※Ｐ９５）は、有害性のある

様々な化学物質の環境への排出量を把握する

ことにより、化学物質を取り扱う事業者の自

主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学

物質による環境の保全上の支障が生ずること

を未然に防止することを目的としています。 

このＰＲＴＲ法により、製造業、鉱業、電

気事業、ガス業などの２４業種で、従業員数

が２１人以上で、トルエン、キシレン、鉛等

（第一種指定化学物質（４６２物質）（※Ｐ

９４）を年間1トン以上、特定第一種指定化

学物質（※Ｐ９４）については０.５トン以

上）を取り扱う事業者に、環境中への排出量

及び廃棄物としての移動量についての届出が

義務付けられました。 

(Ⅱ)東京都環境確保条例による化学物質の適正管

理 

２０００（平成１２）年１２月に、都は

「東京都環境確保条例」を新たに制定しまし

表２-４-１５ ２０２４（令和６）年度有害大気汚染物質の調査結果 
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関連するホームページ 

（適正管理化学物質届出様式） 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bous

ai/kankyo/todokede/1005932.html 

た。この中で、性状及び使用状況等から特に

適正な管理が必要とされる、六価クロム、Ｐ

ＣＢ、トリクロロエチレンなどの５７項目の

化学物質（以下「適正管理化学物質」とい

う。）を取り扱う事業者に対し、自主的な適

正管理や安全性の高い代替物質への転換を促

すとともに、有害化学物質の排出抑制を図る

規定が設けられました。適正管理化学物質は

現在５９物質となっています。 

この東京都環境確保条例により、工場又は

指定作業場を設置している者で、適正管理化

学物質を年間１００ｋｇ以上取り扱う者（以

下「適正管理化学物質取扱事業者」という。）

に、毎年度、その前年度の適正管理化学物質

ごとの使用量、製造量、製品としての出荷量、

排出量及び移動量の把握と知事（区長）への

報告が義務付けられています。 

また、適正管理化学物質取扱事業者は、事

業所ごとに化学物質の取扱時における排出の

防止や事故時の安全確保を効果的に行えるよ

うに、化学物質の性状や製造工程などに応じ

た取扱方法を文書化したもの（以下「化学物

質管理方法書」という。）の作成が義務付け

られており、さらに従業員数が２１人以上の

場合には知事（区長）への提出が必要となっ

ています。なお、２０１３（平成２５）年１

０月に化学物質適正管理指針が改正され、震

災や事故等の緊急時の対応策について記入す

る項目が化学物質管理方法書に追加され、２

０２１年（令和３）年４月にも化学物質適正

管理指針が改正され、水害対策等が追加され

ました。 

 

 

 

 

公害の未然防止 

工場や事業場等には公害を未然に防止する

ため、東京都環境確保条例や騒音規制法・振

動規制法などの関係法令により、事前の認可

や立入調査等を行うことが定められています。 

 工場認可制度 

東京都環境確保条例では一定規模の物品の

製造、加工又は作業を常時行う事業場等を工

場として、規制基準の遵守、認可申請及び各

種届出、公害防止管理者の設置などを義務付

けています。また、違反した場合は、改善命

令や操業停止命令等の処分を定めています。 

(Ⅰ) 工 場 

東京都環境確保条例では、(a)定格出力の

合計が２.２キロワット以上の原動機を使用

する事業場、(b)定格出力の合計が０.７５キ

ロワット以上２.２キロワット未満の原動機

を使用する縫製、印刷、金属の打抜きなど１

４種類の事業場、(c)塗料の吹付け、金属の

鍛造、インク又は絵具の製造など４３種類の

事業場を東京都環境確保条例上の工場と定め

ています。 

(Ⅱ) 工場認可申請 

工場を設置しようとする者は、あらかじめ

工場の建物、機械設備、作業内容、騒音など

の公害防止対策を記載した認可申請書を、区

に提出して設置の認可を受けなければなりま

せん。また、工場設置後に設備等を変更しよ

うとする場合にもあらかじめ変更認可申請が

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

適正管理化学物質 

使用量等報告書 

工場 62 57 55 51 52 50 

指定作業場 49 43 47 47 43 46 

化学物質 

管理方法書 

工場 3 2 6 2 4 2 

指定作業場 1 1 4 1 1 1 

表２-４-１６ 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-27 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-14 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-27 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
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必要なほか、氏名（社名）変更や承

継、廃止届などの届出が必要です。区

は認可申請書に基づき、現地調査等の

審査を経て６０日以内に認可できるか

どうか判断します。設置や変更認可を

受けた工場は、工事完成後「工事完成

届出書」を提出し、区の認定を受けた

後、操業できることになります。 

(Ⅲ) 板橋区の工場 

板橋区内の認可済工場数のうち、金

属製品製造業が最も多く、次いで印刷・同関

連業、一般機械器具製造業となっており、区

の地場産業を形成しています。また、用途地

域別（※Ｐ９５）に見ると、工業系の地域、

商業系の地域、住居系地域の順に操業してい

ます。 

 

 

 指定作業場届出制度 

東京都環境確保条例では、工場には該当し

ない事業場で公害発生の恐れのある事業場等

を「指定作業場」と定義して、工場と同様に

規制基準の遵守、設置等の届出等を義務付け

ています。 

(Ⅰ) 指定作業場 

自動車駐車場、ガソリンスタンド、洗濯施

設、材料置場、下水処理場、ボイラーや焼却

炉などを有する施設等３２種類の事業場を

「指定作業場」と定義しています。 

 

(Ⅱ) 指定作業場設置届 

指定作業場を設置しようとする者は、工場

と同様に、設置に先立って作業場の建物、機

械設備、作業内容等を記載した届出書を区に

提出しなければなりません。届出者は、受理

された日から３０日を経過した後でなければ

工事に着手できません。これは、届出が受理

された後、区が記載内容の審査や設置予定場

所の実査を行って、支障がある場合は届出受

理日から３０日以内に限り計画の変更を命ず

業      種 件 数 業      種 件 数 

製 

 

造 

 

業 

食料品製造業 207 

製 
 

造 
 

業 

金属製品製造業 769 
飲料・たばこ・飼料製造業 4 はん用機械器具製造業 22 
繊維工業 62 生産用機械器具製造業 57 
木材・木製品製造業 106 業務用機械器具製造業 95 
家具・装備品製造業 46 電子部品・デバイス製造業 29 
パルプ・紙・紙加工品製造業 100 

 

電気機械器具製造業 72 
印刷・同関連業 665 

 

情報通信機械器具製造業 13 
化学工業 37 輸送用機械器具製造業 116 
石油製品・石炭製品製造業 1 その他の製造業 81 
プラスチック製品製造業 131 

サ
ー
ビ
ス
業 

洗濯・理容・美容・浴場業 54 
ゴム製品製造業 11 廃棄物処理業 41 
なめし革・同製品・毛皮製造業 9 自動車整備業 

 

 

251 
窯業・土石製品製造業 15 機械等修理業 26 
ガラス・同製品製造業 3 その他の事業サービス業 40 
鉄鋼業 12 そ  の 他 

1 

1 
非鉄金属製造業 82 合計 3,158 

表２-４-１７ 板橋区内の認可済工場数（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-15 板橋区内の認可済工場数（2020（令和2）年3月末現在） 
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図２-４-１０ 用途地域別認可工場数 

（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

図2-4-11 用途地域別認可工場数（2020（令和

２）年3月末現在） 
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ることがあるからです。 

 

 

 

 

 公害防止管理者 

(Ⅰ) 東京都の公害防止管理者制度 

東京都環境確保条例で定める規模以上の工

場は公害防止管理者を選任し、公害の未然防

止のための監督を行わせるよう定められてい

ます。２００１（平成１３）年４月から東京

都環境確保条例の改正により、公害防止管理

者の資格基準や、資格取得方法が改正されま

した。また、騒音規制法、振動規制法、大気

汚染防止法等による大規模な特定施設を設置

している工場には「特定工場における公害防

止組織の整備に関する法律」により、工場の

業種及び規模に応じて、国家資格を持った公

害防止管理者の選任が義務付けられています。

 

 

 

 

 

 

  

指 定 作 業 場 の 種 類 件

数 

指 定 作 業 場 の 種 類 件数 

レディミクストコンクリート製造場 0 豆腐又は煮豆製造場 5 

自動車駐車場 773 砂利採取場 0 

自動車ターミナル 8 洗濯施設を有する事業場 188 

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、液化石油ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ及び天然ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ 51 廃油処理施設を有する事業場 0 

自動車洗車場 6 汚泥処理施設を有する事業場 0 

ウエスト・スクラップ処理場 5 し尿処理施設を有する事業場 0 

廃棄物の積替え場所又は保管場所 25 汚水処理施設を有する事業場 0 

セメントサイロ 0 下水処理場 1 

材料置場 29 暖房用熱風炉を有する事業所 0 

死亡獣畜取扱場 0 ボイラーを有する事業所 42 

と畜場 0 
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関、ｶﾞｽ機関又は 

ｶﾞｿﾘﾝ機関を有する事業所 
1 

畜舎 0 焼却炉を有する事業所 5 

青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 1 地下水揚水事業場 2 

工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有す

る作業場 
0 浄水場 1 

臭化メチル等を使用する食物の燻蒸場 2 病院 8 

めん類製造場 13 試験・研究機関 13 

  合計 1,179 

東京都公害防止管理者資格 選 任 対 象(人) 選 任 者 数(人) 選 任 率（％

） 

1 種 26 26 100 

2 種 155 115 74 

合 計 181 141 78 

表２-４-１８ 板橋区内の届出済指定作業場（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-16 板橋区内の届出済指定作業場（2020（令和2）年3月末現在） 

表２-４-１９ 東京都公害防止管理者選任状況（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-17 東京都公害防止管理者選任状況（2020（令和2）年3月末現在） 
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関連するホームページ 

（板橋区の産業融資制度） 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bun

ka/chusho/yuushi/1005528.html 

 

④ 公害防止資金の斡旋等 

産業融資制度 

区では産業融資制度において、融資斡旋と

利子補給を行っています。当制度の利用によ

り、事業者が公害防止対策を講じるための資

金を低利で調達できます（表２-４-２０）。 

アスベスト除去費用に対する融資制度 

区内の中小企業者（不動産貸付業を含む）

の方は、工場、店舗、事務所、賃貸共同住宅

等の、修繕時に行うアスベスト撤去工事に産

業融資制度が利用できます。 

 

 

※上記の制度は一例です。この他にもご利用いただける制度があります。 

 

 

公害相談・苦情 

２０２４（令和６）年度に、区で受け付け

た公害苦情は、合計で年間２１７件となって

おり、その内容は、工場等を発生源とする被

害に対する訴えや、開発に伴う土壌汚染、近

隣住民の生活音の問題など様々です。 

区に寄せられる公害苦情は、必要に応じて

現地調査、測定・分析を経て、発生源に対し

て指導・助言を行うものです。区民の公害に

対する意識や社会情勢の変化を反映して、多

種多様な内容になっており、公害対策を進め

る上で、重要な情報となっています。 

① 公害苦情の分類 

公害苦情は発生源別と現象別により、以下

のように分類されます。 

(Ⅰ) 公害発生源 

公害発生源は、次の４つに分類されます。 

(a) 工場：東京都環境確保条例に定める２.

２㎾以上の原動機を使用する物品の製

造・加工又は作業を行うものなど。 

(b) 指定作業場：東京都環境確保条例に定

める２０台以上の駐車場、ガソリンス

タンド、一定規模以上のボイラーを使

用する事業所など。 

(c) 建 設 作 業：騒音規制法・振動規制法

に定めるくい打ちなどの特定建設作業、

東京都環境確保条例に定めるパワーシ

ョベル等を用いる指定建設作業、その

他の建設作業。 

(d) 一般：飲食店・喫茶店、学校・病院、

一般家庭など、上記3分類以外のもの。 

(Ⅱ) 公害現象 

大気汚染（ばい煙、粉じん、有害ガス）、

水質汚濁、悪臭、騒音、振動、土壌汚染、地

盤沈下の典型７公害をいいます。 

② 最近の公害苦情の傾向 

工場及び事業場に対する公害苦情は、図２

-４-１１の発生源別に示すとおり、建設作業

が最も多く、次いで一般、工場、指定作業場

の順となっています。現象では、騒音が最も

多く、次いで振動、粉じんの順となっていま

項  目 内   容 項  目 内   容 

申込資格 業歴1年以上の法人及び個人 融資利率 長期プライムレート+0.2％以内 

融資限度額 5,000万円以内 利子補給 60か月目まで融資利率×0.3（上限1.0％) 

融資期間 10年（120か月）以内（据置1年以内を含む） 

その他 
 金融機関との協議により、必要に応じて連帯保証・担保・東京信用保証協会の信用保
証をつけることになります。 

窓 口 産業経済部産業振興課産業支援係 電話（3579）2172 

表２-４-２０ 設備資金融資 

 

表2-4-18 設備資金融資 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
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その他 ばい煙 悪臭

振動 騒音

騒音

140件

55.8%
振動

47件

18.7%

悪臭

25件

10.0%

粉じん

33件

13.1%

ばい煙

3件

1.2%

その他

3件

1.2%

建設

作業

74件

53%

一般

54件

38%

工場

7件

5%

指定作業場

5件

4%

建設作業

43件

91.5%

工場

3件

6.4%

一般

1件

2.1%

す。なお、１つの発生源で２つ以上の現象、

例えば、１つの工場から騒音と振動の現象が

ある場合は、公害発生件数と公害現象件数は

異なります。 

近年、ライフスタイルの多様化や人間関係

の希薄化により、不快な外的要因に対する人

々の不満が表面化した結果、生じる苦情が増

えています。これらは法律や条例等では解決

が困難なものも多く、快適な都市生活を維持

するためには、ルールを守ること、コミュニ

ケーションを図ることといった、社会生活に

おける周辺環境への配慮が求められています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ おもな公害現象別発生源 

公害現象別の上位を占めるのは騒音と振動

です。まず騒音については、一般が増加傾向

にあり、主に飲食店営業によるものや産業機

械や家庭用機器の稼働によるものとなってい

ます。建設作業では主に東京都環境確保条例

に定める指定建設作業（関連Ｐ６３）や騒音

規制法に定める特定建設作業（関連Ｐ６３）

によるものとなっています。次に振動につい

ては、主に東京都環境確保条例に定める指定

建設作業や騒音規制法に定める特定建設作業

によるものとなっています。

 

  

 

 

   

   

 

▶図２-４-１１ 

公害苦情受付件数 

 

図2-4-12 公害

苦情受付件数 

▼図２-４-１２ 

公害苦情の最近の傾向 

 

図2-4-13 公害苦情の

最近の傾向 

▶図２-４-１３ 

公害現象別発生源 

 

図2-4-14 公害現象別

発生源 

建設

作業

125

件

57.6

%

一般

74件

34.1%

工場

12件

5.5%

指定作業

場 6件

2.8%

発生源別 
計217件 

現象別 
計251件 

騒音 
計140件 

振動 
計47件 
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関連する 

活動指標 

 
関連する活動指標 

0 10 20 30 40 50 60

不明
無指定

工業専用
工業

準工業
商業

近隣商業
準住居
住居

中高層住居専用
低層住居専用

用
途
地
域

工場
指定作業場
建設作業
一般

④ 用途地域別公害苦情受付件数 

２０２４（令和６）年度の公害受付件数は

２１７件であり概ね横ばい、公害関係法令

に基づく改善指導件数は１０８件と大きく

減少しました。 

 

工場による苦情は主に工業系地域（準工業

地域、工業地域、工業専用地域）で発生して

います。一方、一般における苦情の半分は住

居系地域（低層住居専用地域、中高層住居専

用地域、住居地域）において発生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 公害相談 

２０２４（令和６）年度の公害相談件数

は２６０件と２０２３（令和５）年度と比較

し大きく減少しました。大半は土壌汚染に関

するものが占められており、次に大規模建築

物相談となっています。区に寄せられる公害

相談は、区民の公害に対する意識や社会情勢

の変化を反映して、多種多様な内容になって

います。公害相談は、電話等で寄せられた相

談に対して適切な助言を行うもので、公害対

策を進める上で、重要な情報となっていま

す。 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

公害苦情件数※1 251 件  
 

255 件 217 件 横ばい 

公害関係法令に基づく改

善指導件数※2 
201 件 ― 219 件 108 件 ― 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

公害相談件数 2,182 件 ― 489 件 260 件 ― 

土壌汚染

155件

59.6%

大規模建築物等

95件 36.5%

アスベス

ト 1件

0.4%

建設工事

1件 0.4%
法・条例

2件 0.8% 焼却 1件

0.4%

その他 5

件 1.9%

公害相談合計

260件

図２-４-１４ 用途地域別公害苦情受付件数 

 

図2-4-15 用途地域別公害苦情受付件数 

※1 必要に応じて現地調査、測定・分析を経て、発生源に対して指導・助言を行ったもの 

※2 公害関係法令（東京都環境確保条例及び騒音・振動規制法等）に基づき、工場、指定作業

場等に対して 

立入検査を行い、その結果、改善指導を行った件数 

（件） 

図２-４-１５ 公害相談の内訳 

 

図2-4-16 公害相談の内訳 
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関連するホームページ 

（板橋区環境政策課公式X（旧ツイッター）） 
https://twitter.com/kan_itabashi 

 
関連する活動指標 

環境調査に関する情報の発信 

板橋区の環境調査を広く知ってい

ただくために、Ｘ（旧ツイッター）

を活用した環境調査に関する情報発

信をしており、２０２４（令和６）

年度は、１０４件の発信をしまし

た。X（旧ツイッター）では、区の鳥

ハクセキレイの「ハクちゃん」が板

橋区に棲む生き物や板橋区に植生の

ある植物の紹介、エコポリスセンタ

ーの情報や環境保全に関する啓発の

投稿（ポスト）をしています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

環境調査に関する情報のＸ

（旧ツイッター）発信数 
25 件 

 

136 件 104 件 進展 

▶板橋区環境政策課Ｘ（旧ツイッター） 

▶区の鳥ハクセキレイの 

ハクちゃん 

https://twitter.com/kan_itabashi
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（２）潤いのある景観や美しい街並みの保全 
 

 

良好な都市景観                                  

 都市景観の概況 

板橋区の街並みは、小豆沢から赤塚方面

にかけて緑豊かな樹林地が残る崖線が“み

どり”の骨格軸を形成し、その北側には憩

いの水辺空間を創出している荒川や新河岸

川が“みず”の骨格軸を形成しています。

また、旧中山道沿いの旧板橋宿や志村一里

塚、薬師の泉など歴史を感じさせるところ

もあります｡一方、計画的に整備された高島

平の中高層住宅団地とケヤキ並木通りは都

市的で整然とした住環境を形成し、閑静な

低層住宅街として開発された常盤台は良好

な住宅地の景観を見せています。また、成

増駅北口、浮間舟渡駅前、大山駅周辺が、

再開発事業によって街の景観を一新しまし

た。 

 

 良好な都市景観への取組 

板橋区の景観に対する取組としては、１９

９０（平成２）年及び１９９２（平成４）年

に、区内の好きな街並みや、懐かしい風景、

お気に入りの建物などの写真を募集し、“活

き粋いたばしまちなみ景観賞”として表彰し

ました。川越街道の五本けやきや中台地域の

サンシティ、石神井川緑道など数十件にも及

ぶものが褒賞されました。 

また、２００２（平成１４）年度には、板

橋ならではの自然景観、都市景観、名所・旧

跡、イベントを、「板橋十景」として選定し

ました。「板橋十景」は、心に残る風景や風

物、感動や安らぎを与えるものとして現在で

も親しまれています。 

その他、２０１７（平成２９）年度策定の

「板橋区都市づくりビジョン」では、「街並

み・景観の形成」として、区民主体の活動と

連携しながら、商店街、良好な住宅地の街並

み、崖線の緑、石神井川の桜並木等の地域の

特徴や地域資源を活かした良好な景観を形成

するとしています。 

  

図２-４-１６ 板橋区の景観構造 

 

■ 石神井川の桜 
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関連する活動指標 

 良好な都市景観への誘導 

板橋区の地域特性や歴史性に配慮した、こ

まやかな景観まちづくりを進めるため、板橋

区のめざすべき景観形成の方針を示す「板橋

区都市景観マスタープラン」を２００８（平

成２０）年度に策定しました。 

さらに、２０１１（平成２３）年度には、

上記マスタープランを指針として、景観法に

基づく「板橋区景観計画」を策定しました。

この「板橋区景観計画」は、景観法の諸制度

を活用した取組を推進していくことで、板橋

区の良好な景観形成の実現を図ることを目的

としています。建築物等の届出制度や、景観

重要公共施設・景観重要建造物・景観重要樹

木の指定、表彰制度など、区民、事業者、区

が協力しあいながら行動していくことをめざ

しています。届出制度では、建築物等の形態

・意匠・色彩や緑化計画などについて景観協

議を実施し、その協議内容に基づき、建築物

等が建築されていくことで、少しずつですが、

周辺景観と調和した良好な街並みづくりが推

進されていきます。 

 

特に良好な景観の形成を図る必要があると

認める区域を「景観形成重点地区」に指定し、

地区独自の景観に関するルールを定めること

で、地区特性を生かした良好な景観の形成に

取り組んでいます。直近では、２０２２（令

和４）年４月に板橋宿不動通り地区を５地区

目として指定し、現在は６地区目の指定検討

地区として、赤塚四・五丁目において、地元

主導で景観まちづくりを推進しています。 

また、景観イベントや板橋区景観賞などの

実施により、区民の皆様一人ひとりが景観の

担い手であることをご理解いただき、景観ま

ちづくりに取り組んでいただけるよう、普及

啓発活動にも取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

環境美化活動 

 板橋クリーン作戦 

２０２４（令和６）年度の「板橋クリーン

作戦」参加者数は１６,５５８と増加していま

すが、ごみの回収量は５,８８６袋と増加して

います。 

私たちのまち板橋を、ポイ捨てのないきれ

いなまちにしていくために、全区的統一環境

行動として「板橋クリーン作戦」を年２回実

施しています。この作戦は、事前に参加者団

体を募集し、実施期間中の都合の良い日に清

掃・美化活動を行ってもらうことで、区民一

人ひとりの環境美化意識の向上及び自主的な

環境美化活動の輪を広げることを目的として

います。今後も引き続き、環境美化意識の向

上及び自主的な環境美化活動の推進に取り組

んでいきます。 

(Ⅰ) 春の板橋クリーン作戦 

（５月２５日～６月９日） 

(Ⅱ) 秋の板橋クリーン作戦 

（１１月１日～３０日） 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

景観形成重点地区指定数 4 地区  
 

5 地区  5 地区 進展 

■ 石神井川の桜 

 

■ 石神井川の桜 
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 関連する活動指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポイ捨て防止キャンペーン 

（１２月１日～９日） 

２０２４（令和６）年度は１,２６５名の

区民の皆さんに参加いただきました。 

ポイ捨て防止キャンペーンとは、ごみのポ

イ捨てが多く、人通りの多い駅周辺等でポイ

捨て防止キャンペーンを実施することにより、

区民一人ひとりの環境美化意識を高め、板橋

区をポイ捨てのないきれいなまちにすること

を目的として実施しています。区民の皆さん

へポイ捨て禁止を訴えるだけでなく、事業所

・店舗周りの清掃や従業員への美化意識の啓

発・指導などを盛り込んで呼びかけています。 

  今後も実施内容の検討を続けながら、区民

の皆さんへの啓発活動に取り組んでいきます。 

③ 板橋クリーン作戦ごみ拾い選手権 

（２月１５日） 

２０２４年（令和６）年度は、９チーム２

４名の方に参加いただきました。 

ごみ拾い選手権は、環境美化に関する興味

関心を持ってもらうため、チーム毎に集めた

ごみの重さなどを競うイベントです。清掃活

動をより楽しくするために、ゲーム性を持た

せ、特に若い世代の人々を清掃活動へ呼び込

むことを目的として２０１３（平成２５）年

度より実施しています。今後も参加率を上げ

ていくため、環境美化意識を高めるための、

取組を推進していきます。 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

「板橋クリーン作戦」参加者数 18,721 人 ― 17,203人 16,558人 ― 

「板橋クリーン作戦」におけるごみ回収量 6,600 袋 ― 5,597袋 5,886袋 ― 

関連するホームページ 

（板橋クリーン作戦） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousa

i/kougai/bika/clean/index.html 

 

■ 春・秋の板橋クリーン作戦 

 

■ 春・秋の板橋クリーン作戦 

関連するホームページ 

（ポイ捨て防止キャンペーン） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bou

sai/kougai/bika/1006093.html 

 

関連するホームページ 

（板橋クリーン作戦ごみ拾い選手権） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bous

ai/kougai/bika/clean/1006106.html 

■ ごみ拾い選手権 

 

■ ごみ拾い選手権 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
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基本目標５ 「環境力」の高い人材の育成 

１ 板橋区の現状 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

◼ 活動指標 
 

※1 この指標は、区が行っている人材育成に関わる環境講座等の参加者数を集計したものとなります。 

※2 この指標は、外部人材を活用して環境学習を実施している区立小中学校及び区立保育園・幼稚園の割合となります。 

※3 この指標は、板橋区環境教育プログラム（関連P78）を実践している（参考にしている場合も含む）区立小中学校及び 区

立保育園・幼稚園の割合となります。 

※4 この指標は、地球温暖化防止のために暮らしの中でできる9つの行動（エコアクション9）の実施率で、講座等の参加者 ア

ンケートから集計したものとなります。

※4 この指標は、地球温暖化防止のために暮らしの中でできる9つの行動（エコアクション9）の実施率で、講座等の参加者 アンケートか

ら集計したものとなります。

◼  

◼  

◼  

◼  

◼  

◼  

◼  

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

目標値 
令和7年度 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗率 進捗度 

人材育成に関わる環境講

座参加者数※1 
199 人 

 
400 人 243 人 224 人 12.4％ 漸進 

外部人材を活用した環境

学習実施校(園)の割合※2 
76.1 ％   100 ％  62.2 ％  64.2 ％ 0％未満 停滞 

環境教育プログラム利用

校（園）の割合※3 
74.4 ％ 

 
100 ％  83.8 ％  83.5 ％ 35.5％ 漸進 

エコ生活(エコアクショ

ン９)の実施状況※4 
75.0 ％  

 
100 ％ 82.7 ％ 82.0 ％ 28.0％ 漸進 

環境教育・環境学習等の拠点施設であるエコポリスセンターを中心に、環境関連の講座やイ

ベント、学校や地域へ訪問し実施する出前講座などを展開してきました。新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、従前のような形で環境講座、イベントを開催できなかった２０２０

（令和２）年度～２０２１（令和３）年度に、環境講座参加者数等が大きく減少したものの、

徐々に以前の水準に戻りつつあります。 

学校などの教育現場では、ＥＳＤ（Education for Sustainable Development：持続可能な開

発のための教育）の考え方を重視し、板橋区が独自に開発した保幼小中一貫環境教育カリキュ

ラムに基づいて、保幼小中一貫型の環境学習を推進しています。また、板橋区独自の情報や特

性を踏まえて開発した「環境教育プログラム」は、広く教育現場で活用されており、２０２３

（令和５）年度は区立保育園・幼稚園及び区立小中学校の８３.８％が環境教育プログラムを

実施しました。引き続き、「環境力」の高い人材育成をテーマとした環境講座の実施や、イベ

ントの開催など環境にふれ合う機会を提供いたします。 

 

  

 

《板橋エコみらい塾》 

板橋エコみらい塾とは、環境に興味がある方や環境ボラ

ンティアをめざす方に向けて実施している連続講座です。

受講した方が学びを提供する側になるために、座学だけで

なく施設見学やワークショップなど多彩なプログラムを提

供しています。板橋エコみらい塾受講後は、登録制のボラ

ンティア制度である「エコライフサポーター」や環境団体

として活躍するなど、活動の場を広げています。 
■ 環境施設見学 
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◼ 参考データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコアクション９ 

 区が実施している普及啓発事業の一つで、地球温暖化防止のために暮らしの中

でできる９つの行動です。積極的に実践しましょう！ 

 

  ①冷暖房は適切に使っている（室内温度目安：夏２８℃、冬２０℃） 

  ②テレビを見ていないときは消している 

  ③照明はこまめに消し、買い替え時にはＬＥＤランプを選んでいる 

  ④冷蔵庫の温度は適切に設定し、開けている時間を短くしている 

  ⑤調理の火力をこまめに調節している 

  ⑥シャワーのお湯はこまめに止めている 

  ⑦お風呂はできるだけ間を開けずに入浴している 

  ⑧できるだけ公共交通機関・自転車・徒歩で移動し、車を運転するときは 

燃費の良い運転を心がけている 

  ⑨マイボトル・エコバッグを使っている 

199 193
241

336

451

185
218

348

243 224

0

100

200

300

400

500

H26 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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（年度）

図２-５-1 人材育成に関わる環境講座   

 参加者数の推移 

76.177.4

66.767.564.3

36.0 

52.3

62.262.264.2

0
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60

80

100
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図２-５-２ 外部人材を活用した環境学習 

    実施校(園)の割合の推移 

図２-５-３ 環境教育プログラム利用校 

（園）の割合 

（基準年値） 

（基準年値） 

74.4 
80.0 

74.6
82.579.5

69.4
60.4

78.4
83.883.5
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図２-５-４ エコ生活(エコアクション９)の 

実施状況の推移 

75.0 
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関連するホームページ 

（エコポリスセンター） 

https://itbs-ecopo.jp/ 

関連する 

活動指標 

２ 環境施策の活動状況 

（１）環境教育の推進、環境保全活動を担う人材の育成 
 

 

エコポリスセンター 

 エコポリスセンターの概要 

エコポリスセンターは、人と環境が共生する

都市「エコポリス板橋」の実現をめざし、環

境教育の拠点施設として、1995(平成７)年４

月に開設されました。エコポリスセンターで

は各種イベント・環境啓発事業等の実施を行

っています。２０２４（令和６）年度の環境

講座・教室開催回数については、２０２３

（令和５）年度を下回る結果となりましたが、

参加者数については、２０２４（令和６）年

度の参加者数が２０２３（令和５）年度を上

回るものとなりました。 

年間を通して、様々な展示やイベントを実施

するほか、夏には緑のカーテンを育成し、区

内屈指の緑のカーテンを間近に鑑賞できる機

会を提供しています。 

 エコポリスセンターが展開する環境学

習事業 

エコポリスセンターは、環境について「知る

・気づく」→「考える・学ぶ」→「行動する」

→「交流する・育てる」という自然なステップ

アップが図れるよう事業を展開しています。こ

の学びのサイクルの実践として、環境啓発事業、

環境学習事業、指導者養成事業、個人・団体・

企業の育成・支援事業を展開し、区内の環境教

育の推進を図っています。また、エコポリスセ

ンター職員等が区内保育園や学校、地域等へ出

向き、出前講座を通して環境学習の機会を提供

しています。今後も地域と密着した環境教育の

拠点施設として、区民や事業者、団体などと連

携を図り、良好なパートナーシップを築いてい

くための活動に取り組んでいきます。

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

環境講座・教室開催回数※1 677 回   730 回 491 回 後退 

環境講座参加者数（人材育成

に関わる講座を除く）※2 
22,898 人   16,916人 17,524 人 後退 

環境学習講師派遣人数※3 363 人  329 人 379 人 横ばい 

環境学習施設の入館者数※4 270,195 人   298,269人 345,262 人 進展 

環境講座受講前後の知識・

考え方の変化※5 
63 ％※6  83.7 ％ 84.6 ％ 進展 

■ エコポリスセンター ■ 緑のカーテン 

※1 エコポリスセンターをはじめ、区が行っている環境に関する講座等の開催回数を集計したもの 

※2 エコポリスセンターをはじめ、区が行っている環境に関する講座等の参加者数を集計したもの 

※3 出前講座の際にエコポリスセンターが派遣する指導者等の人数 

※4 エコポリスセンター、熱帯環境植物館、リサイクルプラザの入館者数を合計したもの 

※5 エコポリスセンターの環境講座等を受講した前後で、「環境」についての知識や考え方に変化があった者 

の割合で、講座等の受講者アンケートから集計したもの 

※6 平成28年度値 

■ 出前授業 

https://itbs-ecopo.jp/
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関連するホームページ 

（板橋区環境教育プログラム） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

kankyo/kyoiku/1015347/index.html 

学校における環境教育 

 板橋区環境教育プログラム 

板橋区独自の情報や特性を踏まえて開発し

た環境教育のためのプログラムです。環境教

育プログラム利用校（園）の割合は２０２４

（令和６）年度８３.５％であり、２０２２

（令和３）年度以降、安定して増加傾向にあ

ります。 

環境学習の知識や経験の少ない指導者でも

すぐに利用できるような、具体的で活用しや

すいプログラムを区HP上で掲載しています。

児童館、保育園、幼稚園、小中学校、あいキ

ッズなどで活用されています。 

プログラムの活用を高めることができるよ

う、学習シートや参考資料などもダウンロー

ド可能です。今後も、プログラムの更新・見

直しを行い、活用しやすいプログラムを提供

します。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

■環境教育プログラム（ホームページ画面） 

■プログラムの例： 

    対象：小学３年～中学７年 

時間：７０分～１２５分 

 

■プログラム実践動画 

（ＹｏｕＴｕｂｅ上にて動画を公開

しています。） 

 

 

 

 

■プログラムの進め方 

（ホームページ上に公開しています。） 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/kyoiku/1015347/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/kyoiku/1015347/index.html
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② 板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム 

(Ⅰ) 区立小中学校での実践 

(a) 校庭の自然を生かした環境教育の取組 

 

 

 

 

 

区内の小学校では、ビオトープ（※Ｐ９４）

や芝生など、校庭の自然を生かした環境教育

の学習に取り組んでいるところもあります。 

総合的な学習の時間では、ビオトープと人

との関わりの視点で、環境保全の大切さと持

続可能性について、子どもたち一人ひとりが

考えを深める学習をしています。 

また児童が学校周辺の樹木から、自分の気

に入った木を決める学習も行っています。見

た目が気に入っているものや、思い出がある

ものなど、児童は様々な理由でお気に入りの

木を決めました。近隣の小学校で同様の活動

を行い、学校間で発表も行う予定です。 

こうした活動を通して、環境や郷土に対す

る関心を高め、持続可能な社会づくりの担い

手となるための力を育んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

ユネスコスクールとは、ユネスコの理念を

実現するための実践を行う学校で、世界中の

学校との交流を通じて情報や体験を分かち合

うこと、地球規模の諸問題に若者が対処でき

るような新しい教育内容や手法の開発、発展

をめざすことを目的として活動を行います。

文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会は、

ユネスコスクールをＥＳＤの推進拠点として

位置付けています。 

板橋区では、２０２５(令和７年)年９月現

在、板橋第二小学校、板橋第七小学校、緑小

学校、蓮根第二小学校、高島第一中学校、西

台中学校の６校が加盟校として、桜川小学校、

紅梅小学校、中台小学校の３校が申請校とし

て、ＥＳＤの考え方を取り入れた環境教育を

推進しています。加盟校及び候補校、申請校

の子どもたちは、エコポリスセンターから

「子ども環境大使」として任命され、各校の

特色を生かした取組を行い、ＥＳＤを推進し

ます。 

２０２４（令和６）年度は、板橋第二小学

校、板橋第七小学校、緑小学校、蓮根第二小

学校、桜川小学校、高島第一中学校、西台中

学校の７校が、子ども環境大使としての取組

内容をまとめ、エコポリスセンターで館内展

示及びWeb展示を行いました。 

(Ⅱ) 板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム

の概要 

(a) 保・幼・小・中で一貫したねらいをもって

実施 

教育委員会では、２０１１（平成２３）年

４月に「板橋区保幼小中一貫環境教育カリキ

ュラム」を策定しました。これは、保幼小中

一貫型のカリキュラムであることが大きな特

徴です。板橋区の小中一貫教育カリキュラム

である「板橋のｉ（あい）カリキュラム」と

しても位置付けられています。４歳児から中

学校第９学年までの１１年間を、子どもの発

達段階に応じて４期に分け、それぞれの段階

における目標と、子どもたちが身に付ける資

質・能力を系統立てて示しています。これに

よって、就学前から小中学校で「持続可能な

開発のための教育(ＥＳＤ)」（※Ｐ９５）の

考え方に基づいた系統的な環境学習の実施を

図ってきました。 

■2025（令和7）年度 任命式の様子 
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(b) カリキュラムの内容 

発達段階に合わせて、以下のとおり３つの

段階を設けています。 

【ＦＥＥＬ】 

環境を身近な問題として捉える感受性、共

生や他者に対する思いやりの心を育成してい

く段階です。この段階で育む感受性や思いや

りの心が、今後の問題解決を進めていく原動

力になると考えます。 

【ＴＨＩＮＫ】 

問題解決の活動を通して、環境に対する見

方や考え方を育成していく段階です。 

【ＡＣＴ】 

これまで身に付けた力を生かし、身の回り

の環境に働きかける実践力を育成する段階で

す。 

(c) 環境を捉える視点について 

環境は様々な視点で捉えることができます

が、本カリキュラムでは「循環」「多様性」

「生態系」「共生」「有限性」「保全環境」

の、６つの視点を設定し、内容的に偏りがな

いようにしています。加えて、学習活動につ

いては、「身近な環境」から「全地球規模の

環境」への視野の広がりや、「自らの生活を

見直すこと」から「地域社会生活に自らが働

きかけていくこと」へというように、発達段

階に応じて、同じ視点で繰り返し学べる構成

になっています。 

また、２０１７（平成２９）年の学習指導

要領の改訂を踏ま

え、学習指導要領

の内容と、板橋区

全体で取り組んで

いるＳＤＧｓ（持

続 可 能 な 開 発 目

標）の視点を取り

入 れ 、 ２ ０ １ ９

（平成３１）年４月に改訂を行いました。 

(Ⅲ) 板橋区環境教育テキスト 

「未来へ」の概要 

板橋区環境教育カリキュラムに基づく学習

活動を各学校で効果的に実施するため、教育

委員会事務局指導室では、２００８（平成２

０）年度に小学校第３学年・第４学年向け

「未来へ１」と小学校第５学年･第６学年･中

学校第７学年向け「未来へ２」、２００９

（平成２１）年度に中学校第８学年･第９学

年向け「未来へ３」の３冊を作成しました。 

自然や文化、産業も含めた身の回りの全て

を環境と捉え、その「多様性」に気付き、自

分の生活との「つながり・かかわり」につい

ての理解を進め、その上で自らが環境に働き

かける実践力を育成していけるような内容に

なっています。テキストは、区内小中学校全

児童・生徒に配付しています。 

さらに、教師用指導書も作成し、「未来へ

１･２」「未来へ２･３」をそれぞれ一冊にま

とめ、教員が内容面での見通しをもって指導

できるようにしています。 

「未来へ」は、その時々の社会の要請に応

じて改訂を重ねてきました。２０１５（平成

２７）年の改訂では、より郷土板橋の特色を

感じさせる内容にし、柔軟に内容を選択でき

るようにしました。また、２０１９（平成３

１）年４月の改訂では、ＳＤＧｓの視点から

内容を見直しました。 

板橋区の子どもたちがこのテキストを活用

し、ＥＳＤの考え方に基づいた授業を通して

学び、ＳＤＧｓの達成に向けて、知恵と実践

力を身に付けてくれることを願っています。

 

■板橋区環境教育カリキュラム ■板橋区環境教育テキスト「未来へ」 

」 
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関連する 

活動指標 

（２）わかりやすい環境情報の発信 
 

環境情報の発信 

エコポリスセンターでは、環境への「興味・

関心」を深めるため、様々な媒体を用いて、環

境に関する情報を提供しています。２０２４

（令和６）年度の環境情報の更新回数は１,１

２５件であり、環境講座やエコポリスセンター

館内で育成している植物等の紹介を行いました。

紙媒体のほかにホームページ・ＳＮＳ（Ｘ（旧

ツイッター）・フェイスブック・インスタグラ

ム）なども用いて、多くの方の目にとまるよう、

幅広く発信しています。 

今後も、ＳＮＳ等を通じて魅力ある情報発信

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境イベントの開催 

環境への「興味・関心」を深め、「参加・

体験」していただく機会として、様々な環境

関連のイベントを開催しています。２０２４

（令和６）年度における環境イベント等開催

回数は１９４回、環境イベント等参加者数は

２７,４０１人でした。 

環境保全活動の実践につなげるため、「環

境なんでも見本市」などのイベントを実施し、

意識啓発を行っています。 

今後も、環境への「興味・関心」へと繋が

るイベントやワークショップを開催していき

ます。 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

区から発信する環境情報の更

新回数※ 
356 件  1,279 件 1,125 件 進展 

※ エコポリスセンターの公式ホームページ、Ｘ（旧ツイッター）、フェイスブック・インスタグラ

ムの情報を更新した回数の合計を集計したもの。 

■エコポリスセンター 

フェイスブック 
■エコポリスセンター 

Ｘ（旧ツイッター） 
■エコポリスセンター 

インスタグラム 

■エコライフフェア夏 ■環境なんでも見本市 
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関連する 

活動指標 

 

 

 

 

 

 

 

３ 関連計画 
板橋区環境教育推進プラン２０２５ 

 策定 

持続可能な社会の構築に向けて、環境教育

を計画的かつ効果的に進めるため、２００７

（平成１９）年２月に「板橋区環境教育推進

プラン」を策定しました。その後、環境教育

推進法の改正を踏まえ、さらに連携・協働し

て進めていくことをめざし、２０１６（平成

２８）年３月に「板橋区環境教育推進プラン

２０２５」を策定しました。 

 位置づけ 

環境教育等促進法に基づいた計画です。ま

た「板橋区環境基本計画2025」の基本目標５

『「環境力」の高い人材の育成』と基本目標

６「パートナーシップが支えるまちの実現」

を具体的に示した計画でもあります。 

 期間 

２０１６（平成２８）～２０２５（令和７）

年度までの１０年間 

 成果指標 

表２-５-１のとおり１０項目の指標を設定

し、環境教育の進捗状況を測るものさしとし

て使用しています。また、各指標における２

０２４（令和６）年度の実績値は表中の各参

照ページをご参照ください。

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

環境イベント等開催回数※1 244 回  196 回 194 回 後退 

環境イベント等参加者数※2 96,949 人  26,784 人 27,401 人 後退 

 
板橋区環境教育推進プラン2025の成果指標 

２０２４（令和

６）年度実績 

参 照 ペ ー

ジ 

1 全区民参加型環境保全キャンペーン参加者数 17,823人 P83   

2 環境講座参加者数 17,524人 P77   

3 環境教育プログラム利用校（園）の割合 83.5% P75   

4 人材育成に関わる環境講座参加者数 224人 P75   

5 環境学習講師派遣人数 379人 P83   

6 環境登録団体数 20団体 P83   

7 エコポリスセンター事業へのボランティア等参加者数 963人 P83   

8 外部人材を活用した環境学習実施校（園）の割合 64.2% P75   

9 エコ生活（エコアクション９）の実施状況 82.0% P75   

10 環境講座受講後の知識・考え方の変化があった者の割合 84.6% P77   

表２-５-１ 板橋区環境教育推進プラン２０２５の成果指標 

関連するホームページ 

（板橋区環境教育推進プラン２０２５） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kank

yo/kyoiku/plan/1006002.html 

 

※1 エコポリスセンターをはじめ、区が行っている環境イベント等の開催回数を集計したもの。 

※2 エコポリスセンターをはじめ、区が行っている環境イベント等の参加者数を集計したもの。 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/kyoiku/plan/1006002.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/kyoiku/plan/1006002.html


第２部 環境保全の取組 基本目標６ パートナーシップが支えるまちの実現 
 

- 83 - 

 

基本目標６ パートナーシップが支えるまちの実現 

１ 板橋区の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 活動指標 

※1 エコポリスセンターの事業に協力したボランティアの人数を集計したもの。 

※2 エコポリスセンター及びいたばし総合ボランティアセンターへの登録団体を集計したもの（重複は除く）。 

※3 区内保育園や小中学校等における環境学習の出前講座の際にエコポリスセンターが派遣する指導者等の人数。 

※4 この指標に含まれるキャンペーンの一つである「打ち水キャンペーン」については、従来行っていた一堂に集まって行う手

法から個人で個別に行う方針としたため、参加者数の把握が困難なことから指標の実績はその他キャンペーン（春・秋の板

橋クリーン作戦、ポイ捨て防止キャンペーン）の参加者数を参考値として掲載しました。 

  

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

目標値 
令和7年度 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗率 進捗度 

エコポリスセンター事業

へのボランティア等参加

者数※1 
990 人   1,300 人 622 人 963 人 0％未満 停滞 

環境登録団体数※2 27 団体 
 

37 団体  23 団体  20 団体 0％未満 停滞 

環境学習講師派遣人数※3 363 人 
 

500 人 329 人 379 人 11.7 ％ 漸進 

全区民参加型環境保全キ

ャンペーン参加者数※4 
25,674 人  31,500 人  18,388 人 17,823 人 ― ― 

区民団体（エコポリス板橋環境行動会議、環境活動団体）と区の協働をはじめ、町会・自治

会、商店街、企業、ＮＰＯ・ボランティア、大学など、様々な主体との連携・協働により、様

々な普及啓発活動、環境保全活動を推進しています。 

これらの活動も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各種キャンペーンへの参加

者やエコポリスセンターの事業に協力するボランティア参加者数、環境学習講師派遣人数は２

２０（令和２）年度～２０２１（令和３）年度に一時落ち込んだものの、徐々に復調傾向にあ

ります。一方で、環境登録団体は、構成員の高齢化などを背景に減少が続き、団体のすそ野を

広げることが課題となっています。 

環境活動の活性化につながるよう、環境教育・環境活動を広める機会を充実し、板橋区の環

境を支える人づくりに取り組んでいきます。あわせて、若い世代や環境活動の新たな担い手へ

のアプローチを強化し、環境教育・環境活動のネットワークづくりを進めていきます。 
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◼ 参考データ
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図２-６-４ 全区民参加型環境保全キャンペーン 

参加者数の推移 
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図２-６-３ 環境学習講師派遣人数の推移 
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図２-６-２ 環境登録団体数の推移 

 

（基準年値） 
 

図２-６-１ エコポリスセンター事業への 

       ボランティア等参加者数の推移 

 《出前講座》 

エコポリスセンター職員や環境団体等が区内保育園・幼

稚園、小中学校、地域等へ出向き、出前講座を実施してい

ます。出前講座で取り扱うテーマは地球温暖化やごみ問

題、身近な生き物・自然環境など多岐に渡ります。 

今後も、各教育施設や地域等の要望に基づき講師を派遣す

るとともに、地域に根差した環境学習の推進を行っていきま

す。 
 

■ 保育園への生き物に関する出前授業 

（年度） 
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関連するホームページ 

（エコポリス板橋クリーン条例） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/koug

ai/bika/ecopolice/1006099.html 

関連する 

活動指標 

２ 環境施策の活動状況 

（１）環境保全活動への参加や協働を 

進める仕組みづくり 
エコポリス板橋クリーン条例 

迷惑喫煙防止のためボランティアからなる

「板橋区喫煙マナーアップ推進員」制度を２

００５（平成１７）年４月に創設しました。

現在、４５名（２０２５（令和７）年３月３

１日現在）の推進員が、各地域で、吸い殻の

清掃活動などに積極的に取り組んでいます。 

また、喫煙マナー指導員（区委託）による

巡回パトロール時に「路上禁煙地区」内の定

点におけるたばこのポイ捨て件数を調査して

います。２０２４（令和６）年度実績は月平

均６３０本でした。 

「エコポリス板橋クリーン条例」は地域の

環境美化活動の推進や区民の良好な生活環境

を確保することを目的として、１９９８（平

成１０）年１０月に制定しました。この条例

では、ごみやたばこの吸い殻のポイ捨てを禁

止するとともに、歩きたばこや自転車に乗り

ながらの喫煙をしないよう努めることを規定

しています。 

また、条例では、乗降客の多い駅周辺等を

「路上禁煙地区」に指定し、終日路上での喫

煙を禁止しており、現在８地区（成増駅周辺、

上板橋駅周辺、大山駅・区役所周辺、板橋駅

・新板橋駅周辺、ときわ台駅周辺、高島平駅

周辺、東武練馬駅周辺、志村坂上駅周辺）が

対象となっています。 

さらに、迷惑喫煙防止啓発のため、区内２

１の駅頭において区職員と推進員が協働で行

う「駅頭キャンペーン」や、喫煙マナー指導

員（区委託）による巡回パトロールなどを実

施しています。 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 

方向性 
実績値 

令和5年度 
実績値 

令和6年度 
進捗度 

喫煙マナーアップ推進員人数 157 人 
 

48 人 45 人 後退 

路上禁煙地区(8地区)内の定点におけ
るたばこのポイ捨て月平均本数※ 1,300 本/月 

 

 
647 本/月 630 本/月 進展 

◀喫煙マナーアップ推進員 

（ボランティア） 

▶喫煙マナー指導員 

（区委託職員） 

※ 基本目標４「快適で健康に暮らせる生活環境の実現」の環境施策2「潤いのある景観や美しい街並みの保全」

の指標であるが、「エコポリス板橋クリーン条例」に関する取組としてまとめて表記する。 

今後の対策：様々な媒体を用いて積極的な事業の啓発に努めていきます。 
 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006099.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006099.html
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エコポリス板橋環境行動会議 

板橋区は、２００１（平成１３）年１０月、

「エコポリス板橋」実現のため、住民による

任意の環境活動が、組織的な連携の場所を持

つことにより一層活発化することをめざし、

「エコポリス板橋環境行動会議」を設立しま

した。会議は、学識経験者、団体、地区環境

行動委員会からそれぞれ推薦のあった方、区

職員で構成されています。 

「エコポリス板橋環境行動会議」は、委員

相互の緊密な連携のもとに、広く区民等に対

して、環境保全・環境美化に関する普及啓発、

環境情報の提供などを行います。 

２０２４（令和６）年度の活動方針は以下

のとおりです。 

 

また、「エコポリス板橋環境行動会議」で

は、区民の環境美化意識を高め、自主的な

環境美化活動の輪を広げていくため、活動

方針に基づき、全区的統一行動として事業

計画を定めています。２０２４（令和６）

年度の取組結果は表２-６-１のとおりです。 

 

エコポリス板橋環境活動大賞 

エコポリス板橋環境活動大賞は、区民や団

体、企業などの「エコライフスタイル」の支

援、環境保全に関する意識の向上を通じて、

環境戦略に基づく施策の総合化を推進するこ

とを目的とし、低炭素社会形成の推進や循環

型社会の推進、環境保全活動等に積極的に取

り組む方々に対し、表彰を行うものです。 

これは、従来の「板橋区環境保全賞」をリニ

ューアルしたのもので、２０１１（平成２３）

年度より実施しています。 

２０２０（令和２）年度以降は、コロナ禍

の影響等により、中止しています。 

 

① 地域清掃及び環境美化の推進 

（春・秋の板橋クリーン作戦） 

② ごみのポイ捨て防止の推進 

（ポイ捨て防止キャンペーン） 

③ 地球温暖化対策への取組 

（CO2削減区民運動「エコライフウィーク」） 

④ 情勢に応じた、環境問題についての情報交換 

⑤ 当会議の活動内容や環境情報の周知 

全区的統一行動 2024（令和6）年度の取組結果 

春の板橋クリーン作戦 （P73参照） 

秋の板橋クリーン作戦 （P73参照） 

ポイ捨て防止キャンペーン （P74参照） 

板橋クリーン作戦ごみ拾い選手権 （P74参照） 

打ち水重点啓発期間 

7月15日から9月3日までの期間に、地球温暖化防止及びヒートアイ

ランド緩和(※P94)のための活動の一環として打ち水の啓発を行

いました。SNS等を活用し広く区民に呼びかけました。 

CO 2削減区民運動 

（エコライフウィーク） 
夏季・冬季に、エコアクション9（関連P76）の啓発を行いました。 

関連するホームページ 

（エコポリス板橋環境行動会議） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/ko

ugai/bika/ecopolice/1006102.html 

表２-６-１ 区内統一行動と２０２４（令和６）年度の取組結果 

関連するホームページ 

（エコポリス板橋環境活動大賞） 

■エコポリス板橋環境活動大賞 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/

1006100.html 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006102.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006102.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006100.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/ecopolice/1006100.html
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関連する 

活動指標 

関連するホームページ 

（エコポリスセンター各種登録制度） https://itbs-ecopo.jp/various-application/ 

区民団体における取組 

 エコポリスセンターでは、環境活動を行う

個人・団体等の活動支援や、環境について行

動できる人づくりに力を入れています。 

 ２０２４（令和６）年度、ボランティアな

どの協力を受け入れたエコポリスセンター事

業数は１５８件でした。 

区民団体の中には、事業の受託者や講師と

して活躍している団体もあります。ボランテ

ィアや講座等を通して、来館者との交流も深

めています。今後も、ボランティアの活動機

会を提供すると共に、継続的な人材の育成を

めざしていきます。

 

 

   

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

ボランティアなどの協力を受入れ
たエコポリスセンター事業数※1 183 件 

 
 175 件 158 件 後退 

自主講座支援回数※2 ２ 回  1 回 0 回 後退 

※1 エコポリスセンターの事業のうち、ボランティアが協力した事業の件数を集計したもの 

※2 団体が自主企画した講座をエコポリスセンターが支援した回数 

《エコライフサポーター》 

エコポリスセンターでは、登録制のボランティア制度を実施

しており、登録された方は「エコライフサポーター」として、

イベントや出前講座のサポートなど幅広い分野で活動していま

す。 

今後も、区民の皆さんと協働で環境学習、環境啓発事業等を

展開していきます。 
 

■ イベントでのサポート 

 

https://itbs-ecopo.jp/various-application/
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１ 板橋区の概況・年表 

（１）板橋区の概況 

① 位置、面積、地形、河川 

板橋区は、東京都２３区の中で北西部に位置し、西から北にか

けては白子川、荒川をはさみ埼玉県と相対しています（図1）。 

面積は、３２.２２㎞2で、２３区中９番目の大きさとなってい

ます。 

地形は、平均海抜３０m前後の武蔵野台地と荒川の沖積低地によ

り形成されています。この荒川を本谷として白子川、石神井川な

どの谷が走り、起伏に富んだ地形となっています。 

河川は、北部に荒川、新河岸川、白子川が、中央部に石神井川

が流れています（図２）。 

② 道路・鉄道 

区内の幹線道路は、放射状道路の中山道、川越街道を

はじめとして、首都高速５号線が区を南北に通り、環状7

号線が東西に通っています。 

また区内には、ＪＲ東北・上越新幹線、ＪＲ埼京線、

東武東上線、都営地下鉄三田線、東京メトロ有楽町線・

副都心線の各鉄道が走っています。 

③ 人口 

２０２６（令和８）年３月１日現在の板橋区の人口は

約５８万人、世帯数は約３３万世帯となっています。 

④ 産業 

板橋区の工業は、出荷額で約３千９百億円（２０２４（令和６）年経済構造実態調査）となって

おり、東京都２３区の中では２番目です。また、板橋区には多様な業種が混在していますが、出版

・印刷・精密機械の集積が高く、都内にあって、化学・鉄鋼といった業種が見られるのが特徴の一

つです。 

現在、区内には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（東京都環境確保条例）」に基

づく、認可工場が３,２１３件（２０２４（令和６）年３月末現在）あります。 

⑤ 板橋区の変遷 

板橋区が歴史にその名を登場させたのは、鎌倉時代といわれています。江戸時代には、板橋宿が

中山道第一の宿場町として栄え、周辺部は穀倉地として江戸の発展を支えました。明治時代以降、

鉄道の開通や水運の便等によって工場の進出が相次ぐとともに、関東大震災以降、住宅地としての

開発も進みました。 

戦後、高度経済成長期になると、板橋区の市街地化が急速に進み、現在では、徳丸や赤塚の一部

を除き、ほぼ全域が市街地化されました。

参考資料 

 

図２ 板橋区の概況図 

図１ 東京都２３区分布図 
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（２）公害・環境保全の歴史 

暦年 環境に関連する出来事 板橋区の出来事 

1932（昭7）  ・板橋区誕生 

1949（昭24） ・東京都で全国初の工場公害防止条例制定  

1953（昭28） ・水俣病患者はじめて発生  

1954（昭29） ・東京都、騒音防止に関する条例制定  

1955（昭30） ・東京都、ばい煙防止条例制定  

1957（昭32） ・荻野医師「イタイイタイ病」鉱毒説発表  

1958（昭33） 
・江戸川本州製紙汚水事件 

・水質保全法、工場排水規制法制定 
 

1961（昭36） ・四日市ぜんそく患者多発  

1962（昭37） 

・東京に光化学スモッグ連続発生し問題化 

・ばい煙規制法制定 

・石油供給量が石炭を上回る 

 

1964（昭39） ・新潟県阿賀野川流域で有機水銀中毒患者発生  

1965（昭40）  ・23区にさきがけ、建築課の中に公害係設置 

1967（昭42） ・公害対策基本法制定  

1968（昭43） 
・地下鉄6号線開通 

・大気汚染防止法、騒音規制法制定 
 

1969（昭44） ・東京都公害防止条例制定 ・公害規制の事務委任を受け公害課設置 

1970（昭45） 

・新宿区牛込柳町で鉛公害発生 

・光化学スモッグ被害初めて発生 

・水質汚濁防止法制定 

 

1971（昭46） 

・環境庁設置 

・PCBによる環境汚染表面化 

・悪臭防止法制定 

 

1972（昭47） 

・国連人間環境会議ストックホルムで開催 

・自然環境保全法制定 

・東京における自然の保護と回復に関する条例制定 

 

1973（昭48） 
・昭和48年度自動車排出ガス規制告示 

・石油危機、物価高騰、物不足起きる 
 

1974（昭49） ・酸性雨被害発生  

1975（昭50） ・江東区、江戸川区を中心に六価クロム問題発生 ・公害健康被害補償法により板橋区など19区が指定 

1976（昭51） ・振動規制法制定 ・初の公害認定患者（10名） 

1977（昭52）  
・首都高速5号線（Ⅱ期）が開通 

・三点比較式臭袋法による悪臭規制開始 

1978（昭53） ・二酸化窒素（NO2）環境基準改定 ・隅田川水系浄化対策連絡協議会発足 

1979（昭54） ・東京の自動車300万台を突破 
・板橋区検査センター完成、環境監視システム、公害分析

室を設置 

1980（昭55） ・東京都環境影響評価条例制定 ・公害苦情相談員制度開設 

1982（昭57） ・窒素酸化物総量規制の実施  

1983（昭58） ・東京地域公害防止計画策定  

1984（昭59）  
・「板橋区基本構想」策定 

・高速王子線環境影響評価書案提出 

1985（昭60）  
・「板橋区基本計画」スタート 

・白子川汚濁対策協議会発足 

1986（昭61）  
・「板橋50万人グリーンラブ計画」策定 

・建築環境部公害対策課発足 

1987（昭62） ・「東京都環境管理計画」策定 ・板橋区快適環境懇談会設置 

1988（昭63）  

・メタノール自動車導入 

・第一回石神井川フェスティバル開催 

・三園交差点立体化 

1989（平元） ・「東京都自動車公害防止計画」策定 ・石神井川流域環境協議会発足 

1990（平2） 
 ・環状8号線環境影響評価書案提出 

・メタノール自動車助成開始 

1991（平3） 

 ・「板橋区快適環境ガイドライン」策定 

・環境保全課に課名変更 

・リサイクル推進課設置 

・高速中央新宿線環境影響評価書案提出 
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1992（平4） 

・「自動車NOx法」制定 

・東京都地球環境保全行動計画の策定 

・ブラジルで地球サミット開催 

・区内に大型メタノールスタンド設置 

・「板橋区リサイクル条例」制定 

1993（平5） ・「環境基本法」制定 ・「エコポリス板橋」環境都市宣言 

1994（平6） 

・「環境基本計画」閣議決定 

・東京都環境基本条例制定 

・「アジェンダ21いたばし」策定 

・豊島地区清掃工場環境影響評価書案提出 

・熱帯環境植物館開設 

1995（平7） 

・「国の事業者・消費者としての環境保全に向 

けた取組の率先実行のための行動計画」 

（率先実行計画）閣議策定 

・「容器包装リサイクル法」成立 

・エコポリスセンター開設 

・環境監視システムの更新 

1996（平8） 

 ・区内に急速充電スタンドを設置 

・環境情報表示板「かんきょうくん」を本庁舎一階に設置 

・区の標語「木も育つ ぼくらも育つ この地球」を本庁

舎一階に設置 

1997（平9） 

・「環境影響評価法」成立 

・「気候変動に関する国際連合枠組条約第3回 

締約国会議（COP3）」開催（京都） 

・「庁内環境管理・監査システム」構築 

・天然ガス自動車小型充填機を設置 

・第3次「板橋区リサイクル推進計画」策定 

・板橋区資源環境審議会設置 

・清掃事業移管担当副参事配置 

1998（平10） 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」成立 

・「エネルギーの使用の合理化に関する法律 

（省エネ法）」改正 

・清掃事業担当課設置 

1999（平11） 

・「ダイオキシン類対策特別措置法」成立 

・「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善に関する法律（PRTR法）」成立 

 

・「エコポリス板橋クリーン条例」制定 

・ISO14001の認証取得 

・「板橋区環境基本計画」策定 

・「板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処

理に関する条例」制定 

・太陽光発電システム・太陽熱温水器設置費助成制度の創設 

2000（平12） 

・「循環型社会形成推進基本法」成立及び循環関

係6法の成立 

・「東京都公害防止条例」の改正により「都民の

健康と安全の確保する環境に関する条例（東京

都環境確保条例）」に改名 

・板橋区環境白書の発行(第1回)「環境レポート1999」 

・「板橋区一般廃棄物処理基本計画」策定 

・「板橋区地球温暖化対策推進実行計画」策定 

・清掃事業の東京都から23区への事務移管に伴い、清掃事業

課、板橋東清掃事務所、板橋西清掃事   務所、志村清掃事

業所設置 

2001（平13） 

・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に 

関する特別措置法（PCB法）」成立 

・「自動車NOX、PM法」成立 

・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」成立 

・「エコポリス板橋環境行動会議」設立 

・「板橋・環境創造講座」開講 

・ISO14001認証更新及び区内区立小・中学校・幼稚園に認

証拡大 

2002（平14） 

・「自然再生推進法」成立 

・ ヨハネスブルグサミット開幕 

・地球温暖化対策推進大綱決定 

・「自動車リサイクル法」成立 

・「土壌汚染対策法」成立 

・東京都「地球温暖化阻止！東京作戦」開始 

・区制施行70周年 

・区の鳥が「ハクセキレイ」に決定 

2003（平15） 

・「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育

の推進に関する法律（環境教育推進法）」成立 

・｢循環型社会形成推進基本計画｣決定 

・東京都「ディーゼル車規制」開始 

・家庭用パソコンのリサイクル開始 

・エコポリスセンターにおいて「グリーン電力証書システ

ム」導入 

・ ISO14001適用範囲を清掃事務所に認証拡大 

・本庁舎ESCO事業導入 

・「板橋区環境基本計画」の見直し開始 

2004（平16） 

・「ヒートアイランド対策大綱」決定 

・「特定外来生物による生態系等に係る被害の 

防止に関する法律」成立 

・「産業廃棄物不法投棄ホットライン」設置 

・「景観法」成立 

・「環境情報の提供の促進等による特定事業者 

等の環境に配慮した事業活動の促進に関する 

法律（環境配慮促進法）」成立 

・「大気汚染防止法」改正（VOC規制導入） 

・板橋区が「地球環境大賞 優秀環境自治体賞」受賞 

・路上禁煙地区を決定（成増駅周辺、上板橋駅 

周辺、大山駅・区役所周辺） 

・板橋第七小学校が「緑のカーテン」で「地球温暖化防止

活動環境大臣賞」受賞 
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2005（平17） 

・「京都議定書」発効 

・「京都議定書目標達成計画」策定 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(廃掃法)」改正 

・「東京都環境確保条例」改正(「エネルギー環境計

画書」「省エネラベリング制度」創設等） 

・「東京都廃棄物条例」改正 

・「YUMEパーク大和町」オープン 

・喫煙マナーアップ推進員制度創設 

・アスベスト総合対策を決定 

・板橋エコアクション（IEA）創設 

・路上禁煙地区の追加決定(板橋・新板橋駅周辺、 

ときわ台駅周辺、高島平駅周辺) 

・「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」策定 

・「板橋区一般廃棄物処理基本計画」策定 

・ISO14001の規格改訂に伴い、板橋区環境マネジメントシ

ステムを新規格に適合するよう改訂 

・熱帯環境植物館に指定管理者制度を導入 

・リサイクル推進課と清掃事業課が清掃リサイクル課に再編成 

2006（平18） 

・「第三次環境基本計画」策定 

・アスベストを0.1%を超えて含有する全ての 

物の製造・輸入・譲渡・提供・使用が中止 

・環状8号線開通 

・東京都「10年後の東京」策定 

 

・リサイクルプラザ開設 

・路上禁煙地区の追加決定（東武練馬駅周辺） 

・ペットボトルモデル回収開始 

・粗大ごみ日曜収集・持込制度開始 

・地下水及び湧水保全条例制定 

・「板橋区環境読本」発刊 

2007（平19） 

・「21世紀環境立国戦略」策定 

・「東京都気候変動対策方針」策定 

・東京都「「緑の東京10 年プロジェクト」 

基本方針」策定 

・坂本区長就任 

・「板橋区環境教育推進プラン」策定 

・サーマルリサイクルモデル収集開始 

・ペットボトル回収を区内全域の集積所で開始 

2008（平20） 

・「エネルギー使用の合理化に関する法律 

（省エネ法）」改正 

・「東京都環境確保条例」改正 

・Ｇ８北海道洞爺湖サミット開催 

・「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定 

・「いたばしNo.1実現プラン」策定 

・サーマルリサイクル本格実施 

・ごみ処理手数料の改定 

・粗大ごみ収集日を毎日に変更 

・ごみ収集日・粗大ごみ収集状況のEメールでの通知開始 

・「赤塚不動の滝と周辺地域」「志村城山公園と市周辺地

域」を湧水保全地域に指定 

・「板橋区環境教育ハンドブック」作成 

2009（平21） 

・「土壌汚染対策法」改正 

・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する 

法律（化審法）」改正 

・太陽光発電の固定価格買取制度開始 

・「国連気候変動枠組条約第15回締約国 

会議（COP15）」開催（コペンハーゲン） 

・板橋区が「循環・共生・参加まちづくり表彰環境大臣賞」受賞 

・「板橋区環境基本計画（第二次）」策定 

・板橋区環境教育テキスト「未来へ」作成 

・路上禁煙地区の追加決定（志村坂上駅周辺） 

・第二回全国緑のカーテンフォーラム開催 

・ICLEI世界大会に参加 

2010（平22） 

・改正省エネ法の完全施行 

・「生物多様性国家戦略2010」閣議決定 

・「生物多様性条約第10回締約国会議 

（COP10）」開催（名古屋） 

・「国連気候変動枠組条約第16回締約国会議 

（COP16）」開催（カンクン） 

・「赤塚城址及び区立赤塚植物園周辺地域」を湧水保全地

域に指定 

・改正省エネ法に対応したISO14001の改正 

2011（平23） 

・「東北地方太平洋沖地震」発生 

・福島第一原子力発電所事故（レベル７）発生 

・「電気事業法第27条」等による電気の使用制限

や節電への取組 

・「国連気候変動枠組条約第16回締約国会議

（COP17）」開催（ダーバン） 

・板橋区緑の基本計画「いたばしグリーンプラン2020」を

策定 

・「板橋かたつむり運動」の開始 

・区関連施設において空間放射線量測定を開始 

・区関連施設における節電や輪番休業の実施 

・文化会館・上板橋体育館ESCO事業導入 

2012（平24） 

・「環境基本計画」閣議決定 

・「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」開

始 

・「国連気候変動枠組条約第18回締約国会議

（COP18）」開催（ドーハ） 

・区制施行80周年 

・エコポリスセンターに指定管理者制度を導入 

・スマートコミュニティ研究会へ参加 

・ICLEI「地球の気候変動適応策推進に向けた日米政策対

話」事業に参加 

・教育科学館・大原社会教育会館ESCO事業導入 

・環境課に課名変更、環境戦略担当課長配置 

2013（平25） 

・「小型家電リサイクル法」施行 

・「国連気候変動枠組条約第19回締約国会議

（COP19）」開催（ワルシャワ） 

・「緑のカーテンハンドブック」発行 

・「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」策定 

・環境戦略担当課を設置 

・スマートシティ検討調査事業を実施 

・「建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針」策定 

・「使用済小型家電」拠点回収の開始 
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2014（平26） 

・「災害廃棄物対策指針」策定 

・「水循環基本法」、「雨水利用促進法」制定 

・「エネルギー基本計画」閣議決定 

・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告 

・「板橋区スマートシティ検討調査報告書」策定 

・デマンドレスポンス事業の導入（板橋区保健所・板橋健

康福祉センター・リサイクルプラザ） 

2015（平27） 

・「水銀汚染防止法」制定 

・「建築物エネルギー消費性能向上法」制定 

・政府が2030年の「ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ(電源構成)」決定 

・政府が温室効果ガスの削減目標を含む「約束草案」決定 

・「廃棄物処理法」および「災害対策基本法」改正  

・「気候変動影響適応計画」策定 

・「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議

(COP21)」開催(パリ)、「パリ協定」採択 

・国連主催の「国連持続可能な開発サミット」に

おいて「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」採択(「持続可能な開発目標」（SDGs）) 

・ISO14001の規格改定 

・新庁舎南館の竣工 

・「板橋区ハッピーロード大山商店街エネマネ事業化検討

委員会」を実施 

・「板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処

理に関する条例」施行 

・「行政財産の有効活用（屋根貸し）による太陽光発電事

業」開始（リサイクルプラザ） 

・「区営高島平七丁目アパートスマート化事業」開始 

・「板橋区基本構想」策定 

2016（平28） 

・「気候変動・経済社会戦略」発表 

・「労働安全衛生法」改正 

・「板橋区基本計画2025」策定 

・「いたばし№1実現プラン2018」策定 

・「板橋区環境基本計画2025」策定 

・「板橋区環境教育推進プラン2025」策定 

2017（平29） 

・「水銀に関する水俣条約」発効 

・「長期低炭素ビジョン」策定 

・「土壌汚染対策法」の一部改正 

・「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」策定 

・「板橋区スマートシティ推進方針」策定 

・不燃ごみ全量の資源化開始 

2018（平30） 

・「第五次環境基本法計画」策定 

・「国連気候変動枠組条約第24回締約国会議 

(ＣＯＰ24)」開催（ポーランド） 

・「気候変動適応法」成立 

・「第五次エネルギー基本計画」閣議決定 

・国連気候変動枠組条約第24回締約国会議 

(ＣＯＰ24)参加 

・環境課、環境戦略担当課、清掃リサイクル課が環境政策

課、資源循環推進課へ再編成 

・「いたばしグリーンプラン2025」策定 

2019（平31・令

元） 

・「自然環境保全法」改正 

・「プラスチック資源循環戦略」策定 

・「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」策定  

・「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」閣議決定 

・「フロン排出抑制法」改正 

・Ｇ20「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の共有 

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」施行 

・「容器包装リサイクル法」関係省令改正 

・「国連気候変動枠組条約第25回締約国会議 

(ＣＯＰ25)」開催（スペイン） 

・東京都「2050年ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ東京の実現」を宣言 

・「いたばしNo.1実現プラン2021」策定 

・「板橋区地球温暖化対策実行計画（事務事業編）2021」

策定 

2020（令2） 

・新型コロナウイルス感染症のパンデミック発生 

・羽田空港 新飛行経路運用開始 

・「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方

針」閣議決定 

・「大気汚染防止法」改正 

・プラスチック製レジ袋有料化開始 

・国「2050年カーボンニュートラル」宣言 

・「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン

成長戦略」策定 

・「最上町産木材の利用と環境教育等の協働の推進に関す

る覚書」締結 

・「区有地を活用した電気自動車のカーシェアリング事

業」開始 

2021（令３） 

・「地球温暖化対策推進法」改正 

・「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」成立  

・「地球温暖化対策計画」閣議決定 

・「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議」 

(ＣＯＰ26)」開催(イギリス・2020年の延期) 

・「板橋区地球温暖化対策実行計画2025（区域施策編）」

策定 

2022（令４） 

・「国連気候変動枠組条約第27回締約国会議

（COP27）」開催（エジプト） 

・「国際生物多様性条約第 15回締約国会議

(COP15)」開催（カナダ） 

・「ゼロカーボンいたばし２０５０」表明 

・「板橋区地球温暖化対策実行計画2025（事務事業編）」

策定 

・SDGs未来都市に選定 

 

2023（令５） 

 

・「生物多様性国家戦略2023-2030」閣議決定 

・「GX実現に向けた基本方針」閣議決定 

・「東京都生物多様性地域戦略」改定 

・「東京都環境基本計画」改定 
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・「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議

（COP28）」開催（アラブ首長国連邦） 

2024（令６） 

・「国連気候変動枠組条約第29回締約国会議

（COP29）」開催（アゼルバイジャン） 

・「第六次環境基本法計画」策定 

 

2025（令７） 
・「地球温暖化対策計画」閣議決定 

・「GX推進法」改正 
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２ 用語解説 

あ行                     

 

アスベスト （Ｐ５６） 
繊維状鉱物の総称。石綿。化学薬品に強く耐熱性

や電気絶縁性が高いため、建築材料や自動車のクラ

ッチ板など幅広く使用されている。長期間吸入する

と肺ガンの原因となり、他の発ガン因子の作用を増

強することが知られている。 

 

硫黄
い お う

酸化物 （Ｐ５６） 
石油、石炭などの燃料中の硫黄分が、燃焼によっ

て酸化され発生した物質。呼吸器を刺激するため、

汚染がひどい地域で生活していると慢性気管支炎や

ぜん息性気管支炎を起こすといわれる。水に溶ける

と硫酸や亜硫酸となり、酸性雨の原因物質の一つと

なる。硫黄酸化物のうち二酸化硫黄については、環

境基準が定められている。 

 

雨水浸透ます （Ｐ４５） 
雨水を地中に浸透しやすくするために側面及び底

面に穴をあけた「ます」。地下水を豊かにし、河川

の浄化や湧水の保全を図ることを目的としている。 

 

エコポリス板橋 （Ｐ１） 
環境に配慮した「環境保全型都市」。「エコロジ

カル（生態系）」と「ポリス（都市）」の合成語。

板橋区では、１９９３（平成５）年４月に人と環境

が共生する都市をめざし、「エコポリス板橋」環境

都市宣言を行った。 

 

エコポリス板橋地区環境行動委員会 （Ｐ２９） 
板橋区各地域センターの所管区域を単位とし、地

域内の事業所、商店及び個人などで構成される環境

行動組織。地区における環境行動組織として、構成

員間の情報交換や連絡調整を行って、地域の統一行

動につなげている役割があります。（１８地区委員

会） 

 

屋上緑化 （Ｐ４２） 
建物の屋上スペースに植栽すること。緑化と緑被

面積の拡大により、大気の浄化、ヒートアイランド

現象の緩和、自然生態系のバランスの回復が図れる

ほか、屋上緑化による断熱効果で冷房用電力の省エ

ネ効果がある。 

 

温室効果ガス （Ｐ１２） 
太陽光を吸収して加熱された地表面から放射され

る赤外線を吸収するガス。吸収された熱の一部は大気

の外に放出され、残りは地表面に放出される。地表面

に放出された熱は地表面を加熱するため地表面温度は

より高くなり、これを温室効果という。主な温室効果

ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイ

ドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふ

っ化硫黄がある。 

 

 

 

 

か行                     

 

環境基本計画 （Ｐ１） 
環境基本法に基づき、国や地方自治体が当該地域の

環境の保全に関する施策の総合的かつ長期的な方針を

定めるもの。 

区では、１９９９（平成１１）年３月に第一次計画、

２００９（平成２１）年３月に第二次計画を策定し、

第三次計画となる「板橋区環境基本計画２０２５」を

２０１６（平成２８）年３月に策定した。（参考 P97

「板橋区環境基本計画の変遷」） 

 

環境マネジメントシステム （Ｐ１５） 
自治体や企業などの事業組織が、事業活動で生じる

環境への影響を自主的・継続的に改善するための仕組

み。国際的な規格として「ＩＳＯ１４００１」、環境

省による中小事業者向けの支援ツールとして「エコア

クション２１」、板橋区による事業者向け支援ツール

として「板橋エコアクション」がある。 

 

グリーン購入 （Ｐ１６） 
物品やサービスを購入するにあたって、環境に配

慮したものを優先的に選択すること。２０００（平

成１２）年にグリーン購入法が成立し、国や地方自

治体にグリーン購入の取組が義務付けられた。 

 

さ行                     

 

指定低公害車 （Ｐ２１） 
低公害車のみでなく、一般に市販されているガソ

リン自動車・ＬＰＧ自動車・ディーゼル自動車であ

っても、窒素酸化物等の排出量が少ない低公害な自

動車について、九都県市低公害車指定制度により指

定されたもの。 

 

臭気指数 （Ｐ６２） 

気体又は水に係る悪臭の程度に関する値。気体の

臭気指数の測定法の一つが三点比較式臭袋法で、複

合臭に的確に対応でき、住民の悪臭の被害感とも一

致する測定結果が得られやすい 

 

重油 （Ｐ５６） 
石油の一種。原油を蒸留してガソリン，灯油，軽

油などの留分を除いたあとの残油。ガソリン、灯油、

軽油より沸点が高く、重粘質。粘度によりＡ重油、

Ｂ重油、Ｃ重油に分類され、さらにＡ重油は硫黄分

により１号、２号に分類される。 

 

循環型社会 （Ｐ２８） 
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わる

ものとして提示された概念。循環型社会形成推進基

本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑

制し、第二に排出された廃棄物等についてはできる

だけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利

用できないものは適正に処分することが徹底される

ことにより実現される、「天然資源の消費が抑制さ

れ、環境への負荷ができる限り低減された社会」と

している。 
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使用済小型家電 （Ｐ３４） 

家庭で使用する携帯電話やデジタルカメラ

など、「使用済小型家電電子機器等の再資源

化の促進に関する法律（小型家電リサイクル

法）」の対象となる２８品目。 

 

スマートシティ （Ｐ２４） 
都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴ等の新技術

を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・

運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能

な都市または地区。 

 

スラグ （Ｐ３５） 
家庭から出るごみを焼却炉で燃やした灰をさらに

溶融炉で約１４００℃の高温で溶融した結果、生成

されるガラス質の固化物。スラグは砂の代替材料と

して使うことができるので、インターロッキングブ

ロックや道路のアスファルト舗装財などの建設資材

等への利用が進められている。 

 

た行                     

 

第一種指定化学物質（特定第一種指定化学物質）（Ｐ６４）  
化学物質排出把握管理促進法上でＰＲＴＲ制度の

対象となる化学物質。人や生態系への有害性(オゾ

ン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する

(暴露可能性がある)と認められる物質として、計４

６２物質が指定されている。そのうち、人に対する

発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認

められる「特定第一種指定化学物質」として石綿、

ベンゼン、クロロエチレン、カドミウム及びその化

合物等１５物質が指定されている。 

 

ターゲット１２.３ （Ｐ３０） 
SDGsの目標「１２：つくる責任 使う責任」に紐

づく達成基準の一つ。「２０３０年までに小売・消

費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃

棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチ

ェーンにおける食品ロスを減少させる。」とされる。 

 

タラノア対話 （Ｐ２４） 
タラノアとは、ＣＯＰ２３の議長国であるフィジ

ーの言葉で、「包摂的、参加型、透明な対話プロセ

ス」を意味する。タラノア対話は世界全体の温室効

果ガス排出削減の取組状況を確認し、目標達成に向

けた取組意欲の向上をめざすもの。政府、企業、自

治体、研究機関、ＮＧＯなど、あらゆる主体が参加

して実施される。 

 

窒素酸化物 （Ｐ２１） 
石油、石炭の燃焼に伴って発生し、工場・ビル・

自動車などから排出される大気汚染物質。ほとんど

が一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ₂）。水に

溶けると硝酸や亜硝酸となり、酸性雨の原因物質の

一つとなる。環境基準が定められているのは、二酸

化窒素である。 

 

低公害車 （Ｐ２１） 
ガソリン自動車やディーゼル自動車に比較して、

排出ガス中の環境負荷物質（窒素酸化物、浮遊粒子

状物質、黒煙など）や騒音・振動等の公害の発生を

抑えた、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール

自動車、ハイブリッド自動車などのこと。大気汚染

物質の排出が少ないなどの利点はあるが、価格が高

い、インフラ整備が必要などの課題がある。 

 

脱炭素社会 （Ｐ１） 
地球温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、一

酸化二窒素などの温室効果ガスの排出量ゼロをめざ

す社会・経済のこと。 

 

等価騒音レベル（ＬＡｅｑ） （Ｐ６１） 
騒音レベルが時間とともに変化する場合、測定時

間内でこれと等しい平均二乗の音圧を与える連続定

常音の騒音レベルで単位はｄＢ（デシベル）である。

これは、一定時間内の騒音の総エネルギーの時間平

均値をデシベルで表示するもので、変動する騒音を

安定的に表現でき、かつ、人間がどの程度曝露され

たかを表現する上で優れている。 

 

土壌汚染 （Ｐ６３） 
有害物質等が水や大気を通じて又は直接土壌に浸

透し生じる汚染で、いったん生じてしまうと汚染は

容易に解消しないため、汚染の未然防止に加えて、

汚染土壌の除去、交換といった対策が必要である。 

 

は行                     

 

ハイブリッド自動車 （Ｐ２１） 
２種類の動力源を組み合わせて走行する自動車。

内燃エンジンと電気モーターを組み合わせた電気・

ガソリンハイブリッド車が代表的。排ガスやＣＯ₂排

出量を従来のガソリン車より大幅に削減することが

可能で、燃費もよい。 

 

光触媒 （Ｐ５４） 
光（紫外線）を吸収することにより反応を促進す

るもので、触媒自体は反応の前後で変化しない。環

境浄化アイテムとして二酸化チタンの光触媒製品が

関心を集めている。 

 

ヒートアイランド （Ｐ８６） 
冷房などの人口排熱や、アスファルトなどの放射

熱が大量に放出され、都市部の平均気温が周囲に比

較して高くなる現象。等温線が島のような形になる

ためヒートアイランド（熱の島）といわれる。温室

効果ガスの増加により起こる地球温暖化とは別の仕

組みによるものだが、化石燃料の大量消費が原因と

いう点では同じ。緩和のためには、建物等からの排

熱低減・緑地などの自然被覆を増加させる・空気の

流れが生じやすい道路や建物の配置の工夫などが求

められる。 

 

ビオトープ （Ｐ７９） 
生物生息空間。ドイツ生まれの概念でBio(生物)

とTope(場)の合成語。環境条件を整えて生態系ネッ

トワークを再生し、生き物たちが自立できる空間を

作ることが必要。 
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ポルトランドセメント （Ｐ３５） 
国内で消費されるセメントの約７０％を占める最

も一般的で汎用性の高いセメント。石灰岩、粘土、け

い石、鉄原料、石こうを原料とする。 

 

ま行                     

 

水循環 （Ｐ４５） 
地球上の水が、降水、蒸発散、流出、貯留という

現象を基本要素として地球上を循環する現象で、そ

の経路や基本要素の種類は様々である。大きく分け

て大気・陸地・海域の三つの系を連続して循環し、

さらにその系ごとにより小さな水循環が起こってい

る。 

 

緑のカーテン （Ｐ１４） 
つる性の植物で窓の外や建物の壁面を覆う自然の

カーテン。夏の強い日差しを遮る効果や、葉の蒸散

作用により気温の上昇を抑制する効果がある。ヒー

トアイランド対策に効果的とされる。植物の種類に

は、収穫用としてはヘチマ、ゴーヤ、キュウリ等、

観賞用としてはアサガオ、フウセンカズラ等がある。 

 

や行                     

 

湧水 （Ｐ４７） 
地下水が自然に湧き出した水を湧水といい、湧き

水のある場所を湧泉という。東京の湧水は、湧出の

形態から大きくみると、台地の崖の部分から湧出す

る崖線タイプと台地面上の谷地形のところから湧出

する谷頭タイプに分けられる。 

 

要請限度 （Ｐ５８） 
自動車排ガスによる大気汚染並びに自動車交通に

よる騒音及び振動により、道路の周辺の生活環境が

著しく損なわれていると知事又は市町村長が認める

とき、道路管理者又は公安委員会に対しその改善を

要請する際の基準。 

 

用途地域 （Ｐ６６） 
都市の将来のあるべき土地利用を実現するため、

建築物の用途・容積・形態などについて制限を定め

た区域。種類は、住居系、商業系、工業系などの土

地利用による13種類がある。 

 

ら行                     

 

リターナブルびん （Ｐ３８） 

一升びんやビールびん、牛乳びんなど、繰り返し

使用されるガラスびん。小売店を通して回収された

後、飲料メーカーで洗浄され、中身を詰めて繰り返

し使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルファベット                

 

ＣＯＰ （Ｐ２４） 
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などの

ガス削減について、国際的に取り組むことを定めた

「地球温暖化防止条約（気候変動に関する国際連合

枠組み条約）」の締約国会議（Conference of the 

Parties）。１９９５（平成７）年の第１回会議(Ｃ

ＯＰ１、ベルリン)以来、毎年開催されている。２０

１５（平成２７）年フランスのパリで開催されたＣ

ＯＰ２１では、２０２０（令和２）年以降の新たな

枠組み（パリ協定）が採択された。２０２４（令和

６）年にはアゼルバイジャン・バクーにてＣＯＰ２

９が開催された。 

 

ＥＳＤ （Ｐ７９） 
“Education for Sustainable Development”（持

続可能な開発のための教育）の略。環境の保全、経

済の開発、社会の発展を調和の下に進めていくため

に、私たち一人ひとりが日常生活や経済活動の場で

世界の人間や将来世代、環境との関係性の中で生き

ていることを認識し、行動を変革するための教育。 

 

ＩＣＬＥＩ（イクレイ） （Ｐ２４） 
持続可能な開発を公約した自治体および自治体協

会で構成された国際的な連合組織。１９９０(平成

２)年に４３ヵ国２００以上の地方自治体が集まり、

ニューヨークの国際連合で行われた「持続可能な未

来のための自治体世界会議」で、International 

Council for Local Environmental Initiatives（国

際環境自治体協議会）という名称で誕生しました。

地域レベルでの持続可能な開発を推進するにあたっ

て、人材を養成し、知識を共有し、自治体を支援す

るために技術コンサルタント、トレーニング、情報

サービスを提供する。 

 

ＩＣＴ （Ｐ１） 
“Information and Communication Technology”

（情報通信技術）の略。IT（Information Technolog

y）とほぼ同義の意味を持つが、コンピューター関連

の技術を IT、コンピューター技術の活用に着目する

場合を ICT と、区別して用いる場合もある。国際的

に ICT が定着していることなどから、日本でも近年

ICTが ITに代わる言葉として広まりつつある。 

 

ＩＳＯ１４００１ （Ｐ１５） 
国際標準化機構（International Organization 

for Standardization）が発行した環境マネジメント

システムの国際規格。 

 

ＰＲＴＲ法 （Ｐ６４） 
有害性のある化学物質がどのような発生源からど

れくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に

含まれて事業所の外に運び出されたかというデータ

を、把握・集計し、公表する仕組み。対象となる化

学物質を製造・使用・排出している事業者は環境中

への排出量と廃棄物処理のために事業所の外へ移動

させた量を把握し、行政機関に年に一回報告する。 

 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） （Ｐ９） 

Sustainable Development Goalsの略。ＳＤＧｓは
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２０３０（令和１２）年までに持続可能な世界を実

現するために国連によって定められた開発目標で、

飢餓の根絶や気候変動への対応などの１７の目標

（ゴール）から構成される。２０１５（平成２７）

年９月に国連サミットで採択された先進国を含む全

ての国々の共通目標。 

 

３Ｒ （Ｐ２８） 
リデュース（reduce：ごみになるものを減らす）、

リユース（reuse：使い捨てにせず何度も使う）、リ

サイクル（recycle：再生し、活用する）の頭文字を

とった言葉。これにリフューズ（refuse：いらない

ものを断る）を加えて４Ｒ、さらにリペア（repair

：ものを修理して使う）を加えて５Ｒということも

ある。 

 

水質調査測定項目の概要（関連Ｐ４６）       

 

◆ 透視度：透明さの程度を表す。ガラス管状の透視度

計に水を入れ、底部の標識が上から見える水層の高

さを、（ｃｍ）または（度）で表す。 

◆ 水素イオン濃度（ｐＨ）：液体が酸性であるか、ア

ルカリ性であるかを示す数値で、０（強酸性）から

１４（強アルカリ性）まであり、ｐＨ７が中性。 

◆ 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）と化学的酸素要求

量（ＣＯＤ）：水中の有機物（汚れ）を分解するた

めに必要とする酸素の量で、水質汚濁の重要な指標

の一つ。数値が高いほど汚れている。ＢＯＤは微生

物が汚れを分解するのに必要とする酸素の量で表し、

ＣＯＤは化学薬品（過マンガン酸カリウム）で汚れ

を分解するときに要する酸素の量。一般に水道水源

は、ＢＯＤ３ｍｇ/ℓ以下、魚の生息には５ｍｇ/ℓ以

下とされている。 

◆ 溶存酸素量（ＤＯ）：水中に溶けている酸素の量。

酸素のない河川は死んだ河川で、魚などは生息でき

ません。魚の生息には５ｍｇ/ℓ以上が望ましいとさ

れる。 

◆ 浮遊物質量（ＳＳ）：水中に浮遊している水に溶け

ない物質の量。川底にヘドロとなってたまる。 

◆ 全窒素と全リン：リンと窒素はプランクトンや藻の

栄養源になる。東京湾のような閉鎖性水域では、川

から流れ込んだリン、窒素によりプランクトンが異

常増殖し、赤潮の原因となる。リン、窒素は人のし

尿、生ごみ、生活排水、食品工場などの排水に含ま

れ、下水処理でもあまり除去できない。 

◆ 重金属類：比重が４～５以上の金属の総称。水銀、

カドミウム、亜鉛、銅、クロムなどがあり、これら

の大気、水質、土壌、食品などへの汚染を一般に重

金属汚染という。重金属の多くは、生体内に蓄積さ

れやすく、微量でも長時間吸入することによって、

慢性的な影響が現れる。 

 

大気汚染監視測定項目の概要（関連Ｐ５３）     
 

◆ 二酸化窒素：窒素酸化物の一つである二酸化窒素

（ＮＯ2）は、ぜんそくなどの呼吸器系疾患や酸性雨

の原因物質であり光化学オキシダントの生成にも関

与する。 

環境基準は、１時間値の１日平均値が０.０４ｐｐｍ

から０.０６ｐｐｍまでのゾーン内またはそれ以下で

あることである。 

◆ 浮遊粒子状物質：大気中に浮遊している微粒子で粒

径が１０μｍ（１μｍ＝０.００１㎜）以下のものを

いう。ディーゼル自動車から比較的多く排出され、

工場や事業場からも排出される。呼吸器に沈着して

慢性呼吸器疾患を引き起こすほか、微粒子に含まれ

る有害物質による様々な影響が懸念されている。 

環境基準は、１時間値の１日平均値が０.１０ｍｇ

/m3以下であり、かつ１時間平均値が０.２０ｍｇ/m3

以下であることである。 

◆ オキシダント：空気中の窒素酸化物や炭化水素など

が太陽からの紫外線を受けて、光化学反応を起こし

て生成される。光化学スモッグの原因物質となり、

濃度が高くなると眼、喉などの痛みを引き起こす。 

環境基準は、１時間値が０.０６ｐｐｍ以下であるこ

とである。 

◆ 二酸化硫黄：主として重油や石炭などの燃料に含ま

れている硫黄分が燃焼 して発生するガスで、主な発

生源は工場からのばい煙や自動車の排出ガス。濃度

が高くなると呼吸器を冒す。 

環境基準は、１時間値の１日平均値が０.０４ｐｐｍ

以下であり、かつ１時間値が０.１ｐｐｍ以下である

ことである。 

◆ 一酸化炭素：約9割が自動車から排出され、中毒症状

になると、呼吸障害から死に至ることもある。 

環境基準は、１時間値の１日平均値が１０ｐｐｍ以

下であり、かつ１時間値の８時間平均値が２０ｐｐ

ｍ以下であることである。 

◆ 微小粒子状物質（ＰＭ.２.５）：２.５μｍ以下(μ

ｍは１/１０００ｍｍ)の粒子のことで、非常に小

さいため人が吸い込むと肺の奥深くまで入りやす

く、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系へ

の影響が懸念される。発生源は工場・自動車など

の排ガスや塗料・接着剤などからの揮発性のガス、

土壌、海洋、火山、植物等の自然界を起源とする

ものもある。 

環境基準は、１年平均値が１５μｇ/m3以下であり、 

かつ１日平均値が３５μｇ/m3以下であることであ 

る。
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３ 板橋区環境基本計画の変遷 
板橋区環境基本計画は、1999（平成11）年3月に策定して以降、これまでに3回の見直しを図ってい

ます。各計画は、策定当時の環境課題や社会状況の変化を的確に捉え、課題の解決に結びつく施策を

打ち出してきました。 

■ 板橋区環境基本計画（第一次）： 

1999（平成11）年3月策定 

板橋区で最初に作られた環境基本計画で、従前の公害対策や自然保護といった問題に加え、都市・

生活型公害や地球環境問題などの新たな課題にも対処するため策定されました。 

■ 板橋区環境基本計画（改訂版）： 

2005（平成17）年3月策定 

第一次計画の策定から5年が経ち、深刻な地球温暖化の進行や有害化学物質による汚染の拡がり、

廃棄物行政のシステム確立、清掃事業移管をはじめとする都区制度改革や地方分権の推進など、区の

環境行政を取り巻く状況は大きく変わったことから、第一次計画を見直し、「改訂版」を策定しまし

た。 

■ 板橋区環境基本計画（第二次）： 

2009（平成21）年3月策定 

地球温暖化問題に関する世界的な意識の高まりや、都市部を中心とするヒートアイランド問題の深

刻化など、環境行政を取り巻く状況の変化を受け、改訂版の計画期間（～2008（平成20）年度）の満

了とともに「第二次」計画を策定しました。 

■ 板橋区環境基本計画2025（第三次）： 

2016（平成28）年3月策定 

2011（平成23）年3月に発生した東日本大震災によるエネルギー消費の見直しや、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を契機とした新技術の導入、COP21における「パリ協定」を踏まえ、第

二次計画の計画期間（～2015（平成27）年度）満了とともに「第三次」計画を策定しました。 
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●環境白書の編集について 
環境政策課 スマートシティ・環境政策係 

０３(３５７９)２５９１ 

●環境基本計画について 
環境政策課 スマートシティ・環境政策係 

０３(３５７９)２５９１ 

●地球温暖化対策について 
環境政策課 脱炭素社会推進係 

０３(３５７９)２６２２ 

●環境マネジメントシステムについて 
環境政策課 スマートシティ・環境政策係 

０３(３５７９)２５９１ 

●板橋エコアクションについて 
環境政策課 脱炭素社会推進係 

０３(３５７９)２６２２ 

●ＬＥＤ街灯について 
工事設計課 施設設計係                

０３(３５７９)２５４４ 

●自転車通行空間整備について 
土木計画・交通安全課 土木計画係                

０３(３５７９)２２９６ 

●資源・ごみの分別、出し方について 

資源循環推進課 管理係 

０３(３５７９)２２１７ 

板橋東清掃事務所 

０３(３９６９)３７２１ 

板橋西清掃事務所 

０３(３９３６)７４４１ 

●再生家具の販売、多目的室の貸出、

講座の実施について 

リサイクルプラザ 

０３(３５５８)５３７４ 

●農地・区民農園等について 
赤塚支所 都市農業係 

０３(３９３８)５１１４ 

●カラスの相談について 
環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●アライグマ・ハクビシンの 

相談について 

環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●水環境について 
環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●熱帯環境植物館について 
環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●公園における地域連携について 

南部土木サービスセンター         

０３(３５７９)２５３２ 

北部土木サービスセンター                        

０３(５３９８)１２５９ 

●大気環境について 
環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

●放射線対策について 

（測定機器（簡易型）の貸し出し） 

環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

テ レ フォ ン ガ イ ド

※２０２６（令和８）年３月３１日まで 
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●工場・事業所の環境対策について 

（土壌汚染・悪臭対策、工場・指定

作業場の諸届け、工場・建設工場等

の苦情・相談、近隣公害についての

苦情・相談、アスベストに関しての

苦情・相談、騒音計の貸し出し） 

環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

●環境学習・緑のカーテンについて 
エコポリスセンター 

０３(５９７０)５００１ 

●保幼小中一貫環境教育カリキュラム

について 

指導室 指導主事                  

０３(３５７９)２６４３ 

●都市景観について 
都市計画課 都市景観係                  

０３(３５７９)２５４９ 

●環境美化について 
資源循環推進課 資源循環協働係 

０３(３５７９)２２５８ 
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●環境白書の編集について 
環境政策課 環境政策係 

０３(３５７９)２５９１ 

●環境基本計画について 
環境政策課 環境政策係 

０３(３５７９)２５９１ 

●地球温暖化対策について 
環境政策課 ゼロカーボン推進係 

０３(３５７９)２６２２ 

●環境マネジメントシステムについて 
環境政策課 ゼロカーボン推進係 

０３(３５７９)２６２２ 

●板橋エコアクションについて 
環境政策課 ゼロカーボン推進係 

０３(３５７９)２６２２ 

●ＬＥＤ街灯について 
工事設計課 施設設計係                

０３(３５７９)２５４４ 

●自転車通行空間整備について 
土木計画・交通安全課 土木計画係                

０３(３５７９)２２９６ 

●資源・ごみの分別、出し方について 

資源循環推進課 管理係 

０３(３５７９)２２１７ 

板橋東清掃事務所 

０３(３９６９)３７２１ 

板橋西清掃事務所 

０３(３９３６)７４４１ 

●再生家具の販売、多目的室の貸出、

講座の実施について 

リサイクルプラザ 

０３(３５５８)５３７４ 

●農地・区民農園等について 
赤塚支所 都市農業係 

０３(３９３８)５１１４ 

●カラスの相談について 
環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●アライグマ・ハクビシンの 

相談について 

環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●水環境について 
環境政策課 自然環境保全係 

０３(３５７９)２５９３ 

●熱帯環境植物館について 
環境政策課 環境教育係 

０３(３５７９)２２３３ 

●公園における地域連携について 

南部土木サービスセンター         

０３(３５７９)２５３２ 

北部土木サービスセンター                        

０３(５３９８)１２５９ 

●大気環境について 
環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

●放射線対策について 

（測定機器（簡易型）の貸し出し） 

環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

テ レ フォ ン ガ イ ド

※２０２６（令和８）年４月１日より 
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●工場・事業所の環境対策について 

（土壌汚染・悪臭対策、工場・指定

作業場の諸届け、工場・建設工場等

の苦情・相談、近隣公害についての

苦情・相談、アスベストに関しての

苦情・相談、騒音計の貸し出し） 

環境政策課 生活環境保全係 

０３(３５７９)２５９４ 

●環境学習・緑のカーテンについて 
エコポリスセンター 

０３(５９７０)５００１ 

●保幼小中一貫環境教育カリキュラム

について 

指導室 指導主事                  

０３(３５７９)２６４３ 

●都市景観について 
都市計画課 都市景観係                  

０３(３５７９)２５４９ 

●環境美化について 
資源循環推進課 資源循環協働係 

０３(３５７９)２２５８ 
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板橋区環境白書について、ご意見・ご要望をお寄せください 

 

令和７年度板橋区環境白書について、ご意見やご要望、ご感想等がございましたら、板橋区

資源環境部環境政策課までお寄せください。今後の参考にさせていただきます。 

※こちらのページをそのまま下記までお送りいただくか、ページ下部に記載の二次元コード

からご意見をお寄せください。 

 

板橋区 資源環境部 環境政策課 環境政策係 宛 

Ｆ Ａ Ｘ ０３－３５７９－２２４９ 

Ｅ － m a i l s-kankan@city.itabashi.tokyo.jp 

住 所 〒173-8501 

東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 

板橋区役所本庁舎北館７階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 板橋区環境白書について、どこでお知りになりましたか。 

板橋区ホームページ・広報いたばし 

・その他（               ） 

 

２ どのようにお感じになりましたか。 

とてもわかりやすい・わかりやすい・どちらともいえない 

・わかりにくい・とてもわかりにくい 

 

３ ２のようにお感じになった理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

４ どの記載事項についてご興味がありますか。 

（                                 ） 

 

５ お気づきの点やご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

 

 

 

板橋区環境白書についてのアンケートにご協力ください 

◀ こちらの二次元コードからもご回答いただけます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区環境政策課 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1号 

TEL03-3579-2591 FAX03-3579-2249 刊行物番号 R07 - 162 

板橋区環境白書は古紙パルプ配合率 80％以上再生紙を使用しています。 
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